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令和２年３月27日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外

毎週　火曜・金曜日発行 ◯印は長崎県例規集に登載するもの

目　　　　　次

◎　条　例	 　所管課（室）名
○長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部を改正する条例  消 防 保 安 室
○長崎県公立大学法人の役員等の損害賠償責任の一部免除の額を定める条例  学 事 振 興 課
○職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害  人 事 課
　補償等に関する条例の一部を改正する条例
○職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び市町村立学校県費負担教職員の勤務  〃
　時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
○知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例  〃
○内部組織の設置に関する条例の一部を改正する条例  新 行 政 推 進 室
○長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例  〃
○長崎県吏員恩給条例の一部を改正する条例  職 員 厚 生 課
○長崎県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となる  〃
　べき在職期間と長崎県吏員恩給条例による恩給の基礎となるべき在職期間との
　通算に関する条例の一部を改正する条例
○長崎県手数料条例の一部を改正する条例  財 政 課
○長崎県県庁舎建設整備基金条例を廃止する条例  管 財 課
○長崎県税条例の一部を改正する条例  税 務 課
○ふるさと長崎応援寄附金基金条例  〃
○長崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例  市 町 村 課
○旅館業法施行条例の一部を改正する条例  生 活 衛 生 課
○公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例  〃
○長崎県食品衛生に関する条例の一部を改正する条例  〃
○長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例  水 環 境 対 策 課
○長崎県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例  福 祉 保 健 課
○長崎県医療施設耐震化臨時特例基金条例を廃止する条例  医 療 政 策 課
○長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例  薬 務 行 政 室
○長崎県子育て条例の一部を改正する条例  こ ど も 未 来 課
○長崎県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に  〃
　関する条例の一部を改正する条例
○長崎県魚市場条例を廃止する条例  水産加工流通課
○長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例  〃
○長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例  漁 港 漁 場 課
○長崎県卸売市場条例及び長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関する条例を  農産加工流通課
　廃止する条例
○長崎県立都市公園条例の一部を改正する条例  道 路 維 持 課
○長崎県港湾整備事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  港 湾 課
○長崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例の一部を改正する条例  砂 防 課
○長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例  建 築 課
○長崎県特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例  住 宅 課
○長崎県営住宅条例の一部を改正する条例  〃
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条　　　　　例

○長崎県営交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  交 通 局
○市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例の一部を改正  教育庁教職員課
　する条例
○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を  教育庁高校教育課
　改正する条例
○長崎県文化財保護条例等の一部を改正する条例  教育庁学芸文化課
○長崎県立対馬歴史民俗資料館条例を廃止する条例  〃
○警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例  警察本部警務課
○長崎県監査委員条例の一部を改正する条例  監 査 事 務 局

　長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第１号
　　　長崎県危険物等に係る事務手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県危険物等に係る事務手数料条例（平成12年長崎県条例第15号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係）

番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～13　略 １～13　略

14 政令第18条
第２項第１
号の規定に
基づく法第
31条第２項
に規定する
製造保安責
任者試験の
実施

製造保安責任
者試験手数料

⑴　乙種化学
責任者免状
に係る製造
保安責任者
試験

１件 9,300円
　（情報通信
技術を活用
した行政の
推進等に関
する法律（平
成14年法律
第151号）第
６条第１項
の規定によ
り同項に規
定する電子
情報処理組
織を使用し
て受験願書
を提出する
場合（以下
　「電子情報
処理組織に
より受験願
書を提出す
る場合」と
いう。）に
あっては、
8,800円）

14 政令第18条
第２項第１
号の規定に
基づく法第
31条第２項
に規定する
製造保安責
任者試験の
実施

製造保安責任
者試験手数料

⑴　乙種化責
任者免状に
係る製造保
安責任者試
験

１件 9,300円
　（行政手続
等における
情報通信の
技術の利用
に関する法
律（平成14
年法律第151
号）第３条
第１項の規
定により同
項に規定す
る電子情報
処理組織を
使用して受
験願書を提
出する場合
　（以下「電
子情報処理
組織により
受験願書を
提出する場
合」という。）
にあっては、
8,800円）

⑵～⑸　略 ⑵～⑸　略

15及び16　略 15及び16　略

17 政令第18条
第２項第３
号の規定に
基づく法第
44条第１項
に規定する

容器検査又は
容器再検査手
数料

⑴　略 17 政令第18条
第２項第３
号の規定に
基づく法第
44条第１項
に規定する

容器検査又は
容器再検査手
数料

⑴　略

⑵　繊維強化
プラスチッ
ク複合容器、
圧縮天然ガ

略 ⑵　繊維強化
プラスチッ
ク複合容器
又は圧縮天

略
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容器検査又
は政令第18
条第２項第
４号の規定
に基づく法
第49条第１
項に規定す
る容器再検
査

ス自動車燃
料装置用容
器又は圧縮
水素自動車
燃料装置用
容器（⑴に
規定する容
器を除く。）
に係る容器
検査又は容
器再検査
　ア～オ　略

容器検査又
は政令第18
条第２項第
４号の規定
に基づく法
第49条第１
項に規定す
る容器再検
査

然ガス自動
車燃料装置
用容器（⑴
に規定する
容器を除く。）
に係る容器
検査又は容
器再検査

　ア～オ　略

⑶及び⑷　略 ⑶及び⑷　略

18～20　略 18～20　略

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第３の17の項の改正規定は、令和２年４月１日から施行す
る。

　長崎県公立大学法人の役員等の損害賠償責任の一部免除の額を定める条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第２号
　　　長崎県公立大学法人の役員等の損害賠償責任の一部免除の額を定める条例
　　（趣旨）
第１条　この条例は、地方独立行政法人法（平成15年法律第118号。以下「法」という。）第19条の２第４項の規
定に基づき、長崎県公立大学法人（以下「法人」という。）の役員又は会計監査人（以下「役員等」という。）
の法人に対する損害を賠償する責任の一部を免除することについて必要な事項を定めるものとする。
　　（損害賠償責任の一部免除額）
第２条　法第19条の２第４項に規定する条例で定める額は、役員等が法人から同項の承認の日を含む事業年度以
前の事業年度において支給され、又は支給されるべき報酬、当該承認前に支給された退職手当その他地方独立
行政法人法施行令（平成15年政令第486号）第３条の２第１項の総務省令で定める給付の一事業年度当たりの
額に相当する額として同項の総務省令で定める方法により算定される額に、次の各号に掲げる役員等の区分に
応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。
⑴　理事長又は副理事長　６
⑵　理事　４
⑶　監事又は会計監査人　２
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改
正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第３号

職員の服務の宣誓に関する条例及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部
を改正する条例

　　（職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正）
第１条　職員の服務の宣誓に関する条例（昭和26年長崎県条例第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（職員の服務の宣誓） （職員の服務の宣誓）
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第２条　略 第２条　略
２　略 ２　略
３　地方公務員法第22条の２第１項に規定する会計年度任用
職員の服務の宣誓については、前２項の規定にかかわらず、
任命権者は、別段の定めをすることができる。

　　（議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正）
第２条　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和42年長崎県条例第48号）の一部を
次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（補償基礎額） （補償基礎額）
第４条　この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める
者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

第４条　この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める
者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

⑴～⑷　略 ⑴～⑷　略
⑸　給料を支給される職員　法第２条第４項に規定する平
均給与額の例により任命権者が知事と協議して定める額

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行し、第２条の規定による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公
務災害補償等に関する条例の規定は、同日以後に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害に係
る補償について適用する。

　職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一
部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第４号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例
の一部を改正する条例

　　（職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）
第１条　職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年長崎県条例第６号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　（週休日及び勤務時間の割振り）
第３条　略

　　（週休日及び勤務時間の割振り）
第３条　略

２　略
３　任命権者は、職員（人事委員会規則で定める職員及び次
条の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項及び次項
において同じ。）について、始業及び終業の時刻について
職員の申告を考慮して当該職員の勤務時間を割り振ること
が公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定
にかかわらず、人事委員会規則の定めるところにより、当
該申告を経て、４週間を超えない範囲内で週を単位として
人事委員会規則で定める期間（次項において「単位期間」
という。）ごとの期間につき前条に規定する勤務時間とな
るように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。
４　任命権者は、次に掲げる職員について、週休日並びに始
業及び終業の時刻について、職員の申告を考慮して、第１
項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、
及び当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支
障がないと認める場合には、同項及び第２項の規定にかか
わらず、人事委員会規則の定めるところにより、当該申告
を経て単位期間ごとの期間につき第１項に規定する週休日
に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前

２　略
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条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を
割り振ることができる。
⑴　子の養育又は配偶者等（配偶者（届出をしないが事実
上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号に
おいて同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他人事委員
会規則で定める者をいう。第７条の４第２項及び第17条
第１項において同じ。）の介護をする職員及び障害者の
雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）第
２条第１号に規定する障害者である職員のうち、同法第
37条第２項に規定する対象障害者である職員であって、
人事委員会規則で定めるもの
⑵　前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員とし
て人事委員会規則で定めるもの

第４条　任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態
によって勤務する必要のある職員については、前条第１項
及び第２項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割
振りを別に定めることができる。

第４条　任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態
によって勤務する必要のある職員については、前条の規定
にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定める
ことができる。

　　（週休日の振替等）
第５条　任命権者は、職員に第３条第１項若しくは第４項又
は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務す
ることを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定
めるところにより、第３条第２項から第４項まで又は前条
の規定により勤務時間が割り振られた日（以下この条にお
いて「勤務日」という。）のうち人事委員会規則で定める
期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り
振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある
日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間の
うち勤務日の勤務時間の概ね２分の１に相当する勤務時間
として人事委員会規則で定める勤務時間（以下「半日勤務
時間」という。）を当該勤務日に割り振ることをやめて当
該半日勤務時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必
要がある日に割り振ることができる。

　　（週休日の振替等）
第５条　任命権者は、職員に第３条第１項又は前条の規定に
より週休日とされた日において特に勤務することを命ずる
必要がある場合には、人事委員会規則の定めるところによ
り、第３条第２項又は前条の規定により勤務時間が割り振
られた日（以下この条において「勤務日」という。）のう
ち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に
変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務す
ることを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内
にある勤務日の勤務時間のうち勤務日の勤務時間の概ね２
分の１に相当する勤務時間として人事委員会規則で定める
勤務時間（以下「半日勤務時間」という。）を当該勤務日
に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を当
該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることがで
きる。

　　（時間外勤務代休時間）
第７条の３　任命権者は、職員の給与に関する条例（昭和32
年長崎県条例第45号）第14条第４項の規定により時間外勤
務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定め
るところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わ
る措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」
という。）として、人事委員会規則で定める期間内にある
第３条第２項から第４項まで、第４条又は第５条の規定に
より勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日等」という。）
（第９条第１項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り
振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
２　略

　　（時間外勤務代休時間）
第７条の３　任命権者は、職員の給与に関する条例（昭和32
年長崎県条例第45号）第14条第４項の規定により時間外勤
務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則の定め
るところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わ
る措置の対象となるべき時間（以下「時間外勤務代休時間」
という。）として、人事委員会規則で定める期間内にある
第３条第２項、第４条又は第５条の規定により勤務時間が
割り振られた日（以下「勤務日等」という。）（第９条第１
項に規定する休日及び代休日を除く。）に割り振られた勤
務時間の全部又は一部を指定することができる。
２　略

　　（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務）
第７条の４　略
２　前項の規定は、配偶者等で負傷等により日常生活を営む
のに支障があるもの（以下この項及び第７条の６第４項に
おいて「要介護者」という。）を介護する職員について準
用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、
人事委員会規則の定めるところにより、その子を養育」と
あるのは「要介護者のある職員が、人事委員会規則の定め
るところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるもの
とする。
３　略

　　（育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務）
第７条の４　略
２　前項の規定は、第17条第１項に規定する職員の配偶者等
で負傷等により日常生活を営むのに支障があるもの（以下
この項及び第７条の６第４項において「要介護者」という。）
を介護する職員について準用する。この場合において、前
項中「次に掲げる職員が、人事委員会規則の定めるところ
により、その子を養育」とあるのは「要介護者のある職員
が、人事委員会規則の定めるところにより、当該要介護者
を介護」と読み替えるものとする。
３　略

　　（介護休暇）
第17条　介護休暇は、職員が要介護者（配偶者等で負傷、疾
病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日
常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。）の
介護をするため、任命権者が、人事委員会規則の定めると

　　（介護休暇）
第17条　介護休暇は、職員が要介護者（配偶者等（配偶者（届
出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
む。以下同じ。）、父母、子、配偶者の父母その他人事委員
会規則で定める者をいう。）で負傷、疾病又は老齢により
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ころにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該
介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、
かつ、通算して６月を越えない範囲内で指定する期間（以
下「指定期間」という。）内において勤務しないことが相
当であると認められる場合における休暇とする。

人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに
支障があるものをいう。以下同じ。）の介護をするため、
任命権者が、人事委員会規則の定めるところにより、職員
の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする
一の継続する状態ごとに、３回を超えず、かつ、通算して
６月を越えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」
という。）内において勤務しないことが相当であると認め
られる場合における休暇とする。

２及び３　略 ２及び３　略

　　（市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正）
第２条　市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成7年長崎県条例第28号）の一部を
次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律
第162号）第42条の規定に基づく市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職
員（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に
関する法律（昭和33年法律第116号）第17条第２項並びに公
立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
（昭和36年法律第188号）第23条第２項に規定する非常勤の講
師を除く。）の勤務時間、休日及び休暇に関しては、長崎県
職員の例による。この場合において、職員の勤務時間、休暇
等に関する条例（平成７年長崎県条例第６号）第３条第３項
及び第４項、第７条の２、第７条の３第１項、第７条の４第
１項、第７条の５第１項、第７条の６第１項から第３項まで、
第９条第１項、第11条第３項並びに第19条中「任命権者」と
あるのは「市町村教育委員会」とする。

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律
第162号）第42条の規定に基づく市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する職
員（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に
関する法律（昭和33年法律第116号）第17条第２項並びに公
立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
（昭和36年法律第188号）第23条第２項に規定する非常勤の講
師を除く。）の勤務時間、休日及び休暇に関しては、長崎県
職員の例による。この場合において、職員の勤務時間、休暇
等に関する条例（平成７年長崎県条例第６号）第７条の２、
第７条の３第１項、第７条の４第１項、第７条の５第１項、
第７条の６第１項から第３項まで、第９条第１項、第11条第
３項及び第19条中「任命権者」とあるのは「市町村教育委員
会」とする。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第５号
　　　知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
　　（趣旨）
第１条　この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第243条の２第１項の規定に基づ
き、知事若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員（法第243条の２の２第３項の規定による賠償の命令の
対象となる者を除く。以下「知事等」という。）の県に対する損害を賠償する責任の一部を免責することにつ
いて必要な事項を定めるものとする。
　　（損害賠償責任の一部免責）
第２条　知事等は、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、県に対し賠償の責任を負う額か
ら次の各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について賠償責任を免れるも
のとする。
⑴　地方警務官（警察法（昭和29年法律第162号）第56条第１項に規定する地方警務官をいう。以下同じ。）以
外の知事等　県から法第243条の２第１項の損害を賠償する責任の原因となった行為を行った日を含む会計
年度において在職中に支給され、又は支給されるべき法第203条の２第１項又は第204条第１項若しくは第２
項の規定による給与（扶養手当、住居手当、通勤手当又は単身赴任手当が支給されている場合には、これら
の手当を除く。）の一会計年度当たりの額に相当する額として地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第
173条第１項第１号の総務省令で定める方法により算定される額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に
定める数を乗じて得た額
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ア　知事　６
イ　副知事、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員、監査委員又は
海区漁業調整委員会の委員　４
ウ　人事委員会の委員、労働委員会の委員、収用委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員又は地方公営
企業の管理者　２
エ　職員（地方警務官並びにイ及びウに掲げる職員を除く。）　１
⑵　地方警務官　国から知事等の損害賠償責任の原因となった行為を行った日を含む会計年度において在職中
に支給され、又は支給されるべき一般職の職員の給与に関する法律（昭和25年法律第95号）その他の法律に
よる給与（扶養手当、住居手当、通勤手当又は単身赴任手当が支給されている場合には、これらの手当を除
く。）の一会計年度当たりの額に相当する額として地方自治法施行令第173条第１項第２号の総務省令で定め
る方法により算定される額に、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額
　ア　警察本部長　２
　イ　アに掲げる以外の地方警務官　１
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　内部組織の設置に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第６号
　　　内部組織の設置に関する条例の一部を改正する条例
　内部組織の設置に関する条例（昭和28年長崎県条例第１号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定
に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の
各号に掲げる内部組織（以下「組織」という。）を置き、各
組織の分掌事務は、当該各号に定めるとおりとする。なお、
多様化する行政への需要に機動的に対応するため、各組織は、
知事の統轄のもとに各組織相互の連絡調整を図り、一体とし
て行政機能を発揮するように努めなければならない。

地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定
に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、次の
各号に掲げる内部組織（以下「組織」という。）を置き、各
組織の分掌事務は、当該各号に定めるとおりとする。なお、
多様化する行政への需要に機動的に対応するため、各組織は、
知事の統轄のもとに各組織相互の連絡調整を図り、一体とし
て行政機能を発揮するように努めなければならない。

⑴　企画部
重要施策の企画及び総合調整に関する事項

⑵　略 ⑴　略
⑶　地域振興部 ⑵　企画振興部

ア　重要施策の企画及び総合調整に関する事項
ア　略 イ　略

ウ　スポーツ振興に関する事項
イ～エ　略 エ～カ　略
⑷　文化観光国際部 ⑶　文化観光国際部
ア～オ　略 ア～オ　略
カ　スポーツ振興に関する事項
⑸　県民生活環境部 ⑷　県民生活部
ア　県民生活及び環境に関する施策の企画及び総合調整
に関する事項
イ～オ　略
カ　環境保全に関する事項
キ　生活排水対策及び水資源政策に関する事項
ク　廃棄物対策に関する事項
ケ　自然保護に関する事項

ア　県民生活に関する施策の企画及び総合調整に関する
事項
イ～オ　略

⑸　環境部
ア　環境に関する施策の企画及び総合調整に関する事項
イ　環境保全に関する事項
ウ　生活排水対策及び水資源政策に関する事項
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エ　廃棄物対策に関する事項
オ　自然保護に関する事項

⑹～⑾　略 ⑹～⑾　略

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
　　（長崎県手数料条例の一部改正）
２　長崎県手数料条例（昭和24年長崎県条例第47号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
地域振興部 企画振興部
略 略

県民生活環境部 県民生活部
番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～33　略 １～33　略

34 土壌汚染対策法
（平成14年法律
第53号）第３条
第１項の規定に
基づく指定調査
機関の指定の申
請に対する審査

指定調査機関
の指定申請手
数料

１件 39,000円

35 土壌汚染対策法
第22条第１項の
規定に基づく汚
染土壌処理業の
許可の申請に対
する審査

汚染土壌処理
業の許可申請
手数料

１件 240,000円

36 土壌汚染対策法
第22条第４項の
規定に基づく汚
染土壌処理業の
許可の更新の申
請に対する審査

汚染土壌処理
業の許可更新
申請手数料

１件 224,000円

37 土壌汚染対策法
第23条第１項の
規定に基づく汚
染土壌処理業の
許可に係る事項
の変更の許可の
申請に対する審
査

汚染土壌処理
業の変更許可
申請手数料

１件 222,000円

38 土壌汚染対策法
第27条の２第１
項の規定に基づ
く汚染土壌処理
業に係る譲渡及
び譲受の承認の
申請に対する審
査

汚染土壌処理
業に係る譲渡
及び譲受承認
申請手数料

１件 70,000円

39 土壌汚染対策法
第27条の３第１
項の規定に基づ
く汚染土壌処理
業に係る法人の
合併又は分割の
承認の申請に対
する審査

汚染土壌処理
業に係る法人
の合併又は分
割承認申請手
数料

１件 70,000円

40 土壌汚染対策法 汚染土壌処理 １件 70,000円
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第27条の４第１
項の規定に基づ
く汚染土壌処理
業に係る相続の
承認の申請に対
する審査

業に係る相続
承認申請手数
料

41 土壌汚染対策法
第32条第１項の
規定に基づく指
定調査機関の指
定の更新の申請
に対する審査

指定調査機関
の指定更新申
請手数料

１件 24,800円

42 フロン類の使用
の合理化及び管
理の適正化に関
する法律（平成
13年 法 律 第64
号）第27条第１
項の規定に基づ
く第１種フロン
類充填回収業者
の登録

第１種フロン
類充填回収業
者の登録手数
料

１件 5,000円

43 フロン類の使用
の合理化及び管
理の適正化に関
する法律第30条
第１項の規定に
基づく第１種フ
ロン類充填回収
業者の登録の更
新

第１種フロン
類充填回収業
者の登録更新
手数料

１件 5,000円

44 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律（昭和45年
法 律 第137号 ）
第８条第１項の
規定に基づく一
般廃棄物処理施
設の設置の許可
の申請に対する
審査

一般廃棄物処
理施設設置許
可申請手数料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第８条第４
項に規定する一
般廃棄物処理施
設に係るもの

１件 130,000円

上記以外のもの １件 110,000円

45 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条第１
項の規定に基づ
く一般廃棄物処
理施設の変更の
許可の申請に対
する審査

一般廃棄物処
理施設の変更
許可申請手数
料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第８条第４
項に規定する一
般廃棄物処理施
設に係るもの

１件 120,000円

上記以外のもの １件 100,000円

46 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の２
の４第１項の規
定に基づく一般
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の申請に対する
審査

一般廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定申請
手数料

１件 33,000円

47 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の２
の４第２項の規
定に基づく一般
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の更新の申請に

一般廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定更新
申請手数料

１件 20,000円
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対する審査

48 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の５
第１項の規定に
基づく一般廃棄
物処理施設の譲
受け又は借受け
の許可の申請に
対する審査

一般廃棄物処
理施設の譲受
け又は借受け
許可申請手数
料

１件 70,000円

49 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の６
第１項の規定に
基づく一般廃棄
物処理施設の許
可施設設置者で
ある法人の合併
又は分割の認可
の申請に対する
審査

一般廃棄物処
理施設の許可
施設設置者で
ある法人の合
併又は分割認
可申請手数料

１件 70,000円

50 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第12条の７
第１項の規定に
基づく２以上の
事業者による産
業廃棄物の処理
に係る特例の認
定の申請に対す
る審査

２以上の事業
者による産業
廃棄物の処理
に係る特例認
定申請手数料

１件 147,000円

51 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第12条の７
第７項の規定に
基づく２以上の
事業者による産
業廃棄物の処理
に係る特例認定
に係る事項の変
更の認定の申請
に対する審査

２以上の事業
者による産業
廃棄物の処理
に係る特例変
更認定申請手
数料

１件 134,000円

52 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第１
項の規定に基づ
く産業廃棄物収
集運搬業の許可
の申請に対する
審査

産業廃棄物収
集運搬業許可
申請手数料

１件 81,000円

53 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第２
項の規定に基づ
く産業廃棄物収
集運搬業の許可
の更新の申請に
対する審査

産業廃棄物収
集運搬業許可
更新申請手数
料

１件 73,000円

54 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第６
項の規定に基づ
く産業廃棄物処
分業の許可の申
請に対する審査

産業廃棄物処
分業許可申請
手数料

１件 100,000円

55 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第７

産業廃棄物処
分業許可更新
申請手数料

１件 94,000円
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項の規定に基づ
く産業廃棄物処
分業の許可の更
新の申請に対す
る審査

56 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の２
第１項の規定に
基づく産業廃棄
物収集運搬業の
事業の範囲の変
更の許可の申請
に対する審査

産業廃棄物収
集運搬業の変
更許可申請手
数料

１件 71,000円

57 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の２
第１項の規定に
基づく産業廃棄
物処分業の事業
の範囲の変更の
許可の申請に対
する審査

産業廃棄物処
分業の変更許
可申請手数料

１件 92,000円

58 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第１項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物収集
運搬業の許可の
申請に対する審
査

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業許可申請
手数料

１件 81,000円

59 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第２項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物収集
運搬業の許可の
更新の申請に対
する審査

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業許可更新
申請手数料

１件 74,000円

60 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第６項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物処分
業の許可の申請
に対する審査

特別管理産業
廃棄物処分業
許可申請手数
料

１件 100,000円

61 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第７項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物処分
業の許可の更新
の申請に対する
審査

特別管理産業
廃棄物処分業
許可更新申請
手数料

１件 95,000円

62 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の５
第１項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物収集
運搬業の事業の
範囲の変更の許
可の申請に対す
る審査

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業の変更許
可申請手数料

１件 72,000円
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63 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の５
第１項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物処分
業の事業の範囲
の変更の許可の
申請に対する審
査

特別管理産業
廃棄物処分業
の変更許可申
請手数料

１件 95,000円

64 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条第１
項の規定に基づ
く産業廃棄物処
理施設の設置の
許可の申請に対
する審査

産業廃棄物処
理施設設置許
可申請手数料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条第４
項に規定する産
業廃棄物処理施
設に係るもの

１件 140,000円

上記以外のもの １件 120,000円

65 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の２
の６第１項の規
定に基づく産業
廃棄物処理施設
の設置の許可に
係る事項の変更
の許可の申請に
対する審査

産業廃棄物処
理施設の変更
許可申請手数
料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条第４
項に規定する産
業廃棄物処理施
設に係るもの

１件 130,000円

上記以外のもの １件 110,000円

66 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の３
の３第１項の規
定に基づく産業
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の申請に対する
審査

産業廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定申請
手数料

１件 33,000円

67 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の３
の３第２項の規
定に基づく産業
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の更新の申請に
対する審査

産業廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定更新
申請手数料

１件 20,000円

68 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の４
において準用す
る同法第９条の
５第１項の規定
に基づく産業廃
棄物処理施設の
譲受け又は借受
けの許可の申請
に対する審査

産業廃棄物処
理施設の譲受
け又は借受け
許可申請手数
料

１件 70,000円

69 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の４
において準用す
る同法第９条の
６第１項の規定
に基づく産業廃
棄物処理施設の
許可施設設置者
である法人の合

産業廃棄物処
理施設の許可
施設設置者で
ある法人の合
併又は分割認
可申請手数料

１件 70,000円
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併又は分割の認
可の申請に対す
る審査

70 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第20条の２
第１項の規定に
基づく廃棄物再
生事業者の登録
の申請に対する
審査

廃棄物再生事
業者登録申請
手数料

１件 40,000円

71 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律（平成
14年 法 律 第87
号）第42条第１
項の規定に基づ
く引取業者の登
録の申請に対す
る審査

引取業者の登
録申請手数料

１件 3,000円

72 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第42条
第２項の規定に
基づく引取業者
の登録の更新の
申請に対する審
査

引取業者の登
録更新申請手
数料

１件 3,000円

73 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第53条
第１項の規定に
基づくフロン類
回収業者の登録
の申請に対する
審査

フロン類回収
業者の登録申
請手数料

１件 5,000円

74 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第53条
第２項の規定に
基づくフロン類
回収業者の登録
の更新の申請に
対する審査

フロン類回収
業者の登録更
新申請手数料

１件 5,000円

75 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第60条
第１項の規定に
基づく解体業の
許可の申請に対
する審査

解体業の許可
申請手数料

１件 78,000円

76 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第60条
第２項の規定に
基づく解体業の
許可の更新の申
請に対する審査

解体業の許可
更新申請手数
料

１件 70,000円

77 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第67条
第１項の規定に
基づく破砕業の
許可の申請に対
する審査

破砕業の許可
申請手数料

１件 84,000円

78 使用済自動車の
再資源化等に関

破砕業の許可
更新申請手数

１件 77,000円
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する法律第67条
第２項の規定に
基づく破砕業の
許可の更新の申
請に対する審査

料

79 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第70条
第１項の規定に
基づく破砕業の
事業の範囲の変
更の許可の申請
に対する審査

破砕業の事業
の範囲の変更
許可申請手数
料

１件 67,000円

80 温泉法（昭和23
年法律第125号）
第３条第１項の
規定に基づく土
地の掘削の許可
の申請に対する
審査

土地掘削許可
申請手数料

１件 120,000円

81 温泉法第６条第
１項又は第７条
第１項の規定に
基づく土地の掘
削の許可を受け
た者の地位の承
継の承認の申請
に対する審査

土地掘削許可
を受けた者の
地位の承継の
承認申請手数
料

１件 7,400円

82 温泉法第７条の
２の規定に基づ
く掘削のための
施設等の変更の
許可の申請に対
する審査

掘削のための
施設等の変更
の申請手数料

１件 24,000円

83 温泉法第11条第
１項の規定に基
づくゆう出路の
増掘又は動力の
装置の許可の申
請に対する審査

ゆう出路増掘
又は動力装置
の許可の申請
手数料

１件 110,000円

84 温泉法第11条第
２項又は第３項
において準用す
る同法第６条第
１項又は第７条
第１項の規定に
基づくゆう出路
の増掘又は動力
の装置の許可を
受けた者の地位
の承継の承認の
申請に対する審
査

ゆう出路増掘
又は動力装置
の許可を受け
た者の地位の
承継の承認の
申請手数料

１件 7,400円

85 温泉法第11条第
２項において準
用する同法第７
条の２の規定に
基づく温泉のゆ
う出路の増掘の
ための施設等の
変更の許可の申
請に対する審査

ゆう出路増掘
施設等の変更
の申請手数料

１件 24,000円

86 温泉法第14条の
２の規定に基づ
く温泉の採取の
許可の申請に対
する審査

温泉の採取の
許可申請手数
料

１件 35,000円
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87 温泉法第14条の
３又は第14条の
４の規定に基づ
く温泉の採取の
許可を受けた者
の地位の承継の
承認の申請に対
する審査

温泉採取許可
を受けた者の
地位の承継の
承認の申請手
数料

１件 7,400円

88 温泉法第14条の
５の規定に基づ
く可燃性天然ガ
スの濃度につい
ての確認の申請
に対する審査

可燃性天然ガ
スの濃度の確
認の申請手数
料

１件 7,400円

89 温泉法第14条の
７の規定に基づ
く温泉の採取の
ための施設等の
変更の許可の申
請に対する審査

温泉採取のた
めの施設等の
変更の申請手
数料

１件 24,000円

90 温泉法第15条第
１項の規定に基
づく温泉の利用
の許可の申請に
対する審査

温泉利用許可
申請手数料

１件 35,000円

91 温泉法第16条第
１項又は第17条
第１項の規定に
基づく温泉の利
用の許可を受け
た者の地位の承
継の承認の申請
に対する審査

温泉利用許可
を受けた者の
地位の承継の
承認の申請手
数料

１件 7,400円

92 温泉法第19条第
１項の規定に基
づく温泉成分分
析機関の登録の
申請に対する審
査

登録分析機関
登録申請手数
料

１件 50,000円

93 鳥獣の保護及び
管理並びに狩猟
の適正化に関す
る法律（平成14
年法律第88号）
第19条第２項の
規定に基づく鳥
獣飼養登録の申
請に対する審査
又は同条第５項
若しくは第６項
の規定に基づく
登録票の更新若
しくは再交付
　（愛がん飼養に
係るものを除
く。）　

鳥獣飼養登録
票の申請手数
料又は更新手
数料若しくは
再交付手数料

１件 3,400円

環境部
番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１ 土壌汚染対策法
（平成14年法律
第53号）第３条
第１項の規定に
基づく指定調査
機関の指定の申
請に対する審査

指定調査機関
の指定申請手
数料

１件 39,000円

２ 土壌汚染対策法 汚染土壌処理 １件 240,000円
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第22条第１項の
規定に基づく汚
染土壌処理業の
許可の申請に対
する審査

業の許可申請
手数料

３ 土壌汚染対策法
第22条第４項の
規定に基づく汚
染土壌処理業の
許可の更新の申
請に対する審査

汚染土壌処理
業の許可更新
申請手数料

１件 224,000円

４ 土壌汚染対策法
第23条第１項の
規定に基づく汚
染土壌処理業の
許可に係る事項
の変更の許可の
申請に対する審
査

汚染土壌処理
業の変更許可
申請手数料

１件 222,000円

５ 土壌汚染対策法
第27条の２第１
項の規定に基づ
く汚染土壌処理
業に係る譲渡及
び譲受の承認の
申請に対する審
査

汚染土壌処理
業に係る譲渡
及び譲受承認
申請手数料

１件 70,000円

６ 土壌汚染対策法
第27条の３第１
項の規定に基づ
く汚染土壌処理
業に係る法人の
合併又は分割の
承認の申請に対
する審査

汚染土壌処理
業に係る法人
の合併又は分
割承認申請手
数料

１件 70,000円

７ 土壌汚染対策法
第27条の４第１
項の規定に基づ
く汚染土壌処理
業に係る相続の
承認の申請に対
する審査

汚染土壌処理
業に係る相続
承認申請手数
料

１件 70,000円

８ 土壌汚染対策法
第32条第１項の
規定に基づく指
定調査機関の指
定の更新の申請
に対する審査

指定調査機関
の指定更新申
請手数料

１件 24,800円

９ フロン類の使用
の合理化及び管
理の適正化に関
する法律（平成
13年 法 律 第64
号）第27条第１
項の規定に基づ
く第１種フロン
類充填回収業者
の登録

第１種フロン
類充填回収業
者の登録手数
料

１件 5,000円

10 フロン類の使用
の合理化及び管
理の適正化に関
する法律第30条
第１項の規定に
基づく第１種フ
ロン類充填回収
業者の登録の更
新

第１種フロン
類充填回収業
者の登録更新
手数料

１件 5,000円
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11 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律（昭和45年
法 律 第137号 ）
第８条第１項の
規定に基づく一
般廃棄物処理施
設の設置の許可
の申請に対する
審査

一般廃棄物処
理施設設置許
可申請手数料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第８条第４
項に規定する一
般廃棄物処理施
設に係るもの

１件 130,000円

上記以外のもの １件 110,000円

12 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条第１
項の規定に基づ
く一般廃棄物処
理施設の変更の
許可の申請に対
する審査

一般廃棄物処
理施設の変更
許可申請手数
料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第８条第４
項に規定する一
般廃棄物処理施
設に係るもの

１件 120,000円

上記以外のもの １件 100,000円

13 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の２
の４第１項の規
定に基づく一般
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の申請に対する
審査

一般廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定申請
手数料

１件 33,000円

14 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の２
の４第２項の規
定に基づく一般
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の更新の申請に
対する審査

一般廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定更新
申請手数料

１件 20,000円

15 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の５
第１項の規定に
基づく一般廃棄
物処理施設の譲
受け又は借受け
の許可の申請に
対する審査

一般廃棄物処
理施設の譲受
け又は借受け
許可申請手数
料

１件 70,000円

16 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第９条の６
第１項の規定に
基づく一般廃棄
物処理施設の許
可施設設置者で
ある法人の合併
又は分割の認可
の申請に対する
審査

一般廃棄物処
理施設の許可
施設設置者で
ある法人の合
併又は分割認
可申請手数料

１件 70,000円

17 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第12条の７
第１項の規定に
基づく２以上の
事業者による産
業廃棄物の処理
に係る特例の認
定の申請に対す
る審査

２以上の事業
者による産業
廃棄物の処理
に係る特例認
定申請手数料

１件 147,000円
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18 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第12条の７
第７項の規定に
基づく２以上の
事業者による産
業廃棄物の処理
に係る特例認定
に係る事項の変
更の認定の申請
に対する審査

２以上の事業
者による産業
廃棄物の処理
に係る特例変
更認定申請手
数料

１件 134,000円

19 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第１
項の規定に基づ
く産業廃棄物収
集運搬業の許可
の申請に対する
審査

産業廃棄物収
集運搬業許可
申請手数料

１件 81,000円

20 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第２
項の規定に基づ
く産業廃棄物収
集運搬業の許可
の更新の申請に
対する審査

産業廃棄物収
集運搬業許可
更新申請手数
料

１件 73,000円

21 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第６
項の規定に基づ
く産業廃棄物処
分業の許可の申
請に対する審査

産業廃棄物処
分業許可申請
手数料

１件 100,000円

22 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条第７
項の規定に基づ
く産業廃棄物処
分業の許可の更
新の申請に対す
る審査

産業廃棄物処
分業許可更新
申請手数料

１件 94,000円

23 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の２
第１項の規定に
基づく産業廃棄
物収集運搬業の
事業の範囲の変
更の許可の申請
に対する審査

産業廃棄物収
集運搬業の変
更許可申請手
数料

１件 71,000円

24 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の２
第１項の規定に
基づく産業廃棄
物処分業の事業
の範囲の変更の
許可の申請に対
する審査

産業廃棄物処
分業の変更許
可申請手数料

１件 92,000円

25 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第１項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物収集
運搬業の許可の
申請に対する審
査

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業許可申請
手数料

１件 81,000円
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26 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第２項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物収集
運搬業の許可の
更新の申請に対
する審査

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業許可更新
申請手数料

１件 74,000円

27 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第６項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物処分
業の許可の申請
に対する審査

特別管理産業
廃棄物処分業
許可申請手数
料

１件 100,000円

28 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の４
第７項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物処分
業の許可の更新
の申請に対する
審査

特別管理産業
廃棄物処分業
許可更新申請
手数料

１件 95,000円

29 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の５
第１項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物収集
運搬業の事業の
範囲の変更の許
可の申請に対す
る審査

特別管理産業
廃棄物収集運
搬業の変更許
可申請手数料

１件 72,000円

30 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第14条の５
第１項の規定に
基づく特別管理
産業廃棄物処分
業の事業の範囲
の変更の許可の
申請に対する審
査

特別管理産業
廃棄物処分業
の変更許可申
請手数料

１件 95,000円

31 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条第１
項の規定に基づ
く産業廃棄物処
理施設の設置の
許可の申請に対
する審査

産業廃棄物処
理施設設置許
可申請手数料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条第４
項に規定する産
業廃棄物処理施
設に係るもの

１件 140,000円

上記以外のもの １件 120,000円

32 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の２
の６第１項の規
定に基づく産業
廃棄物処理施設
の設置の許可に
係る事項の変更
の許可の申請に
対する審査

産業廃棄物処
理施設の変更
許可申請手数
料

廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条第４
項に規定する産
業廃棄物処理施
設に係るもの

１件 130,000円

上記以外のもの １件 110,000円

33 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の３
の３第１項の規

産業廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定申請

１件 33,000円
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定に基づく産業
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の申請に対する
審査

手数料

34 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の３
の３第２項の規
定に基づく産業
廃棄物処理施設
に係る熱回収施
設設置者の認定
の更新の申請に
対する審査

産業廃棄物処
理施設に係る
熱回収施設設
置者認定更新
申請手数料

１件 20,000円

35 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の４
において準用す
る同法第９条の
５第１項の規定
に基づく産業廃
棄物処理施設の
譲受け又は借受
けの許可の申請
に対する審査

産業廃棄物処
理施設の譲受
け又は借受け
許可申請手数
料

１件 70,000円

36 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第15条の４
において準用す
る同法第９条の
６第１項の規定
に基づく産業廃
棄物処理施設の
許可施設設置者
である法人の合
併又は分割の認
可の申請に対す
る審査

産業廃棄物処
理施設の許可
施設設置者で
ある法人の合
併又は分割認
可申請手数料

１件 70,000円

37 廃棄物の処理及
び清掃に関する
法律第20条の２
第１項の規定に
基づく廃棄物再
生事業者の登録
の申請に対する
審査

廃棄物再生事
業者登録申請
手数料

１件 40,000円

38 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律（平成
14年 法 律 第87
号）第42条第１
項の規定に基づ
く引取業者の登
録の申請に対す
る審査

引取業者の登
録申請手数料

１件 3,000円

39 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第42条
第２項の規定に
基づく引取業者
の登録の更新の
申請に対する審
査

引取業者の登
録更新申請手
数料

１件 3,000円

40 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第53条

フロン類回収
業者の登録申
請手数料

１件 5,000円
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第１項の規定に
基づくフロン類
回収業者の登録
の申請に対する
審査

41 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第53条
第２項の規定に
基づくフロン類
回収業者の登録
の更新の申請に
対する審査

フロン類回収
業者の登録更
新申請手数料

１件 5,000円

42 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第60条
第１項の規定に
基づく解体業の
許可の申請に対
する審査

解体業の許可
申請手数料

１件 78,000円

43 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第60条
第２項の規定に
基づく解体業の
許可の更新の申
請に対する審査

解体業の許可
更新申請手数
料

１件 70,000円

44 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第67条
第１項の規定に
基づく破砕業の
許可の申請に対
する審査

破砕業の許可
申請手数料

１件 84,000円

45 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第67条
第２項の規定に
基づく破砕業の
許可の更新の申
請に対する審査

破砕業の許可
更新申請手数
料

１件 77,000円

46 使用済自動車の
再資源化等に関
する法律第70条
第１項の規定に
基づく破砕業の
事業の範囲の変
更の許可の申請
に対する審査

破砕業の事業
の範囲の変更
許可申請手数
料

１件 67,000円

47 温泉法（昭和23
年法律第125号）
第３条第１項の
規定に基づく土
地の掘さくの許
可の申請に対す
る審査

土地掘削許可
申請手数料

１件 120,000円

48 温泉法第６条第
１項又は第７条
第１項の規定に
基づく土地の掘
削の許可を受け
た者の地位の承
継の承認の申請
に対する審査

土地掘削許可
を受けた者の
地位の承継の
承認申請手数
料

１件 7,400円

49 温泉法第７条の
２の規定に基づ
く掘削のための

掘削のための
施設等の変更
の申請手数料

１件 24,000円
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施設等の変更の
許可の申請に対
する審査

50 温泉法第11条第
１項の規定に基
づくゆう出路の
増掘又は動力の
装置の許可の申
請に対する審査

ゆう出路増掘
又は動力装置
の許可の申請
手数料

１件 110,000円

51 温泉法第11条第
２項又は第３項
において準用す
る同法第６条第
１項又は第７条
第１項の規定に
基づくゆう出路
の増掘又は動力
の装置の許可を
受けた者の地位
の承継の承認の
申請に対する審
査

ゆう出路増掘
又は動力装置
の許可を受け
た者の地位の
承継の承認の
申請手数料

１件 7,400円

52 温泉法第11条第
２項において準
用する同法第７
条の２の規定に
基づく温泉のゆ
う出路の増掘の
ための施設等の
変更の許可の申
請に対する審査

ゆう出路増掘
施設等の変更
の申請手数料

１件 24,000円

53 温泉法第14条の
２の規定に基づ
く温泉の採取の
許可の申請に対
する審査

温泉の採取の
許可申請手数
料

１件 35,000円

54 温泉法第14条の
３又は第14条の
４の規定に基づ
く温泉の採取の
許可を受けた者
の地位の承継の
承認の申請に対
する審査

温泉採取許可
を受けた者の
地位の承継の
承認の申請手
数料

１件 7,400円

55 温泉法第14条の
５の規定に基づ
く可燃性天然ガ
スの濃度につい
ての確認の申請
に対する審査

可燃性天然ガ
スの濃度の確
認の申請手数
料

１件 7,400円

56 温泉法第14条の
７の規定に基づ
く温泉の採取の
ための施設等の
変更の許可の申
請に対する審査

温泉採取のた
めの施設等の
変更の申請手
数料

１件 24,000円

57 温泉法第15条第
１項の規定に基
づく温泉の利用
の許可の申請に
対する審査

温泉利用許可
申請手数料

１件 35,000円

58 温泉法第16条第
１項又は第17条
第１項の規定に
基づく温泉の利
用の許可を受け
た者の地位の承

温泉利用許可
を受けた者の
地位の承継の
承認の申請手
数料

１件 7,400円
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継の承認の申請
に対する審査

59 温泉法第19条第
１項の規定に基
づく温泉成分分
析機関の登録の
申請に対する審
査

登録分析機関
登録申請手数
料

１件 50,000円

60 鳥獣の保護及び
管理並びに狩猟
の適正化に関す
る法律（平成14
年法律第88号）
第19条第２項の
規定に基づく鳥
獣飼養登録の申
請に対する審査
又は同条第５項
若しくは第６項
の規定に基づく
登録票の更新若
しくは再交付
（愛がん飼養に
係るものを除
く。）　

鳥獣飼養登録
票の申請手数
料又は更新手
数料若しくは
再交付手数料

１件 3,400円

　　（長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部改正）
３　長崎県の事務処理の特例に関する条例（平成12年長崎県条例第45号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（市町村が処理する事務の範囲等） （市町村が処理する事務の範囲等）
第２条　次の表の中欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げ
る市町村が処理することとする。

第２条　次の表の中欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げ
る市町村が処理することとする。

部局 事務 市町村 部局 事務 市町村

略 略

地
域
振
興
部
関
係

略 企
画
振
興
部
関
係

略

略 略

県
民
生
活
環
境
部
関
係

１～15　略 県
民
生
活
部
関
係

１～15　略

16　長崎県未来につながる環境を守り育てる
条例（平成20年長崎県条例第15号。以下こ
の項において「条例」という。）に基づく
事務のうち次に掲げるもの
ア　条例第21条第１項の規定による苦情処
理に関すること。
イ　条例第21条第２項の規定による指導及
び勧告に関すること。
ウ　条例第22条から第24条まで、第27条第
３項及び第31条第２項の規定による騒音
に係る届出の受理に関すること。
エ　条例第25条の規定による騒音に係る計
画変更命令等に関すること。
オ　条例第26条第２項の規定による騒音に
係る同条第１項の期間短縮に関すること。
カ　条例第29条第１項の規定による騒音に
係る改善命令等に関すること。
キ　条例第39条の規定による停止命令等に

各市町
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関すること。
ク　条例第81条第２号の規定による騒音に
係る報告の徴収等に関すること。
ケ　条例第82条第１項の規定による騒音に
係る立入検査に関すること。

17　長崎県未来につながる環境を守り育てる
条例（以下この項において「条例」とい
う。）に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア　条例第22条から第24条まで、第27条第
３項及び第31条第２項の規定による汚水
又は廃液（以下「汚水等」という。）に
係る届出の受理に関すること。
イ　条例第25条の規定による汚水等に係る
計画変更命令等に関すること。
ウ　条例第26条第２項の規定による汚水等
に係る同条第１項の期間短縮に関するこ
と。
エ　条例第29条第１項の規定による汚水等
に係る改善命令等に関すること。
オ　条例第81条第２号の規定による汚水等
に係る報告の徴収等に関すること。
カ　条例第82条第１項の規定による汚水等
に係る立入検査に関すること。

長崎市及び
佐世保市

18　水道法（昭和32年法律第177号。以下こ
の項において「法」という。）に基づく事
務のうち次に掲げるもの
ア　法第32条の規定による専用水道の布設
工事の設計が施設基準に適合することに
ついての確認に関すること。
イ　法第33条第１項の規定による専用水道
の布設に関する確認の申請の受理に関す
ること。
ウ　法第33条第３項の規定による申請書の
記載事項の変更の届出の受理に関するこ
と。
エ　法第33条第５項の規定による施設基準
に適合することの確認又は適合しない旨
の通知に関すること。
オ　法第34条第１項において準用する法第
13条第１項の規定による専用水道の給水
開始前の届出の受理に関すること。
カ　法第34条第１項において準用する法第
24条の３第２項の規定による専用水道の
業務の委託の届出の受理に関すること。
キ　法第36条第１項の規定による専用水道
の設置者に対する水道施設の改善の指示
に関すること。
ク　法第36条第２項の規定による専用水道
の水道技術管理者に対する警告又は設置
者に対する水道技術管理者の変更の勧告
に関すること。
ケ　法第36条第３項の規定による簡易専用
水道の設置者に対する清掃その他の措置
の指示に関すること。
コ　法第37条の規定による専用水道又は簡
易専用水道の設置者に対する給水停止命
令に関すること。
サ　法第39条第２項の規定による専用水道
の設置者からの報告の徴収及び水道の工
事現場、事務所又は水道施設のある場所
への立入検査に関すること。
シ　法第39条第３項の規定による簡易専用
水道の設置者からの報告の徴収及び施設
のある場所又は設置者の事務所への立入
検査に関すること。

各町

環
境

１　長崎県未来につながる環境を守り育てる
条例（平成20年長崎県条例第15号。以下こ

各市町
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部
関
係

の項において「条例」という。）に基づく
事務のうち次に掲げるもの
ア　条例第21条第１項の規定による苦情処
理に関すること。
イ　条例第21条第２項の規定による指導及
び勧告に関すること。
ウ　条例第22条から第24条まで、第27条第
３項及び第31条第２項の規定による騒音
に係る届出の受理に関すること。
エ　条例第25条の規定による騒音に係る計
画変更命令等に関すること。
オ　条例第26条第２項の規定による騒音に
係る同条第１項の期間短縮に関すること。
カ　条例第29条第１項の規定による騒音に
係る改善命令等に関すること。
キ　条例第39条の規定による停止命令等に
関すること。
ク　条例第81条第２号の規定による騒音に
係る報告の徴収等に関すること。
ケ　条例第82条第１項の規定による騒音に
係る立入検査に関すること。

２　長崎県未来につながる環境を守り育てる
条例（以下この項において「条例」とい
う。）に基づく事務のうち次に掲げるもの
ア　条例第22条から第24条まで、第27条第
３項及び第31条第２項の規定による汚水
又は廃液（以下「汚水等」という。）に
係る届出の受理に関すること。
イ　条例第25条の規定による汚水等に係る
計画変更命令等に関すること。
ウ　条例第26条第２項の規定による汚水等
に係る同条第１項の期間短縮に関するこ
と。
エ　条例第29条第１項の規定による汚水等
に係る改善命令等に関すること。
オ　条例第81条第２号の規定による汚水等
に係る報告の徴収等に関すること。
カ　条例第82条第１項の規定による汚水等
に係る立入検査に関すること。

長崎市及び
佐世保市

３　水道法（昭和32年法律第177号。以下こ
の項において「法」という。）に基づく事
務のうち次に掲げるもの
ア　法第32条の規定による専用水道の布設
工事の設計が施設基準に適合することに
ついての確認に関すること。
イ　法第33条第１項の規定による専用水道
の布設に関する確認の申請の受理に関す
ること。
ウ　法第33条第３項の規定による申請書の
記載事項の変更の届出の受理に関するこ
と。
エ　法第33条第５項の規定による施設基準
に適合することの確認又は適合しない旨
の通知に関すること。
オ　法第34条第１項において準用する法第
13条第１項の規定による専用水道の給水
開始前の届出の受理に関すること。
カ　法第34条第１項において準用する法第
24条の３第２項の規定による専用水道の
業務の委託の届出の受理に関すること。
キ　法第36条第１項の規定による専用水道
の設置者に対する水道施設の改善の指示
に関すること。
ク　法第36条第２項の規定による専用水道
の水道技術管理者に対する警告又は設置
者に対する水道技術管理者の変更の勧告
に関すること。

各町
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ケ　法第36条第３項の規定による簡易専用
水道の設置者に対する清掃その他の措置
の指示に関すること。
コ　法第37条の規定による専用水道又は簡
易専用水道の設置者に対する給水停止命
令に関すること。
サ　法第39条第２項の規定による専用水道
の設置者からの報告の徴収及び水道の工
事現場、事務所又は水道施設のある場所
への立入検査に関すること。
シ　法第39条第３項の規定による簡易専用
水道の設置者からの報告の徴収及び施設
のある場所又は設置者の事務所への立入
検査に関すること。

略 略

　長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第７号
　　　長崎県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県の事務処理の特例に関する条例（平成12年長崎県条例第45号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（市町村が処理する事務の範囲等） （市町村が処理する事務の範囲等）
第２条　次の表の中欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げ
る市町村が処理することとする。

第２条　次の表の中欄に掲げる事務は、それぞれ右欄に掲げ
る市町村が処理することとする。

部局 事務 市町村 部局 事務 市町村

略 略

総
務
部
関
係

１　旅券法（昭和26年法律第267号。以下こ
の項において「法」という。）に基づく事
務のうち次に掲げるもの
ア　略
イ　法第８条第１項及び第２項の規定によ
る旅券の交付に関すること。
ウ～ク　略

略 総
務
部
関
係

１　旅券法（昭和26年法律第267号。以下こ
の項において「法」という。）に基づく事
務のうち次に掲げるもの
ア　略
イ　法第８条第１項から第３項までの規定
による旅券の交付に関すること。
ウ～ク　略

略

２　略 ２　略

略 略

県
民
生
活
部
関
係

１～４　略　 県
民
生
活
部
関
係

１～４　略

５　長崎県食品衛生に関する条例（平成12年
長崎県条例第57号。以下この項において
「条例」という。）に基づく事務のうち次に
掲げるもの
ア　条例第２条第４項の規定による営業施
設の基準の緩和に関すること。

イ　条例第３条の規定による営業の許可に
関すること。
ウ　条例第４条第３項において準用する第
２条第４項の規定による営業施設及び基
準の緩和に関すること。
エ　条例第５条第２項の規定による承継の
届出の受理に関すること。
オ　条例第７条の規定による営業の許可の
取消等の処分に関すること。
カ　条例第８条の規定による食品販売業の
届出の受理に関すること。
キ　略

略 ５　長崎県食品衛生に関する条例（平成12年
長崎県条例第57号。以下この項において
「条例」という。）に基づく事務のうち次に
掲げるもの
ア　条例第３条第４項において準用する第
２条第３項の規定による営業施設の基準
の緩和に関すること。
イ　条例第４条の規定による営業の許可に
関すること。
ウ　条例第５条第３項において準用する第
２条第３項の規定による営業施設及び基
準の緩和に関すること。
エ　条例第６条第２項の規定による承継の
届出の受理に関すること。
オ　条例第８条の規定による営業の許可の
取消等の処分に関すること。
カ　条例第９条の規定による食品販売業の
届出の受理に関すること。
キ　略

略

６～15　略 ６～15　略
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略 略

農
林
部
関
係

１　略 農
林
部
関
係

１　略

１の２　卸売市場法（昭和46年法律第35号）
の施行に係る事務のうち規則に基づく事務
であって別に規則で定めるもの

略 １の２　長崎県卸売市場条例（昭和46年条例
第74号）の施行に係る事務のうち規則に基
づく事務であって別に規則で定めるもの

略

２～12　略 ２～12　略　

略 略

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の表県民生活部関係の部５の項の改正規定は令和２年６
月１日から、同表農林部関係の部１の２の項の改正規定は同月21日から施行する。

　長崎県吏員恩給条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第８号
　　　長崎県吏員恩給条例の一部を改正する条例
　長崎県吏員恩給条例（大正12年長崎県告示第688号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

第２条　本条例ニ於テ県吏員トハ県経済ヨリ給料ヲ受クル次
ノ各号ニ掲グル者ヲ謂フ但シ恩給法（大正12年法律第48号）
ノ準用ニ受クル者及ビ国家公務員共済組合法の長期給付に
関する施行法（昭和33年法律第129号）第51条の２第１項
ノ規定ニヨリ同法第２条第１項第３号ニ定ムル長期給付ニ
関スル規定ノ適用ヲ受クル者ヲ除ク

第２条　本条例ニ於テ県吏員トハ県経済ヨリ給料ヲ受クル次
ノ各号ニ掲グル者ヲ謂フ但シ恩給法（大正12年法律第48号）
ノ準用ニ受クル者及ビ国家公務員共済組合法の長期給付に
関する施行法（昭和33年法律第129号）第51条の２第１項
ノ規定ニヨリ同法第２条第１項第３号ニ定ムル長期給付ニ
関スル規定ノ適用ヲ受クル者ヲ除ク

⑴～⑻　略 ⑴～⑻　略
⑼　漁業法（昭和24年法律第267号）第137条第６項ニ規定
スル海区漁業調整委員会ノ書記、同法第151条ニ於テ準
用スル同法第137条第６項ノ規定ニ依リ置カレル連合海
区漁業調整委員会ノ書記及ビ同法第173条ニ於テ準用ス
ル同法第137条第６項ノ規定ニ依リ置カレル内水面漁場
管理委員会ノ書記

⑼　漁業法（昭和24年法律第267号）第85条第６項ニ規定
スル海区漁業調整委員会ノ書記、同法第111条ニ於テ準
用スル同法第85条第６項ノ規定ニ依リ置カレル連合海区
漁業調整委員会ノ書記及ビ同法第132条ニ於テ準用スル
同法第85条第６項ノ規定ニ依リ置カレル内水面漁場管理
委員会ノ書記

２　略 ２　略
第６条　略 第６条　略
２　時効ノ更新及完成猶予ニ関シテハ恩給法第６条乃至第７
条ノ規定ヲ準用ス

２　時効ノ中断及停止ニ関シテハ恩給法第６条乃至第７条ノ
規定ヲ準用ス

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第２条第１項第９号の改正規定は、漁業法等の一部を
改正する等の法律（平成30年法律第95号）附則第１条本文の規定による施行の日から施行する。

　長崎県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と長崎県吏員恩給条
例による恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第９号

長崎県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と長崎県吏員恩
給条例による恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例

　長崎県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と長崎県吏員恩給条
例による恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例（昭和32年長崎県条例第26号）の一部を次のよう
に改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。



― 28 ―

令和２年３月27日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外

改正後 改正前

（用語の意義） （用語の意義）
第１条　略 第１条　略
２　略 ２　略
３　この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都
道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退
職年金条例」という。）の適用を受ける者（他の都道府県
の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する
者を含む。）のうち次に掲げる者をいう。

３　この条例において「他の都道府県の職員」とは、他の都
道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例（以下「退
職年金条例」という。）の適用を受ける者（他の都道府県
の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担
法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定する
者を含む。）のうち次に掲げる者をいう。

⑴～⑼　略 ⑴～⑼　略
⑽　漁業法（昭和24年法律第267号）第137条第６項に規定
する海区漁業調整委員会の書記、同法第151条において
準用する同法第137条第６項の規定により置かれる連合
海区漁業調整委員会の書記及び同法第173条において準
用する同法第137条第６項の規定により置かれる内水面
漁場管理委員会の書記

⑽　漁業法（昭和24年法律第267号）第85条第６項に規定
する海区漁業調整委員会の書記、同法第111条において
準用する同法第85条第６項の規定により置かれる連合海
区漁業調整委員会の書記及び同法第132条において準用
する同法第85条第６項の規定により置かれる内水面漁場
管理委員会の書記

⑾～⒇　略 ⑾～⒇　略
４及び５　略 ４及び５　略

　　　附　則
　この条例は、漁業法等の一部を改正する等の法律（平成30年法律第95号）附則第１条本文の規定による施行の
日から施行する。

　長崎県手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第10号
　　　長崎県手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県手数料条例（昭和24年長崎県条例第47号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
総務部 総務部

番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～５　略 １～５　略

６ 旅券法（昭和26年
法律第267号）第
３条第１項、第５
条並びに第８条第
１項及び第２項
（第21条の２の規
定により知事が行
うこととされた場
合を含む。）の規
定に基づく一般旅
券の発給

略 ６ 旅券法（昭和26年
法律第267号）第
３条第１項及び第
５項、第５条並び
に第８条第１項、
第２項及び第３項
（第21条の２の規
定により知事が行
うこととされた場
合を含む。）の規
定に基づく一般旅
券の発給

略

７及び８　略 ７及び８　略

福祉保健部 福祉保健部

番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～24　略 １～24　略

25 調理師法第３条
の２第１項の規
定に基づく調理

調理師試験手
数料

１件 6,400円 25 調理師法第３条
の２第１項の規
定に基づく調理

調理師試験手
数料

１件 6,100円
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師試験の実施 師試験の実施

26～58　略 26～58　略

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県県庁舎建設整備基金条例を廃止する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第11号
　　　長崎県県庁舎建設整備基金条例を廃止する条例
　長崎県県庁舎建設整備基金条例（平成元年３月28日長崎県条例第７号）は、廃止する。
　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　　（長崎県産業文化振興基金への繰入れ）
２　この条例の施行の際、長崎県県庁舎建設整備基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計歳入歳出
予算に計上して、長崎県産業文化振興基金に繰り入れるものとする。

　長崎県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第12号
　　　長崎県税条例の一部を改正する条例
　長崎県税条例（昭和47年長崎県条例第７号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（知事の権限の委任） （知事の権限の委任）
第３条　略 第３条　略
２　知事は、法第３条の２の規定により、次の表の左欄に掲
げる事務を、同表の右欄に掲げる振興局の長に委任する。
ただし、前項各号に掲げる事項については、この限りでな
い。

２　知事は、法第３条の２の規定により、次の表の左欄に掲
げる事務を、同表の右欄に掲げる振興局の長に委任する。
ただし、前項各号に掲げる事項については、この限りでな
い。

事務 振興局 事務 振興局

県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人の
県民税及び法人の事業税、県たばこ税、鉱区税、
法第144条の２第１項及び第２項の規定の適用に
係るもので県外に主たる事務所又は事業所を有
し、県内に事務所又は事業所が所在しない特別徴
収義務者から納入がある場合の軽油引取税並びに
自動車税（規則で定める事務に限る。）の徴収金
に係る賦課徴収に関する事務並びに鉱区税に係る
過料処分に関する事務

略 県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人の
県民税及び法人の事業税（課税地を所管する振興
局が県央振興局又は県北振興局であるものに限
る。）、県たばこ税、鉱区税、法第144条の２第１
項及び第２項の規定の適用に係るもので県外に主
たる事務所又は事業所を有し、県内に事務所又は
事業所が所在しない特別徴収義務者から納入があ
る場合の軽油引取税並びに自動車税（規則で定め
る事務に限る。）の徴収金に係る賦課徴収に関す
る事務並びに鉱区税に係る過料処分に関する事務

略

略 略

３～７　略 ３～７　略
（自動車税の申告納付又は証紙徴収の方法の特例） （自動車税の申告納付又は証紙徴収の方法の特例）
第65条の２　知事は、自動車税の納税義務者が情報通信技術
を活用した行政の推進等に関する法律（平成14年法律第
151号）第６条第１項の規定により同項に規定する電子情
報処理組織を使用して道路運送車両法第７条、第12条又は
第13条の規定による登録の申請を行い、併せて長崎県行政
手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第３条

第65条の２　知事は、自動車税の納税義務者が行政手続等に
おける情報通信の技術の利用に関する法律（平成14年法律
第151号）第３条第１項の規定により同項に規定する電子
情報処理組織を使用して道路運送車両法第７条、第12条又
は第13条の規定による登録の申請を行い、併せて長崎県行
政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第３
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第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使
用して申告書等を提出する場合には、前条の規定にかかわ
らず、当該納税義務者が当該登録の申請をした際に、当該
登録の申請に係る自動車に課する自動車税を知事から得た
納付情報により納付する方法により徴収する。

条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を
使用して申告書等を提出する場合には、前条の規定にかか
わらず、当該納税義務者が当該登録の申請をした際に、当
該登録の申請に係る自動車に課する自動車税を知事から得
た納付情報により納付する方法により徴収する。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第65条の２の改正規定は、公布の日から施行する。

　ふるさと長崎応援寄附金基金条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第13号
　　　ふるさと長崎応援寄附金基金条例
　　（基金の設置）
第１条　長崎県に寄せられた地方税法（昭和25年法律第226号）第37条の２第１項第１号に掲げる寄附金を活用し、
長崎県の発展に資するとして選定された事業を寄附者の意向を反映しながら推進するため、地方自治法（昭和
22年法律第67号）第241条第１項の規定に基づき、ふるさと長崎応援寄附金基金（以下「基金」という。）を設
置する。
　　（基金の積立て）
第２条　基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算（以下「予算」という。）で定める。
　　（基金の管理）
第３条　基金に属する現金は、銀行その他の金融機関への預金又は国債証券、地方債証券、政府保証債券（その
元本の償還及び利息の支払いについて政府が保証する債券をいう。）その他の証券の買入れ等の最も確実かつ
有利な方法により保管しなければならない。
　　（繰替運用）
第４条　知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法等を定めて、基金に属する現金を歳入
歳出現金に繰り替えて運用することができる。
　　（運用益金の処理）
第５条　基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して基金に繰り入れる。
　　（基金の処分）
第６条　知事は、第１条に規定する基金の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、こ
れを処分することができる。
　　（委任）
第７条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第14号
　　　長崎県住民基本台帳法施行条例の一部を改正する条例
　長崎県住民基本台帳法施行条例（平成14年長崎県条例第８号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

１～７　略 １～７　略
８　農薬取締法（昭和23年法律第82号）第17条第１項の規定に
よる届出の受理又はその届出に係る事実についての審査

８　農薬取締法（昭和23年法律第82号）第８条第１項又は第２
項の規定による届出の受理又はその届出に係る事実について
の審査
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９～14　略
15　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法（平
成30年法律第49号）第10条第３項（同法第19条第２項におい
て準用する場合を含む。）の規定により提出される裁定申請
書の添付書類に係る特定所有者不明土地等の確知所有者及び
確知権利者並びに同法第27条第３項（同法第37条第２項にお
いて準用する場合を含む。）の規定により提出される裁定申
請書の添付書類に係る特定所有者不明土地等の確知所有者及
び確知関係人に係る生存の事実又は氏名若しくは住所の確認

９～14　略

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係）

知事以外の執行機関 事務 知事以外の執行機関 事務

略 略

収用委員会 土地収用法第40条第１項（同法第138条
第１項において準用する場合を含む。）
の規定により提出される裁決申請書の添
付書類及び同法第47条の３第１項（同法
第138条第１項において準用する場合を
含む。）の規定により提出される明渡裁
決申立書の添付書類に係る土地所有者並
びに関係人の生存の事実又は氏名若しく
は住所の確認

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　旅館業法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第15号
　　　旅館業法施行条例の一部を改正する条例
　旅館業法施行条例（昭和33年長崎県条例第７号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（用語の定義） （用語の定義）
第２条　略 第２条　略
２　略 ２　略
３　この条例において「上がり用湯」とは、洗い場及びシャ
ワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

３　この条例において「上り用湯」とは、洗い場及びシャワー
に備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

４　この条例において「上がり用水」とは、洗い場及びシャ
ワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

４　この条例において「上り用水」とは、洗い場及びシャワー
に備え付けられた水栓から供給される水をいう。

５　略 ５　略
６　この条例において「貯湯槽」とは、原湯等を貯留する槽
（タンク）をいう。
７　この条例において「ろ過器」とは、浴槽水を再利用する
ため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をい
う。
８　この条例において「集毛器」とは、浴槽水を再利用する
ため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集す
る網状の装置をいう。
９　この条例において「調節箱」とは、洗い場の湯栓（カラ
ン）やシャワーに送る湯の温度を調節するための槽（タン
ク）をいう。
10　この条例において「循環配管」とは、湯水を浴槽とろ過
器等との間で循環させるための配管をいう。
（構造設備の基準） （構造設備の基準）

第３条　法第３条第２項及び政令第１条第１項第８号に規定
する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のと
おりとする。

第３条　法第３条第２項及び政令第１条第１項第８号に規定
する旅館・ホテル営業の施設の構造設備の基準は、次のと
おりとする。
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⑴～⑶　略 ⑴～⑶　略
⑷　浴室（宿泊者が自ら給湯する構造のものを除く。）の
構造設備は、次に掲げるものとすること。

⑷　浴室（宿泊者が自ら給湯する構造のものを除く。）の
構造設備は、次に掲げるものとすること。

ア　原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用
する水の水質は、規則で定める基準に適合しているこ
とを確認したものであること。

ア　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第９項に規
定する給水装置により供給される水（以下「水道水」
という。）以外の水を原水、原湯、上り用水及び上り
用湯として使用する場合は、規則で定める基準に適合
していることを確認したものであること。

イ　貯湯槽は、通常の使用状態において、上部から底部
に至るまで60度以上に保ち、かつ、最大使用時におい
ても55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置する
こと。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽水の
消毒設備が備えられていること。

イ　原湯を貯留する貯湯槽（以下「貯湯槽」という。）
の温度を、通常の使用状態において、上部から底部に
至るまで60度以上に保ち、かつ、最大使用時において
も55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置するこ
と。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽水の消
毒設備が備えられていること。

ウ　浴槽における原水又は原湯は、循環配管に接続せず、
浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造であること。

ウ　浴槽における原水又は原湯は、湯水を浴槽とろ過器
との間で循環させるための配管（以下「循環配管」と
いう。）に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし
込む構造であること。

エ～カ　略 エ～カ　略
キ　オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽（以下
「回収槽」という。）の水を浴用に供する構造になって
いないこと。ただし、これにより難い場合には、オー
バーフロー還水管を直接循環配管に接続せず、回収槽
は、地下埋設を避け、かつ、清掃が容易に行える位置
又は構造とするとともに、別途、回収槽の水が消毒で
きる設備が備えられていること。

キ　オーバーフロー回収槽（以下「回収槽」という。）
の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、
これにより難い場合には、回収槽は、地下埋設を避け、
かつ、清掃が容易に行える位置又は構造とするととも
に、別途、回収槽の水が消毒できる設備が備えられて
いること。

ク～サ　略 ク～サ　略
２及び３　略 ２及び３　略
（施設について講ずべき措置） （施設について講ずべき措置）

第４条　法第４条第２項の措置の基準は、次のとおりとする。第４条　法第４条第２項の措置の基準は、次のとおりとする。
⑴～⑶　略 ⑴～⑶　略
⑷　浴室（宿泊者が自ら給湯する構造のものを除く。）の
衛生管理に関しては、次に掲げる措置を講じること。

⑷　浴室（宿泊者が自ら給湯する構造のものを除く。）の
衛生管理に関しては、次に掲げる措置を講じること。

ア　原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯並びに浴槽
水は、規則で定める基準に適合するよう水質を管理す
ること。

ア　水道水以外の水を使用した原水、原湯、上り用水及
び上り用湯並びに浴槽水は、規則で定める基準に適合
するよう水質を管理すること。

イ　略 イ　略
ウ　定期的に貯湯槽の生物膜の状況を確認し、必要に応
じ完全に排水し、生物膜の除去を行うための清掃及び
消毒を行うこと。

ウ　定期的に貯湯槽の生物膜の状況を確認し、生物膜の
除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。

エ及びオ　略 エ及びオ　略
カ　ろ過器を使用している浴槽は、１週間に１回以上、
ろ過器を十分に逆洗浄等して汚れを排出するととも
に、ろ過器及び循環配管について適切な消毒方法で生
物膜を除去し、浴槽を清掃すること。また、配管内の
浴槽水は完全に排水できるよう図面等により配管の状
況を正確に把握し、不要な配管を除去すること。

カ　ろ過器を使用している浴槽は、１週間に１回以上、
ろ過器を十分に逆洗浄等して汚れを排出するととも
に、ろ過器及び循環配管について適切な消毒方法で生
物膜を除去し、浴槽を清掃すること。

キ　浴槽水は、アの基準に適合するよう塩素消毒等適切
な方法により消毒することとし、塩素系薬剤を使用す
る場合にあっては、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻
繁に測定して、１リットル中0.4ミリグラム以上を保
ち、かつ、1.0ミリグラムを超えないよう努めること。
結合塩素のモノクロラミンの場合には、１リットル中
３ミリグラム程度を保つこと。また、当該測定結果は
検査の日から３年間保管すること。

キ　浴槽水は、アの基準に適合するよう塩素消毒等適切
な方法により消毒することとし、塩素系薬剤を使用す
る場合にあっては、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻
繁に測定して、１リットル中0.2ミリグラム以上を保
ち、かつ、1.0ミリグラムを超えないよう努めるとと
もに、当該測定結果は検査の日から３年間保管するこ
と。

ク及びケ　略 ク及びケ　略
コ　集毛器は、毎日清掃及び消毒をすること。 コ　集毛器は、毎日清掃すること。
サ　シャワー、調節箱及びその他の給水、給湯設備は、
定期的に清掃及び消毒を行うこと。

サ　洗い場の湯栓及びシャワーへ送る調整箱は、定期的
に清掃を行うこと。

シ　略 シ　略
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ス　オーバーフロー水及び回収槽の水を浴用に供しない
こと。ただし、これにより難い場合には、オーバーフ
ロー還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に
行うとともに、別途、回収槽の水を塩素消毒等で消毒
すること。

ス　回収槽の水を浴用に供しないこと。ただし、これに
より難い場合には、回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻
繁に行うとともに、別途、回収槽の水を塩素消毒等で
消毒すること。

セ　浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日
使用型循環浴槽水を使用しないこと。また、気泡発生
装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管
理すること。

セ　浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日
使用型循環浴槽水を使用しないこと。

ソ　略 ソ　略
タ　水位計配管は、定期的に適切な消毒方法で生物膜を
除去すること。
チ及びツ　略 タ及びチ　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第16号
　　　公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例
　公衆浴場法施行条例（昭和36年長崎県条例第10号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（定義） （定義）
第２条　略 第２条　略
２～４　略 ２～４　略
５　この条例において「上がり用湯」とは、洗い場及びシャ
ワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

５　この条例において「上り用湯」とは、洗い場及びシャワー
に備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。

６　この条例において「上がり用水」とは、洗い場及びシャ
ワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。

６　この条例において「上り用水」とは、洗い場及びシャワー
に備え付けられた水栓から供給される水をいう。

７　略 ７　略
８　この条例において「貯湯槽」とは、原湯等を貯留する槽
（タンク）をいう。
９　この条例において「ろ過器」とは、浴槽水を再利用する
ため、浴槽水中の微細な粒子や繊維等を除去する装置をい
う。
10　この条例において「集毛器」とは、浴槽水を再利用する
ため、浴槽水に混入した毛髪や比較的大きな異物を捕集す
る網状の装置をいう。
11　この条例において「調節箱」とは、洗い場の湯栓（カラ
ン）やシャワーに送る湯の温度を調節するための槽（タン
ク）をいう。
12　この条例において「循環配管」とは、湯水を浴槽とろ過
器等との間で循環させるための配管をいう。
（構造設備の基準） （構造設備の基準）

第４条　法第２条第２項に規定する公衆衛生上適当と認める
公衆浴場の構造設備の基準は次のとおりとする。ただし、
土地の状況その他やむを得ない事情がある場合で、公衆衛
生上支障がないと知事が認めるときは、その一部を緩和で
きるものとする。

第４条　法第２条第２項に規定する公衆衛生上適当と認める
公衆浴場の構造設備の基準は次のとおりとする。ただし、
土地の状況その他やむを得ない事情がある場合で、公衆衛
生上支障がないと知事が認めるときは、その一部を緩和で
きるものとする。

⑴　浴室及び脱衣室は、男女を区別し、その境界には隔壁
を設け、相互にかつ屋外から見通しのできない構造であ
ること。

⑴　浴室及び脱衣室の男女別区画の壁は、高さ２メートル
以上とすること。

⑵　浴室の天井は、適当な勾配を設ける等して、水滴が落
下しないようにすること。また、浴室には、湯気抜き、

⑵　浴室の天井の高さは、３メートル以上とすること。
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換気扇等を設けること。
⑶　その他浴室の構造設備は、次に掲げるものとすること。 ⑶　その他浴室の構造設備は、次に掲げるものとすること。
ア　原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯として使用
する水の水質は、規則で定める基準に適合しているこ
とを確認したものであること。

ア　水道法（昭和32年法律第177号）第３条第９項に規
定する給水装置により供給される水（以下「水道水」
という。）以外の水を原水、原湯、上り用水及び上り
用湯として使用する場合は、規則で定める基準に適合
していることを確認したものであること。

イ　貯湯槽は、通常の使用状態において、上部から底部
に至るまで60度以上に保ち、かつ、最大使用時におい
ても55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置する
こと。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽水の
消毒設備が備えられていること。

イ　原湯を貯留する貯湯槽（以下「貯湯槽」という。）
の温度を、通常の使用状態において、上部から底部に
至るまで60度以上に保ち、かつ、最大使用時において
も55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置するこ
と。ただし、これにより難い場合には、貯湯槽水の消
毒設備が備えられていること。

ウ　浴槽における原水又は原湯は、循環配管に接続せず、
浴槽水面上部から浴槽に落とし込む構造であること。

ウ　浴槽における原水又は原湯は、湯水を浴槽とろ過器
との間で循環させるための配管（以下「循環配管」と
いう。）に接続せず、浴槽水面上部から浴槽に落とし
込む構造であること。

エ～カ　略 エ～カ　略
キ　オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽（以下
「回収槽」という。）の水を浴用に供する構造になって
いないこと。ただし、これにより難い場合には、オー
バーフロー還水管を直接循環配管に接続せず、回収槽
は、地下埋設を避け、かつ、清掃が容易に行える位置
又は構造とするとともに、別途、回収槽の水が消毒で
きる設備が備えられていること。

キ　オーバーフロー回収槽（以下「回収槽」という。）
の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、
これにより難い場合には、回収槽は、地下埋設を避け、
かつ、清掃が容易に行える位置又は構造とするととも
に、別途、回収槽の水が消毒できる設備が備えられて
いること。

ク～サ　略 ク～サ　略
（一般公衆浴場の衛生等の措置の基準） （一般公衆浴場の衛生等の措置の基準）
第５条　一般公衆浴場に係る法第３条第２項の規定による条
例で定める衛生等の措置の基準は、次のとおりとする。

第５条　一般公衆浴場に係る法第３条第２項の規定による条
例で定める衛生等の措置の基準は、次のとおりとする。

⑴～⑺　略 ⑴～⑺　略
⑻　浴室には、適当な湯気抜きを設けること。

⑻　略 ⑼　略
⑼　浴室には、上がり用湯等を十分に供給する流水式の設
備を設けること。

⑽　浴室には、上り用湯等を十分に供給する流水式の設備
を設けること。

⑽～⒀　略 ⑾～⒁　略
⒁　その他浴室の衛生管理に関しては、次に掲げる措置を
講じること。

⒂　その他浴室の衛生管理に関しては、次に掲げる措置を
講じること。

ア　原水、原湯、上がり用水及び上がり用湯並びに浴槽
水は、規則で定める基準に適合するよう水質を管理す
ること。

ア　水道水以外の水を使用した原水、原湯、上り用水及
び上り用湯並びに浴槽水は、規則で定める基準に適合
するよう水質を管理すること。

イ　略 イ　略
ウ　定期的に貯湯槽の生物膜の状況を確認し、必要に応
じ完全に排水し、生物膜の除去を行うための清掃及び
消毒を行うこと。

ウ　定期的に貯湯槽の生物膜の状況を確認し、生物膜の
除去を行うための清掃及び消毒を行うこと。

エ及びオ　略 エ及びオ　略
カ　ろ過器を使用している浴槽は、１週間に１回以上、
ろ過器を十分に逆洗浄等して汚れを排出するととも
に、ろ過器及び循環配管について適切な消毒方法で生
物膜を除去し、浴槽を清掃すること。また、配管内の
浴槽水は完全に排水できるよう図面等により配管の状
況を正確に把握し、不要な配管を除去すること。

カ　ろ過器を使用している浴槽は、１週間に１回以上、
ろ過器を十分に逆洗浄等して汚れを排出するととも
に、ろ過器及び循環配管について適切な消毒方法で生
物膜を除去し、浴槽を清掃すること。

キ　浴槽水は、アの基準に適合するよう塩素消毒等適切
な方法により消毒することとし、塩素系薬剤を使用す
る場合にあっては、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻
繁に測定して、１リットル中0.4ミリグラム以上を保
ち、かつ、1.0ミリグラムを超えないよう努めること。
結合塩素のモノクロラミンの場合には、１リットル中
３ミリグラム程度を保つこと。また、当該測定結果は
検査の日から３年間保管すること。

キ　浴槽水は、アの基準に適合するよう塩素消毒等適切
な方法により消毒することとし、塩素系薬剤を使用す
る場合にあっては、浴槽水中の遊離残留塩素濃度を頻
繁に測定して、１リットル中0.2ミリグラム以上を保
ち、かつ、1.0ミリグラムを超えないよう努めるとと
もに、当該測定結果は検査の日から３年間保管するこ
と。

ク及びケ　略 ク及びケ　略
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コ　集毛器は、毎日清掃及び消毒をすること。 コ　集毛器は、毎日清掃すること。
サ　シャワー、調節箱及びその他の給水、給湯設備は、
定期的に清掃及び消毒を行うこと。

サ　洗い場の湯栓及びシャワーへ送る調整箱は、定期的
に清掃を行うこと。

シ　略 シ　略
ス　オーバーフロー水及び回収槽の水を浴用に供しない
こと。ただし、これにより難い場合には、オーバーフ
ロー還水管及び回収槽の内部の清掃及び消毒を頻繁に
行うとともに、別途、回収槽の水を塩素消毒等で消毒
すること。

ス　回収槽の水を浴用に供しないこと。ただし、これに
より難い場合には、回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻
繁に行うとともに、別途、回収槽の水を塩素消毒等で
消毒すること。

セ　浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日
使用型循環浴槽水を使用しないこと。また、気泡発生
装置等の内部に生物膜が形成されないように適切に管
理すること。

セ　浴槽に気泡発生装置等を設置している場合は、連日
使用型循環浴槽水を使用しないこと。

ソ　略 ソ　略
タ　水位計配管は、定期的に適切な消毒方法で生物膜を
除去すること。
チ及びツ　略 タ及びチ　略

２　略 ２　略
（その他の公衆浴場の衛生等の措置の基準） （その他の公衆浴場の衛生等の措置の基準）

第６条　その他の公衆浴場に係る法第３条第２項の規定によ
る条例で定める衛生等の措置の基準は、次のとおりとする。

第６条　その他の公衆浴場に係る法第３条第２項の規定によ
る条例で定める衛生等の措置の基準は、次のとおりとする。

⑴　略 ⑴　略
⑵　第２条第２項第２号に該当する施設　前条第１項各号
（第１号から第４号まで及び第14号オを除く。）に掲げる
基準を準用するほか、次に掲げるとおりとする。

⑵　第２条第２項第２号に該当する施設　前条第１項各号
（第１号から第４号まで及び第15号オを除く。）に掲げる
基準を準用するほか、次に掲げるとおりとする。

ア～エ　略 ア～エ　略
⑶　略 ⑶　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県食品衛生に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第17号
　　　長崎県食品衛生に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県食品衛生に関する条例（平成12年長崎県条例第57号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（目的） （目的）
第１条　この条例は、食品衛生法（昭和22年法律第233号。
以下「法」という。）第51条及び食品衛生法施行令（昭和
28年政令第229号。以下「政令」という。）第８条第１項に
規定する基準を定めるとともに、法第51条に基づき政令第
35条で規定する業種以外の営業その他必要な事項について
定めることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を
防止し、もって県民の健康の保護を図ることを目的とする。

第１条　この条例は、食品衛生法（昭和22年法律第233号。
以下「法」という。）第50条第２項及び第51条並びに食品
衛生法施行令（昭和28年政令第229号。以下「政令」とい
う。）第８条第１項に規定する基準を定めるとともに、法
第51条に基づき政令第35条で規定する業種以外の営業その
他必要な事項について定めることにより、飲食に起因する
衛生上の危害の発生を防止し、もって県民の健康の保護を
図ることを目的とする。
（管理運営基準）
第２条　法第50条第２項に規定する営業の施設の内外の清潔
保持、ねずみ、昆虫等の駆除その他公衆衛生上講ずべき措
置に関する基準（以下「管理運営基準」という。）は、別
表第１のとおりとする。
２　前項の規定にかかわらず、食品の自動販売機による営業
（飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業及び氷雪製造業に
限る。）に係る管理運営基準は、別表第２のとおりとする。
３　知事は、前２項の規定に基づく管理運営基準について、
特別の事情により、公衆衛生上支障がないと認めたときは、
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これを緩和することができる。
（施設の基準） （施設の基準）
第２条　法第51条に規定する営業の施設についての基準のう
ち、すべての業種に共通の基準は別表第１のとおりとし、
業種別の基準は別表第２のとおりとする。
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、食品の自動販売機による営
業（飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業及び氷雪製造業
に限る。）の施設についての基準は、別表第３のとおりと
する。
４　知事は、前３項の規定に基づく施設の基準について、特
別の事情により、公衆衛生上支障がないと認めたときは、
これを緩和することができる。

第３条　法第51条に規定する営業の施設についての基準のう
ち、すべての業種に共通の基準は別表第３のとおりとし、
業種別の基準は別表第４のとおりとする。
２　略
３　前２項の規定にかかわらず、食品の自動販売機による営
業（飲食店営業、喫茶店営業、乳類販売業及び氷雪製造業
に限る。）の施設についての基準は、別表第５のとおりと
する。
４　前条第３項の規定は、前３項の規定に基づく基準につい
て準用する。

（営業許可） （営業許可）
第３条　略
２　略
３　第１項の場合において、知事は、その営業の施設につい
て次条に定める基準に適合すると認めるときは、許可をし
なければならない。ただし、その営業を営もうとする者が
次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
⑴　略
⑵　法第55条若しくは第56条又はこの条例第７条の規定に
より許可を取り消され、その取消しの日から起算して２
年を経過しない者
⑶　略
４　略

第４条　略
２　略
３　第１項の場合において、知事は、その営業の施設につい
て第５条に定める基準に適合すると認めるときは、許可を
しなければならない。ただし、その営業を営もうとする者
が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
⑴　略
⑵　法第55条、第56条又はこの条例第８条の規定により許
可を取り消され、その取消しの日から起算して２年を経
過しない者
⑶　略
４　略

（営業の施設及び容器の基準） （営業の施設及び容器の基準）
第４条　前条第１項に規定する営業（同項第２号に掲げるも
のを除く。）の施設が満たすべき基準については、第２条
第１項の規定を準用する。ただし、業種別の基準について
は、製造場に、必要に応じ製造室、原料保管設備及び製品
保管設備を設け、それぞれ一定の区画がしてあることとす
る。
２　略
３　第２条第４項の規定は、前２項の規定に基づく基準につ
いて準用する。

第５条　前条第１項に規定する営業（同項第２号に掲げるも
のを除く。）の施設が満たすべき基準については、第３条
第１項の規定を準用する。ただし、業種別の基準について
は、製造場に、必要に応じ製造室、原料保管設備及び製品
保管設備を設け、それぞれ一定の区画がしてあることとす
る。
２　略
３　第２条第３項の規定は、前２項の規定に基づく基準につ
いて準用する。

（営業の承継） （営業の承継）
第５条　第３条第１項の許可を受けた者（以下「条例許可営
業者」という。）について相続、合併又は分割（当該営業
を承継させるものに限る。）があったときは、相続人（相
続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により
当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、
合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又
は分割により当該営業を承継した法人は、条例許可営業者
の地位を承継する。
２　略

第６条　第４条第１項の許可を受けた者（以下「条例許可営
業者」という。）について相続、合併又は分割（当該営業
を承継させるものに限る。）があったときは、相続人（相
続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により
当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者）、
合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又
は分割により当該営業を承継した法人は、条例許可営業者
の地位を承継する。
２　略

（営業の制限） （営業の制限）
第６条　略 第７条　略
（許可の取消等） （許可の取消等）
第７条　知事は、条例許可営業者が第３条第４項の規定によ
り許可に付した条件又は第４条に規定する基準に違反した
場合においては、その者に対し、当該条件に従うこと若し
くはその施設及び容器の整備改善を命じ、又は第３条第１
項の許可を取り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を
禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
２　知事は、無店舗魚介類販売業を営む者が前条の規定に違
反した場合においては、その者に対し、同条に規定する営
業の制限に従うことを命じ、又は第３条第１項の許可を取
り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若し
くは期間を定めて停止することができる。

第８条　知事は、条例許可営業者が第４条第４項の規定によ
り許可に付した条件又は第５条に規定する基準に違反した
場合においては、その者に対し、当該条件に従うこと若し
くはその施設及び容器の整備改善を命じ、又は第４条第１
項の許可を取り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を
禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
２　知事は、無店舗魚介類販売業を営む者が前条の規定に違
反した場合においては、その者に対し、同条に規定する営
業の制限に従うことを命じ、又は第４条第１項の許可を取
り消し、若しくは営業の全部若しくは一部を禁止し、若し
くは期間を定めて停止することができる。
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第８条及び第９条　略 第９条及び第10条　略
（手数料） （手数料）
第10条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定
に基づき、次に掲げる県の事務については、手数料を徴収
する。
⑴　略
⑵　第３条第１項の許可の申請に対する審査
⑶　略
２　前項の規定による手数料の額は、同項第１号に掲げる事
務については政令第35条各号に規定する営業の種類ごとに
別表第４金額の欄に掲げる金額とし、前項第２号に掲げる
事務については第３条第１項各号に規定する営業の種類ご
とに別表第５金額の欄に掲げる金額とし、前項第３号に掲
げる事務については長崎県環境保健研究センター条例（平
成18年長崎県条例第65号）に規定する手数料の例によるも
のとする。
３及び４　略

第11条　地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規定
に基づき、次に掲げる県の事務については、手数料を徴収
する。
⑴　略
⑵　第４条第１項の許可の申請に対する審査
⑶　略
２　前項の規定による手数料の額は、同項第１号に掲げる事
務については政令第35条各号に規定する営業の種類ごとに
別表第６金額の欄に掲げる金額とし、前項第２号に掲げる
事務については第４条第１項各号に規定する営業の種類ご
とに別表第７金額の欄に掲げる金額とし、前項第３号に掲
げる事務については長崎県環境保健研究センター条例（平
成18年長崎県条例第65号）に規定する手数料の例によるも
のとする。
３及び４　略

（罰則） （罰則）
第11条　第３条第１項の許可を受けないで同項各号に掲げる
営業を営んだ者については、５万円以下の罰金又は科料を
科する。
第12条　第７条の規定による処分に違反して営業を行った者
については、２万円以下の罰金又は科料を科する。
第13条　略

第12条　第４条第１項の許可を受けないで同項各号に掲げる
営業を営んだ者については、５万円以下の罰金又は科料を
科する。
第13条　第８条の規定による処分に違反して営業を行った者
については、２万円以下の罰金又は科料を科する。
第14条　略

（両罰規定） （両罰規定）
第14条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第11条
又は第12条に規定する行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人についても、各本条の刑を科する。

第15条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人
その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第12条
又は第13条に規定する行為をしたときは、行為者を罰する
ほか、その法人又は人についても、各本条の刑を科する。

（委任） （委任）
第15条　略 第16条　略

別表第１　管理運営基準（第２条関係）
食品等事業者が実施すべき管理運営基準は、危害分析・重
要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の基準又は危害分
析・重要管理点方式を用いずに衛生管理を行う場合の基準の
いずれかとする。
危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を行う場合の
基準（以下「ＨＡＣＣＰ導入型基準」という。）　
１　食品取扱施設等における衛生管理
⑴　一般的事項
ア　日常点検を含む衛生管理を計画的に実施すること。
イ　施設、設備及び機械器具類の構造及び材質並びに取
り扱う食品の特性を考慮し、適切な清掃、洗浄及び消
毒の方法を定め、必要に応じ、手順書を作成すること。
ウ　イの手順書の作成に当たっては、清掃、洗浄及び消
毒の手順について、清掃又は洗浄を行う場所、機械器
具、作業責任者、清掃又は洗浄の方法及び頻度、確認
方法等必要な事項を記載することとし、必要に応じ、
専門家の意見を聴くこと。
エ　イに規定する清掃、洗浄及び消毒の方法が適切かつ
有効であるか、必要に応じて評価すること。
オ　施設、設備、人的能力等に応じた食品の取扱い及び
適切な受注管理を行うこと。

⑵　施設の衛生管理
ア　施設及びその周辺は、定期的に清掃し、施設の稼働
中は常に衛生上支障のないように維持すること。
イ　製造、加工、処理、調理、保管、販売等を行う場所
（以下「作業場」という。）には、不必要な物品等を置
かないこと。
ウ　施設の内壁、天井及び床は、常に清潔に保つこと。
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エ　施設内の採光、照明及び換気を十分に行うとともに、
必要に応じ、適切な温度及び湿度の管理を行うこと。
オ　施設の窓及び出入口は、開放しないこと。ただし、
やむを得ず、開放する場合は、じんあい、ねずみ、昆
虫等の侵入を防止する措置を講ずること。
カ　排水溝は、排水がよく行われるよう、廃棄物の流出
を防ぎ、かつ、清掃及び補修を行うこと。
キ　便所は、常に清潔に保ち、定期的に清掃及び消毒を
行うこと。
ク　作業場内に動物を入れないこと。
⑶　食品取扱設備等の衛生管理
ア　機械器具類は、その目的に応じて使用すること。
イ　機械器具類及び分解した機械器具類の部品は、金属
片、不潔異物、化学物質等の食品への混入を防止する
ため、洗浄及び消毒を行い、所定の場所に衛生的に保
管すること。
ウ　機械器具類は、常に点検し、故障又は破損等がある
ときは、速やかに補修し、常に適正に使用することが
できるよう、整備しておくこと。
エ　機械器具類及びその部品の洗浄及び消毒のため洗剤
及び消毒剤等の薬剤を使用する場合は、適正な薬剤を
適正な濃度及び方法で使用すること。
オ　温度計、圧力計、流量計等の計器類及び滅菌、殺菌、
除菌又は浄水に用いる装置は、定期的に点検し、その
結果を記録すること。
カ　食品に直接接触する機械器具類は、汚染の都度及び
作業終了後十分洗浄し、かつ、熱湯、蒸気、消毒剤等
で消毒又は殺菌をすること。
キ　洗浄剤、消毒剤その他化学物質は、食品への混入を
防止するため、使用、保管等の取扱いに十分注意する
とともに、必要に応じ、容器に内容物の名称を表示す
ること。
ク　施設、設備等の清掃用器材は、使用の都度洗浄し、
乾燥させ、専用の場所に保管すること。
ケ　手洗設備は、手指の洗浄及び乾燥が適切にできるよ
う水を十分供給し、手洗いに適切な石けん、爪ブラシ、
ペーパータオル、消毒剤等を備え、常に使用できる状
態に保つこと。
コ　洗浄設備は、常に清潔に保つこと。
サ　食品の放射線照射業にあっては、１日１回以上化学
線量計を用いて線量を確認し、その結果の記録を２年
間保存すること。

⑷　ねずみ、昆虫等対策
ア　施設及びその周囲は、維持管理を適切に行うことに
より常に良好な状態に保ち、ねずみ、昆虫等（以下「ね
ずみ等」という。）の繁殖場所を排除するとともに、
窓、ドア、吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋等
の設置により、ねずみ等の施設内への侵入を防止する
こと。
イ　ねずみ等の駆除作業を年２回以上実施し、その実施
記録を１年間保存すること。ただし、建築物において
考えられる有効かつ適切な技術の組合せ及びねずみ等
の生息調査を踏まえ対策を講ずる等により確実にその
目的が達成できる方法であれば、その施設の状況に応
じた方法及び頻度で実施することとしても差し支えな
い。なお、ねずみ等の発生を認めたときは、食品に影
響を及ぼさないように直ちに駆除すること。
ウ　殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、食品を汚染し
ないようその取扱いに十分注意すること。
エ　原材料、製品、包装資材等は、ねずみ等による汚染
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防止のため、容器等に入れるとともに、床から離すな
どして衛生的に保管することとし、一度開封したもの
については、蓋付きの容器に入れる等の汚染防止対策
を講じて保管すること。

⑸　廃棄物及び排水の取扱い
ア　廃棄物の保管及びその廃棄の方法について、手順書
を作成すること。
イ　廃棄物の容器は、他の容器と明確に区別できるよう
にし、汚液又は汚臭が漏れないように常に清潔にして
おくこと。
ウ　廃棄物は、作業に支障のない限り、食品の取扱い又
は保管の区域（隣接する区域を含む。）に保管しない
こと。
エ　廃棄物の保管場所は、周囲の環境に悪影響を及ぼさ
ないよう、適切に管理すること。
オ　廃棄物及び排水の処理は、適切に行うこと。
⑹　使用水等の管理
ア　施設においては、飲用に適した水（以下「飲用適の
水」という。）を使用すること。ただし、次に掲げる
場合で、使用する水が食品に直接触れる水に混入しな
いようにするときは、この限りでない。
ア　暖房用蒸気、防火用水その他の食品製造に直接関
係しない目的で使用するとき。
イ　冷却又は食品の安全に影響を及ぼさない工程にお
いて清浄海水等を使用するとき。

イ　水道水以外の水を使用する場合は、年１回以上（不
慮の災害等により水源等が汚染されたおそれがある場
合は、その都度）水質検査を行い、その成績書を１年
間以上（取り扱う食品等の賞味期限を考慮した流通期
間が１年以上の場合にあっては、当該期間）保存する
こと。
ウ　イの水質検査の結果、飲用に適さないことが明らか
となったときは、直ちに使用を中止し、保健所長の指
示を受け、適切な措置を講ずること。
エ　貯水槽を使用する場合は、定期的に清掃し、衛生的
に管理すること。
オ　水道水以外の水を使用する場合で、滅菌装置又は浄
水装置を設置したときは、これらの装置が正常に作動
しているかを定期的に確認し、その結果を記録するこ
と。
カ　氷は、適切に管理された給水設備によって供給され
た飲用適の水からつくることとするとともに、これを
衛生的に取り扱い、貯蔵すること。
キ　使用した水を再利用する場合は、食品の安全性に影
響しないよう、必要な処理を行い、その処理工程を適
切に管理すること。

⑺　食品衛生責任者の設置
ア　営業者（法第48条の規定により食品衛生管理者を置
かなければならない営業者を除く。）は、施設又はそ
の部門ごとに、食品等を取り扱う者（以下「食品等取
扱者」という。）及び関係者のうちから食品衛生に関
する責任者（以下「食品衛生責任者」という。）を定め、
その氏名を施設内の見やすい箇所に掲示すること。
イ　食品衛生責任者は、保健所長が指示する食品衛生講
習会を定期的に受講し、常に食品衛生に関する最新の
知見の習得に努めること。
ウ　食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理
にあたること。
エ　食品衛生責任者は、食品衛生上の危害の発生を防止
するため、施設の衛生管理の方法及び食品衛生に関す
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る事項について必要な注意を行うとともに、営業者に
対して意見を述べるよう努めること。
オ　営業者は、エの規定による食品衛生責任者の意見を
尊重すること。

⑻　危害分析・重要管理点方式を用いて衛生管理を実施す
る班の編成
危害分析・重要管理点方式（食品の安全性を確保する
上で重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発生す
るおそれのある工程の特定、評価及び管理を行う衛生管
理の方式をいう。以下同じ。）を用いて衛生管理を実施
する場合は、法第48条の規定に基づく食品衛生管理者、
食品衛生責任者その他の製品についての知識及び専門的
な技術を有する者により構成される班を編成すること。
なお、危害分析・重要管理点方式に関する専門的な知識
及び助言は、関係団体、行政機関及び出版物等から得る
ことができる。
⑼　製品説明書及び製造工程一覧図の作成
ア　製品について、原材料等の組成、物理的・化学的性
質（水分活性、ｐＨ等）、殺菌・静菌処理（加熱処理、
凍結、加塩、くん煙等）、包装、保存性、保管条件及
び流通方法等の安全性に関する必要な事項を記載した
製品説明書を作成すること。また、製品説明書には想
定する使用方法や消費者層等を記述すること。
イ　製品の全ての製造工程が記載された製造工程一覧図
を作成すること。
ウ　製造工程一覧図について、実際の製造工程及び施設
設備の配置に照らし合わせて適切か否かの確認を行
い、適切でない場合には、製造工程一覧図の修正を行
うこと。

⑽　食品等の取扱い
次の方法により食品の製造工程における全ての潜在的
な危害の原因となる物質を列挙し、危害分析を実施して
特定された危害の原因となる物質を管理すること。
ア　製造工程ごとに発生するおそれのある全ての危害の
原因となる物質のリスト（以下「危害要因リスト」と
いう。）を作成し、健康に悪影響を及ぼす可能性及び
⑼アの製品の特性等を考慮し、各製造工程における食
品衛生上の危害の原因となる物質を特定すること。
イ　アで特定された食品衛生上の危害の原因となる物質
について、危害が発生するおそれのある工程ごとに、
当該食品衛生上の危害の原因となる物質及び当該危害
の発生を防止するための措置（以下「管理措置」とい
う。）を検討し、危害要因リストに記載すること。
ウ　危害要因リストにおいて特定された危害の原因とな
る物質による危害の発生を防止するため、製造工程の
うち、当該工程に係る管理措置の実施状況の連続的又
は相当の頻度の確認（以下「モニタリング」という。）
を必要とするもの（以下「重要管理点」という。）を
定めるとともに、重要管理点を定めない場合には、そ
の理由を記載した文書を作成すること。また、同一の
危害の原因となる物質を管理するための重要管理点
は、複数存在する可能性があることに配慮すること。
なお、重要管理点の設定に当たっては、定めようとす
る重要管理点における管理措置が、危害の原因となる
物質を十分に管理できない場合は、当該重要管理点又
はその前後の工程において適切な管理措置が設定でき
るよう、製品又は製造工程を見直すこと。
エ　個々の重要管理点について、危害の原因となる物質
を許容できる範囲まで低減し、又は排除するための基
準（以下「管理基準」という。）を設定すること。管
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理基準は、危害の原因となる物質に係る許容の可否を
判断する基準であり、温度、時間、水分含量、ｐＨ、
水分活性、有効塩素等のほか、測定できる指標又は外
観及び食感のような官能的指標であること。
オ　管理基準の遵守状況の確認及び管理基準が遵守され
ていない製造工程を経た製品の出荷の防止をするため
のモニタリングの方法を設定し、十分な頻度で実施す
ること。また、モニタリングの方法に関する全ての記
録は、モニタリングを実施した担当者及び責任者によ
る署名を行うこと。
カ　モニタリングにより重要管理点に係る管理措置が適
切に講じられていないと認められたときに講ずべき措
置（以下「改善措置」という。）を、重要管理点にお
いて設定し、適切に実施すること。また、改善措置に
は、管理基準の不遵守により影響を受けた製品の適切
な処理を含むこと。
キ　製品の危害分析・重要管理点方式につき、食品衛生
上の危害の発生が適切に防止されていることを確認す
るため、十分な頻度で検証を行うこと。

⑾　管理運営要領の作成
ア　施設及び食品等の取扱い等に係る衛生上の管理運営
要領を作成し、食品等取扱者及び関係者に周知徹底す
ること。
イ　定期的に拭き取り検査等を実施し、施設の衛生状態
を確認することにより、アで作成した管理運営要領の
効果を検証し、必要に応じ、その内容を見直すこと。

⑿　記録の作成及び保存
ア　⑽ア及びイの危害分析、⑽ウの重要管理点の決定及
び⑽エの管理基準の決定について、記録を作成し、保
存すること。
イ　⑽オのモニタリング、⑽カの改善措置及び⑽キの検
証について、記録を作成し、保存すること。
ウ　食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度におい
て、取り扱う食品等に係る仕入年月日、仕入元、製造
又は加工等の状態、出荷又は販売先その他必要な事項
に関する記録を作成し、保存するよう努めること。
エ　アからウまでの記録の保存期間は、取り扱う食品等
の消費期限又は賞味期限等の流通の実態に応じて合理
的な期間を設定すること。
オ　食中毒等の食品衛生上の危害の発生を防止するた
め、保健所から要請があった場合は、アからウまでの
記録を提出すること。

⒀　回収及び廃棄
ア　販売食品等に起因する食品衛生上の問題が発生した
場合において、消費者に対する健康被害を未然に防止
するため、問題となった製品を迅速かつ適切に回収で
きるよう、回収に係る責任体制、具体的な回収の方法
及び保健所等への報告等の手順を定めること。
イ　販売食品等に起因する食品衛生上の危害が発生した
場合は、次に掲げる措置を講ずること。
ア　当該製品等を回収し、保健所等への報告等を行う
こと。
イ　回収された製品は、通常の製品と明確に区別して
保管し、保健所の指示に従って適切に廃棄その他の
必要な措置を講ずること。

ウ　回収等を行う際は、必要に応じ、消費者への注意喚
起等のため、当該回収等に関する情報を公表するよう
努めること。

⒁　検食の実施
ア　旅館、弁当屋、仕出し屋等で、多人数の飲食に供す
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る場合にあっては、規則で定める基準に基づき検食を
保存すること。
イ　アに規定する場合にあっては、製品の配送先、配送
時刻及び配送量を記録し、保存すること。

⒂　情報の提供
ア　消費者等に対し、販売食品等についての安全性に関
する情報提供に努めること。
イ　製造、加工又は輸入した食品等に関する消費者から
の健康被害（当該症状が製造、加工又は輸入した食品
等に起因し、又はその疑いがあると医師により診断さ
れたものをいう。）及び法に違反する食品等に関する
情報について、保健所等へ速やかに報告すること。
ウ　消費者等から、製造、加工又は輸入した食品等に係
る異味又は異臭の発生、異物の混入その他の苦情で
あって、健康被害につながるおそれが否定できないも
のを受けた場合は、保健所等へ速やかに報告すること。

２　食品等取扱者等に係る衛生管理
ア　食品衛生上必要な健康状態の把握のため、食品等取
扱者に対して健康診断を受診させること。
イ　保健所長から検便を受けるべき旨の指示があったと
きは、食品等取扱者に検便を受けさせること。
ウ　飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかっ
ていることが疑われる症状を呈している食品等取扱者
については、その旨を営業者、食品衛生管理者又は食
品衛生責任者（以下「営業者等」という。）に報告さ
せ、食品の取扱作業に従事させないようにするととも
に、必要に応じ、医師の診断を受けさせること。
エ　食品等取扱者が感染症の予防及び感染症の患者に対
する医療に関する法律（平成10年法律第114号。以下
「感染症法」という。）第18条第１項に規定する感染症
の患者又は無症状病原体保有者であることが判明した
場合は、同条第２項に基づき、食品に直接触れる作業
に従事させないこと。
オ　食品等取扱者は、作業場内では衛生的な作業着及び
専用の履物を使用し、必要に応じてマスク及び帽子等
を着用することとし、食品への異物混入又は汚染の防
止のため、営業上不必要な指輪等の装飾品、腕時計、
安全ピン等を作業場内に持ち込まないこと。
カ　食品等取扱者は、食肉等に直接触れる場合にあって
は、繊維製品その他洗浄及び消毒又は殺菌を行うこと
が困難な材質の手袋を原則として使用しないこと。
キ　食品等取扱者は、常に爪を短く切り、清潔にすると
ともに、作業前、用便直後及び生鮮の原材料、汚染さ
れた材料等を取り扱った後は、必ず十分に手指の洗浄
及び消毒を行い、使い捨て手袋を使用する場合には交
換を行うこと。
ク　食品等取扱者は、施設内においては、所定の場所以
外で着替え、喫煙、放たん、飲食その他の食品衛生上
の危害が発生するおそれのある行為をしないこと。
ケ　食品等取扱者は、食品の取扱作業中に次に掲げる行
為を慎むこと。
ア　手又は食品を取り扱う器具で髪、鼻、口又は耳に
触れること。
イ　防護されていない食品の上でくしゃみ又はせきを
すること。

コ　食品等取扱者以外の者が施設に立ち入る場合は、必
要に応じ、適切な場所で清潔な専用衣への着替え、手
洗い等の衛生的な措置を講じさせるとともに、本項の
食品等取扱者等に係る衛生管理の規定に従わせること。

３　食品等取扱者等に対する衛生教育等
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ア　営業者等は、製造、加工、調理、販売等が衛生的に
行われるよう、食品等取扱者及び関係者に対し、食品
等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法等食
品衛生上必要な事項に関する衛生教育を実施すること。
イ　アに規定する衛生教育には、上記１の項に示す各種
手順等（１の項⑴イ及びウ、⑸ア、⑽、⑾並びに⒀ア）
に関する事項を含むものとすること。

ウ　特に、洗浄剤等の化学物質を取り扱う者に対しては、
その安全な取扱いについての教育訓練を実施すること。
エ　衛生教育等の効果について定期的に評価し、必要に
応じ、その内容を見直すこと。

４　運搬に係る衛生管理
ア　食品の運搬に用いる車両、コンテナ等（以下「車両
等」という。）は、食品及び容器包装を汚染するもの
であってはならないこと及び容易に洗浄及び消毒がで
きる構造のものを使用し、常に清潔にし、補修を行う
こと等により適切な状態を維持すること。
イ　食品と食品以外の貨物を混載する場合には、食品以
外の貨物からの汚染を防止するため、必要に応じ、食
品を適切な容器に入れる等の措置を講じ、食品以外の
貨物と区分すること。
ウ　運搬中の食品がじんあい、有毒ガス等に汚染されな
いよう管理すること。
エ　品目が異なる食品又は食品以外の貨物の運搬に使用
した車両等を使用する場合は、効果的な方法により洗
浄し、必要に応じ、消毒を行うこと。
オ　バルク輸送の場合は、必要に応じ、食品専用の車両
等を使用すること。この場合において、当該車両等は
食品専用であることを明示すること。
カ　運搬中の温度、湿度その他の状態の管理に注意する
こと。
キ　食品の配送に当たっては、次に掲げる事項を考慮す
ること。
ア　配送に要する時間が長時間に及ばないように配送
ルート等に留意すること。
イ　弁当等にあっては、摂食の予定時間を考慮した配
送をする等適切な出荷時間に注意すること。

５　販売に係る衛生管理
ア　販売量を見込んだ仕入れを行う等、適正な販売を行
うこと。
イ　やむを得ない場合を除き、直射日光を避け、適切な
温度の管理をする等衛生管理に注意すること。

危害分析・重要管理点方式を用いずに衛生管理を行う場合
の基準（以下「従来型基準」という。）　
１　食品取扱施設等における衛生管理
⑴　一般的事項
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑴に規定する基準に
同じ。
⑵　施設の衛生管理
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑵に規定する基準に
同じ。
⑶　食品取扱設備等の衛生管理
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑶に規定する基準に
同じ。
⑷　ねずみ、昆虫等対策
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑷に規定する基準に
同じ。
⑸　廃棄物及び排水の取扱い
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑸に規定する基準に
同じ。
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⑹　食品等の取扱い
ア　原材料等の仕入れに当たっては、適切な管理が行わ
れたものを仕入れ、衛生上の観点から、品質及び鮮度
並びにその表示等について点検し、その状況を記録し、
保存するよう努めること。

イ　原材料として使用する食品は、適切なものを選択し、
必要に応じて前処理を行った後、加工に供するととも
に、当該食品に適した状態及び方法で衛生的に保存す
ること。
ウ　冷蔵庫（冷蔵室を含む。）又は冷凍庫（冷凍室を含
む。）に食品を保存する場合は、相互汚染が生じない
よう区分すること。
エ　添加物を使用する場合は、正確な秤量、適正な使用
並びに記録の作成及び保存に努めること。
オ　食品を製造し、加工し、又は調理する場合において
は、病原微生物その他の微生物（人体に危害を及ぼす
おそれのない微生物を除く。）及びそれらの毒素が、
完全に、又は安全な量まで死滅され、又は除去される
まで行うこと。
カ　食品は、当該食品の特性（水分活性、水素イオン濃
度及び微生物による汚染状況をいう。）、消費期限又は
賞味期限、製造又は加工の方法、包装形態、使用方法
等に応じて冷蔵保存する等、製造、調理、保管、運搬、
販売等の各過程において、時間及び温度の管理に十分
配慮して衛生的に取り扱うこと。
キ　特に食品衛生に影響があると考えられる冷却、加熱、
乾燥、添加物の使用、真空調理又はガス置換包装、放
射線照射等工程の管理に十分に配慮すること。
ク　食品間の相互汚染を防止するため、次に掲げる事項
に配慮すること。
ア　未加熱又は未加工の原材料は、そのまま摂取され
る食品と区分して取り扱うこと。
イ　製造、加工又は調理を行う区画へそれぞれの作業
を行う食品取扱者以外の者が立ち入ることのないよ
うにすること（食品等の汚染のおそれがない場合は
除く。）とし、当該区画へ立ち入る際は、必要に応じ、
更衣室等を経由し、衛生的な作業着及び履物への交
換、手洗い等を行うこと。
ウ　食肉等の未加熱食品を取り扱った設備、機械器具
類等は、別の食品を取り扱う前に、必要な洗浄及び
消毒を行うこと。

ケ　原材料は、使用期限等に応じ、先入れ、先出し等適
切な順序で使用されるように保管すること。
コ　器具及び容器包装は、製品を汚染及び損傷から保護
することができ、かつ、適切な表示が行えるものを使
用することとし、再使用が可能な器具又は容器包装を
用いる場合にあっては、洗浄及び消毒が容易なものを
用いること。
サ　食品、添加物、器具又は容器包装（以下「食品等」
という。）の製造又は加工に当たっては、次に掲げる
事項の実施に努めること。
ア　原材料及び製品への金属、ガラス、じん埃、洗浄
剤、機械油等の化学物質等の異物の混入を防止する
ための措置を講じ、必要に応じて検査すること。
イ　原材料、製品及び容器包装をロットごとに管理し、
記録すること。
ウ　製品ごとにその特性、製造及び加工の手順、原材
料等について記載した製品説明書を作成し、保存す
ること。
エ　原材料として使用していないアレルギー物質が製
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造工程において混入しないよう措置を講ずること。
シ　製造し、又は加工した製品について定期的に衛生検
査を行い、その結果の記録を１年間保存すること。
ス　おう吐物等により汚染された可能性のある食品は、
廃棄すること。
セ　施設においておう吐した場合には、直ちに殺菌剤を
用いて適切に消毒すること。

⑺　使用水等の管理
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑹に規定する基準に
同じ。

２　食品衛生責任者の設置
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑺に規定する基準に同
じ。
３　記録の作成及び保存
ア　食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度におい
て、取り扱う食品等に係る仕入年月日、仕入元、製造
又は加工等の状態、出荷又は販売先その他必要な事項
に関する記録を作成し、保存するよう努めること。
イ　アの記録の保存期間は、取り扱う食品等の消費期限
又は賞味期限等の流通の実態に応じて合理的な期間を
設定すること。
ウ　食中毒等の食品衛生上の危害の発生を防止するた
め、保健所から要請があった場合は、アの記録を提出
すること。

４　回収及び廃棄
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⒀に規定する基準に同
じ。
５　管理運営要領の作成
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑾に規定する基準に同
じ。
６　検食の実施
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⒁に規定する基準に同
じ。
７　情報の提供
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⒂に規定する基準に同
じ。
８　食品等取扱者等に係る衛生管理
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表２の項に規定する基準に同じ。

９　食品等取扱者等に対する衛生教育等
ア　営業者等は、製造、加工、調理、販売等が衛生的に
行われるよう、食品等取扱者及び関係者に対し、食品
等の衛生的な取扱方法、食品等の汚染防止の方法、適
正な手洗いの方法、健康管理等食品衛生上必要な事項
に関する衛生教育を実施すること。
イ　アに規定する衛生教育には、上記に示す各種手順等
（ＨＡＣＣＰ導入型基準の表１の項⑴イ及びウ、⑸ア、
⑾並びに⒀ア並びに従来型基準の表１の項⑹カ及び
セ）に関する事項を含むものとすること。
ウ　特に洗浄剤等の化学物質を取り扱う者に対しては、
その安全な取扱いについての教育訓練を実施すること。
エ　衛生教育等の効果について定期的に評価し、必要に
応じ、その内容を見直すこと。

10　運搬に係る衛生管理
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表４の項に規定する基準に同じ。

11　販売に係る衛生管理
ＨＡＣＣＰ導入型基準の表５の項に規定する基準に同じ。

別表第２　自動販売機に係る管理運営基準（第２条関係）
１　設置場所の管理
ア　定期的に清掃を行い、常に清潔で衛生的に保つように
すること。
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イ　不必要な物品を置かないこと。
ウ　照明、換気等は、適正に行うこと。
エ　壁、天井及び床は、常に清潔に保つこと。
オ　年に１回以上ねずみ、昆虫等の駆除を行い、その記録
を当該駆除を行った日から１年間保存すること。

２　自動販売機の管理
ア　自動販売機は、定期的に点検し、正常に作動するよう
整備しておくこと。
イ　故障、破損等があった場合は、速やかに補修すること。
ウ　定期的に清掃を行い、常に清潔で衛生的に保つように
すること。
エ　食品に直接接触する部分は、分解、循環方式等により、
毎日洗浄及び消毒を行い、常に清潔で衛生的に保つこと。
オ　洗浄及び殺菌を行う場合には、適正な洗剤及び殺菌剤
を適正な方法で使用し、使用後はそれらが残存すること
のないように十分に水洗いすること。
カ　食品（容器包装詰加圧加熱殺菌食品並びにこれ以外の
缶詰食品及び瓶詰食品を除く。）を冷凍、冷蔵及び温蔵
して販売する自動販売機にあっては、所定の温度（冷凍
するものにあっては摂氏零下15度以下、冷蔵するものに
あっては摂氏10度以下、温蔵するものにあっては摂氏63
度以上をいう。以下同じ。）が保たれていることの点検
を１日１回以上行うこと。
キ　食品衛生法上必要な表示事項が自動販売機の外部から
容易に識別できるように管理すること。
ク　ストロー、紙コップ、はし等飲食の用に供される器具
の保管管理は、常に清潔で衛生的に行うこと。

３　給水
ア　水道水以外の水を使用する場合は、飲用適の水を使用
し、年に１回以上水質検査を行い、水質の安全性を保持
すること。
イ　水質検査の結果、飲用に適さないことが明らかとなっ
たときは、直ちに保健所長の指示を受け、適切な措置を
講ずること。
ウ　カートリッジ式給水タンク（自動販売機に水を供給す
るために装置される容器であって、取り外すことができ
るものをいう。）を使用する自動販売機にあっては、当
該タンクにより供給される水が飲用適であるようタンク
を清潔に保持すること。
エ　殺菌装置又は細菌ろ過装置を備えた自動販売機にあっ
ては、常にその装置が正常に作動していることを確認す
ること。

４　廃棄物処理
ア　廃棄物等は、定期的に処理すること。
イ　自動販売機内に廃棄物容器を備えたものにあっては、
廃棄物を廃棄する都度容器を洗浄すること。
ウ　自動販売機外の廃棄物容器は、十分洗浄するとともに、
汚液、汚臭等が漏れないようにすること。
エ　廃水貯留槽等は、十分洗浄し、衛生的に保つこと。
５　食品の取扱い
ア　収納されている食品については、定期的に点検管理を
行うこと。
イ　冷凍、冷蔵又は温蔵して販売する食品（容器包装詰加
圧加熱殺菌食品並びにこれ以外の缶詰食品及び瓶詰食品
を除く。）の取扱いは、次により行うこと。
ア　食品の収納に当たっては、食品を収納する部分の温
度が所定の温度になった後に収納すること。
イ　食品を収納する部分が所定の温度を保てなくなった
場合にあっては、当該自動販売機に収納されている食
品は、再度販売に供しないこと。
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ウ　弁当（容器包装詰加圧加熱殺菌したもの及びこれ以外
の缶詰又は瓶詰にしたもの並びに冷凍したものを除く。
以下同じ。）の取扱いは、次により行うこと。
ア　冷蔵又は温蔵して販売すること。
イ　自動販売機への追加収納は行わないこと。
ウ　自動販売機への収納又は回収を行うに当たっては、
その品名、数量、期限表示、製造者の住所及び氏名（法
人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代
表者の氏名）、収納又は回収の日時並びに当該回収食
品の措置の内容をその都度記録し、その記録を当該収
納又は回収の日から３月間保存すること。
エ　自動販売機への収納は、製造後速やかに行うこと。
オ　自動販売機に収納するまでの運搬は、直射日光の遮
断効果及び防じん効果のある自動車等を用いること。
カ　自動販売機に収納する弁当には、自動販売機専用で
ある旨表示すること。
キ　自動販売機に収納する弁当の期限表示には、時間ま
で表示すること。

６　従事者の衛生管理
ア　営業者は、従事者について、食品衛生上必要な健康状
態の把握のため健康診断を受診させること。
イ　営業者は、保健所長から指示があったときは、従事者
に検便を受けさせること。
ウ　営業者は、従事者が感染症法第18条第１項に規定する
感染症の患者又は無症状病原体保有者であることが判明
した場合は、同条第２項に基づき、食品に直接触れる作
業に従事させないこと。
エ　営業者は、従事者に対し、食品を取り扱う際に作業中
清潔な外衣を着用させること等、衛生上支障が生じない
よう指導すること。

７　食品衛生責任者
ア　営業者は、自動販売機の設置場所ごとに、従事者のう
ちから食品衛生責任者を定め、その氏名及び所在地を各
自動販売機の見やすい位置に表示すること。
イ　食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、衛生管理に
あたること。
ウ　営業者は、保健所長が指示する食品衛生講習会に食品
衛生責任者を出席させ、衛生知識の向上に努めること。

別表第１　営業施設の共通基準（第２条、第４条関係）　略
別表第２　営業施設の業種別基準（第２条関係）
１～14　略
15　魚介類競り売り営業
　　略
16　魚肉練り製品製造業
　　略
17～25　略
26　しょうゆ製造業
　　略
27～30　略
31　麺類製造業
　　略
32～34　略
別表第３　自動販売機による営業の施設の基準（第２条関係）

　略
別表第４（第10条関係）

別表第３　営業施設の共通基準（第３条、第５条関係）　略
別表第４　営業施設の業種別基準（第３条関係）
１～14　略
15　魚介類せり売営業
　　略
16　魚肉ねり製品製造業
　　略
17～25　略
26　醤油製造業
　　略
27～30　略
31　めん類製造業
　　略
32～34　略
別表第５　自動販売機による営業の施設の基準（第３条関係）

　略
別表第６（第11条関係）

番号 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 手数料の名称 区分 単位 金額

１～14　略 １～14　略

15 魚介類競り売り営業許可
申請手数料

略 15 魚介類せり売営業許可申
請手数料

略
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別表第５（第10条関係）　略 別表第７（第11条関係）　略

16 魚肉練り製品製造業許可
申請手数料

略 16 魚肉ねり製品製造業許可
申請手数料

略

17～25　略 17～25　略

26 しょうゆ製造業許可申請
手数料

略 26 醤油製造業許可申請手数
料

略

27～30　略 27～30　略

31 麺類製造業許可申請手数
料

略 31 めん類製造業許可申請手
数料

略

32～34　略 32～34　略

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和２年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
　　（経過措置）
２　改正前の第２条に規定する基準は、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年法律第46号）附則第５条
に規定する基準として、施行日から起算して１年間は、なおその効力を有する。

　長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第18号
　　　長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年長崎県条例第34号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（登録の申請） （登録の申請）
第４条　前条第１項又は第３項の登録を受けようとする者
（以下「申請者」という。）は、規則で定めるところにより、
次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな
い。
　⑴～⑷　略
⑸　営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者の第
10条第４項の規定による研修の受講状況

　⑹　略
２　略

第４条　前条第１項又は第３項の登録を受けようとする者
（以下「申請者」という。）は、規則で定めるところにより、
次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならな
い。
　⑴～⑷　略
　⑸　営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名

　⑹　略
２　略

（登録の拒否） （登録の拒否）
第６条　知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者
であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項に
ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠
けているときは、その登録を拒否しなければならない。
⑴～⑹　略
⑺　第10条第１項、第４項及び第５項に規定する要件のい
ずれかを欠く者

２　略

第６条　知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者
であるとき、又は申請書若しくは添付書類の重要な事項に
ついて虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠
けているときは、その登録を拒否しなければならない。
⑴～⑹　略
⑺　第10条第１項及び第３項に規定する要件のいずれかを
欠く者

２　略
（変更の届出） （変更の届出）
第７条　浄化槽保守点検業者は、第４条第１項各号に掲げる
事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、
変更の日から30日以内に、その旨を知事に届け出なければ
ならない。
２　略

第７条　浄化槽保守点検業者は、第４条第１項各号に掲げる
事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、
変更の日から２週間以内に、その旨を知事に届け出なけれ
ばならない。
２　略

（営業所の設置等） （営業所の設置等）
第10条　略
２　略

第10条　略
２　略
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３　浄化槽保守点検業者は、営業所に置かれる浄化槽管理士
について、浄化槽の保守点検に関する研修を受講する機会
を確保するよう努めなればならない。
４　営業所に置かれる浄化槽管理士は、第３条第１項の登録
の日（同条第３項の規定によりその更新を受けようとする
場合にあっては、現在の登録の有効期間の満了の日の翌
日）の３年前の日以降に、浄化槽管理士免状を取得し、又
は前項の研修のうち規則で定めるものを受講した者でなけ
ればならない。
５　略
６　浄化槽保守点検業者は、第１項、第４項又は第５項の規
定に抵触する営業所が生じたときは、２週間以内に当該各
項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければな
らない。

３　略
４　浄化槽保守点検業者は、第１項又は第３項の規定に抵触
する営業所が生じたときは、２週間以内に当該各項の規定
に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

（業務の実施等） （業務の実施等）
第11条　浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うと
きは、これを営業所に置かれる浄化槽管理士に行わせ、若
しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守
点検業者自らが行い、若しくは実地に監督しなければなら
ない。
２～４　略

第11条　浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うと
きは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督
させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者自らが行
い、若しくは実地に監督しなければならない。

２～４　略
（指示・登録の取消し等） （指示・登録の取消し等）

第13条　略
２　知事は、浄化槽の保守点検業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、その登録を取り消し、又は６月を超えな
い範囲内で期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の
停止を命ずることができる。
⑴～⑶　略
⑷　第10条第６項の規定に違反して措置をとらなかったと
き。
⑸～⑹　略
３　略
第18条　次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の
罰金に処する。
⑴　第10条第６項の規定に違反して措置をとらなかった者
⑵～⑸　略

第13条　略
２　知事は、浄化槽の保守点検業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、その登録を取り消し、又は６月を超えな
い範囲内で期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の
停止を命ずることができる。
⑴～⑶　略
⑷　第10条第４項の規定に違反して措置をとらなかったと
き。
⑸～⑹　略
３　略
第18条　次の各号のいずれかに該当する者は、５万円以下の
罰金に処する。
⑴　第10条第４項の規定に違反して措置をとらなかった者
⑵～⑸　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行し、改正後の長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の規定
（第10条第４項の規定による研修の受講に関する部分に限る。）は、令和５年４月１日以降に登録（その更新を含
む。）を受ける浄化槽保守点検業者について適用する。

　長崎県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第19号
　　　長崎県無料低額宿泊所の設備及び運営の基準に関する条例
目次
第１章　総則（第１条・第２条）
第２章　基本方針（第３条）
第３章　設備及び運営に関する基準（第４条―第32条）
附則
　　　第１章　総則
　　（趣旨）
第１条　この条例は、社会福祉法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第68条の５第１項の規定に基づき、
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について定めるものとする。



― 50 ―

令和２年３月27日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外

　　（定義）
第２条　この条例において「無料低額宿泊所」とは、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準（令和元年厚
生労働省令第34号）第１条に規定する無料低額宿泊所であって、同令第２条に定める範囲のものをいう。
２　前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
　　　第２章　基本方針
　　（基本方針）
第３条　無料低額宿泊所は、入居者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現
に住居を求めている生計困難者につき、無料又は低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、そ
の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを適切かつ効果的に行うもので
なければならない。
２　無料低額宿泊所は、入居者の意思及び人格を尊重して、常に当該入居者の立場に立ったサービスの提供に努
めなければならない。
３　無料低額宿泊所は、基本的に一時的な居住の場であることに鑑み、入居者の心身の状況、その置かれている
環境等に照らし、当該入居者が独立して日常生活を営むことができるか常に把握しなければならない。
４　無料低額宿泊所は、独立して日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、当該入居者の希望、
退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、当該入居者の円滑な退居のための必要な援助に努めなければな
らない。
５　無料低額宿泊所は、地域との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、生計困難者の福祉を増進するこ
とを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めなけれ
ばならない。
　　　第３章　設備及び運営に関する基準
　　（構造設備等の一般原則）
第４条　無料低額宿泊所の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等入居者の保健衛生に関する事項及び防災
について十分考慮されたものでなければならない。
　　（設備の専用）
第５条　無料低額宿泊所の設備は、専ら当該無料低額宿泊所の用に供するものでなければならない。ただし、入
居者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りでない。
　　（職員等の資格要件）
第６条　無料低額宿泊所の長（以下「施設長」という。）は、法第19条第１項各号のいずれかに該当する者若し
くは社会福祉事業等に２年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければな
らない。
２　無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員（施設長を除く。）を、できる限り法第19条第１項各号のい
ずれかに該当する者とするよう努めるものとする。
３　無料低額宿泊所の職員（施設長を含む。第21条を除き、以下同じ。）その他の無料低額宿泊所の運営に携わ
る者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴
力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者であってはならない。
　　（運営規程）
第７条　無料低額宿泊所は、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という。）
を定めておかなければならない。
⑴　施設の目的及び運営の方針
⑵　職員の職種、員数及び職務の内容
⑶　入居定員
⑷　入居者に提供するサービスの内容及び利用料その他の費用の額
⑸　施設の利用に当たっての留意事項
⑹　非常災害対策
⑺　その他施設の運営に関する重要事項
２　無料低額宿泊所は、運営規程を定め、又は変更したときは、知事に届け出なければならない。
　　（非常災害対策）
第８条　無料低額宿泊所は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、地震、風水害、
火災等非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを
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定期的に職員に周知しなければならない。
２　無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも１年に１回以上、定期的に避難、救出その他必要な
訓練を行わなければならない。
　　（記録の整備）
第９条　無料低額宿泊所は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
２　無料低額宿泊所は、入居者に提供するサービスの状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から
５年間保存しなければならない。
⑴　提供した具体的なサービスの内容等の記録
⑵　第30条第２項に規定する苦情の内容等の記録
⑶　第31条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
　　（規模）
第10条　無料低額宿泊所は、５人以上の人員を入居させることができる規模を有するものでなければならない。
　　（サテライト型住居の設置）
第11条　無料低額宿泊所は、本体となる施設（入居定員が５人以上10人以下のものに限る。以下この条において
「本体施設」という。）と一体的に運営される附属施設であって、利用期間が原則として１年以下のもの（入居
定員が４人以下のものに限る。以下この条において「サテライト型住居」という。）を設置することができる。
２　サテライト型住居は、本体施設からおおむね20分以内で移動できる範囲に設置する等、入居者へのサービス
提供に支障がないものとする。
３　一の本体施設に附属することができるサテライト型住居の数は、次の各号に掲げる職員配置の基準に応じ、
当該各号に定める数とする。
⑴　第６条第１項の要件を満たす者が施設長のみ　４以下
⑵　第６条第１項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上　８以下
４　無料低額宿泊所（サテライト型住居を設置するものに限る。）の入居定員の合計は、次の各号に掲げる職員
配置の基準に応じ、当該各号に定める人数とする。
⑴　第６条第１項の要件を満たす者が施設長のみ　20人以下
⑵　第６条第１項の要件を満たす者が施設長のほか１人以上　40人以下
５　無料低額宿泊所は、サテライト型住居について、第９条各項に規定する記録のほか、第20条の規定による状
況把握の実施に係る記録を整備し、その完結の日から５年間保存しなければならない。
６　次条第３項から第５項までの規定は、サテライト型住居ごとに適用する。
　　（設備の基準）
第12条　無料低額宿泊所の建物は、建築基準法（昭和25年法律第201号）の規定を遵守するものでなければなら
ない。
２　無料低額宿泊所の建物は、消防法（昭和23年法律第186号）の規定を遵守するものでなければならない。
３　前項の規定にかかわらず、無料低額宿泊所は、消火器の設置、自動火災報知設備等の防火に係る設備の整備
に努めなければならない。
４　無料低額宿泊所には、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、法第62条第１項に規定する社会福
祉施設その他の施設の設備を利用することにより、当該無料低額宿泊所の効果的な運営を期待することができ
る場合であって、入居者に提供するサービスに支障がないときは、設備の一部を設けないことができる。
⑴　居室
⑵　炊事設備
⑶　洗面所
⑷　便所
⑸　浴室
⑹　洗濯室又は洗濯場
５　無料低額宿泊所には、必要に応じ、次に掲げる設備その他の施設の円滑な運営に資する設備を設けなければ
ならない。
⑴　共用室
⑵　相談室
⑶　食堂
６　第４項各号に掲げる設備、床面積等の基準は、規則で定める。
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　　（職員配置の基準）
第13条　無料低額宿泊所に置くべき職員の員数は、入居者の数及び提供するサービスの内容に応じた適当数とし、
そのうち１人は施設長としなければならない。
２　当該無料低額宿泊所が生活保護法（昭和25年法律第144号）第30条第１項ただし書に規定する日常生活支援
住居施設（以下「日常生活支援住居施設」という。）に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、日常生活
支援住居施設としての職員配置の要件を満たさなければならない。
　　（入居申込者に対する説明、契約等）
第14条　無料低額宿泊所は、居室の利用その他のサービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、入居申込者に
対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制、当該サービスの内容及び費用その他の入居申込者のサービスの選
択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行うとともに、居室の利用に係る契約とそれ
以外のサービスの提供に係る契約をそれぞれ文書により締結しなければならない。
２　無料低額宿泊所は、前項の契約又は当該契約の更新において、契約期間（１年以内のものに限る。ただし、
居室の利用に係る契約については、建物の賃貸借契約（借地借家法（平成３年法律第90号）第38条に規定する
定期建物賃貸借を除く。）の場合は、１年とする。）及び解約に関する事項を定めなければならない。
３　無料低額宿泊所は、前項の契約期間の満了前に、あらかじめ入居者の意向を確認するとともに、法第14条に
規定する福祉に関する事務所（以下「福祉事務所」という。）等都道府県又は市町村の関係機関と、当該入居
者が継続して無料低額宿泊所を利用する必要性について協議しなければならない。
４　無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者の権利を不当に狭めるような条件を定めて
はならない。
５　無料低額宿泊所は、第２項の解約に関する事項において、入居者が解約を申し入れたときは、速やかに当該
契約を終了する旨を定めなければならない。
６　無料低額宿泊所は、第１項の契約又は当該契約の更新において、入居申込者に対し、保証人を立てさせては
ならない。
７　無料低額宿泊所は、入居申込者からの申出があった場合には、第１項の規定による文書の交付に代えて、第
10項で定めるところにより、当該入居申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項及び第２項の事項（以
下この条においてこれらを「重要事項等」という。）を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の
技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」という。）により提供する
ことができる。この場合において、当該無料低額宿泊所は、当該文書を交付したものとみなす。
⑴　電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア　無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回
線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ　無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された重要事項等を電気通信回線
を通じて入居申込者の閲覧に供し、当該入居申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該
重要事項等を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合に
あっては、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法）

⑵　磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこ
とができる物をもって調製するファイルに重要事項等を記録したものを交付する方法

８　前項に掲げる方法は、入居申込者がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるも
のでなければならない。
９　第７項第１号の電子情報処理組織とは、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と、入居申込者の使用に係
る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
10　無料低額宿泊所は、第７項の規定により重要事項等を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入居申込
者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なけ
ればならない。
⑴　第７項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの
⑵　ファイルへの記録の方式
11　前項の規定による承諾を得た無料低額宿泊所は、当該入居申込者から文書又は電磁的方法により電磁的方法
による提供を受けない旨の申出があったときは、当該入居申込者に対し、重要事項等の提供を電磁的方法によっ
てしてはならない。ただし、当該入居申込者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
　　（入退居）
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第15条　無料低額宿泊所は、入居予定者の入居に際しては、その者の心身の状況、生活の状況等の把握に努めな
ければならない。
２　無料低額宿泊所は、入居者の心身の状況、入居中に提供することができるサービスの内容等に照らし、無料
低額宿泊所において日常生活を営むことが困難となったと認められる入居者に対し、その者の希望、その者が
退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の状態に適合するサービスに関する情報の提供を行うと
ともに、適切な他のサービスを受けることができるよう必要な援助に努めなければならない。
３　無料低額宿泊所は、入居者の退居に係る援助に際しては、福祉事務所等県又は市町村の関係機関、相談等の
支援を行う保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者等との密接な連携に努めなければならない。
　　（利用料の受領）
第16条　無料低額宿泊所は、入居者から利用料として、次に掲げる費用（第７号については、当該無料低額宿泊
所が日常生活支援住居施設である場合に限る。）を受領することができる。
⑴　食事の提供に要する費用
⑵　居室使用料
⑶　共益費
⑷　光熱水費
⑸　日用品費
⑹　基本サービス費
⑺　入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用
２　前項各号に掲げる利用料の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
⑴　食事の提供に要する費用　食材費及び調理等に関する費用に相当する金額とすること。
⑵　居室使用料　次に掲げる基準
ア　当該無料低額宿泊所の整備に要した費用、修繕費、管理事務費、地代に相当する額等を基礎として合理
的に算定された金額とすること。
イ　アに規定する金額以外に、敷金、権利金、謝金等の金品を受領しないこと。
⑶　共益費　共用部分の清掃、備品の整備等の共用部分の維持管理に要する費用に相当する金額とすること。
⑷　光熱水費　居室及び共用部分に係る光熱水費に相当する金額とすること。
⑸　日用品費　入居者本人が使用する日用品の購入費に相当する金額とすること。
⑹　基本サービス費　入居者の状況把握等の業務に係る人件費、事務費等に相当する金額とすること。
⑺　入居者が選定する日常生活上の支援に関するサービスの提供に要する費用　次に掲げる基準
ア　人件費、事務費等（前号の基本サービス費に係るものを除く。）に相当する金額とすること。
イ　日常生活支援住居施設として受領する委託費を除くこと。

　　（サービス提供の方針）
第17条　無料低額宿泊所は、入居者の健康保持に努めるほか、当該入居者が安心して生き生きと明るく生活でき
るよう、その心身の状況や希望に応じたサービスの提供を行うとともに、生きがいをもって生活できるように
するための機会を適切に提供しなければならない。
２　無料低額宿泊所は、入居者にとって当該無料低額宿泊所全体が１つの住居であることに鑑み、入居者が共用
部分を円滑に使用できるよう配慮した運営を行わなければならない。
３　無料低額宿泊所は、プライバシーの確保に配慮した運営を行わなければならない。
４　無料低額宿泊所の職員は、入居者に対するサービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、当
該入居者に対し、サービスの提供を行う上で必要な事項について、理解しやすいように説明を行わなければな
らない。
　　（食事）
第18条　無料低額宿泊所は、入居者に食事を提供する場合、量及び栄養並びに当該入居者の心身の状況及び嗜好
を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
　　（入浴）
第19条　無料低額宿泊所は、入居者に対し１日に１回の頻度で入浴の機会を提供しなければならない。ただし、
やむを得ない事情があるときは、あらかじめ、当該入居者に対し当該事情の説明を行うことにより、１週間に
３回以上の頻度とすることができる。
　　（状況把握）
第20条　無料低額宿泊所は、原則として１日に１回以上、入居者に対し居室への訪問等の方法による状況把握を



― 54 ―

令和２年３月27日　金曜日 長 崎 県 公 報 号　外

行わなければならない。
　　（施設長の責務）
第21条　施設長は、無料低額宿泊所の職員の管理、入退居に係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一
元的に行わなければならない。
２　施設長は、職員にこの章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
　　（職員の責務）
第22条　無料低額宿泊所の職員は、入居者からの相談に応じるとともに、適切な助言及び必要な支援を行わなけ
ればならない。
　　（勤務体制の確保等）
第23条　無料低額宿泊所は、入居者に対し、適切なサービスを提供できるよう、職員の勤務体制を整備しておか
なければならない。
２　無料低額宿泊所は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
３　無料低額宿泊所は、職員の処遇について、労働に関する法令の規定を遵守するとともに、職員の待遇の向上
に努めなければならない。
　　（定員の遵守）
第24条　無料低額宿泊所は、入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のや
むを得ない事情がある場合は、この限りでない。
　　（衛生管理等）
第25条　無料低額宿泊所は、入居者の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、
又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
２　無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所において感染症、食中毒又は害虫が発生し、又はまん延しないよう
に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
　　（日常生活に係る金銭管理）
第26条　入居者の金銭の管理は当該入居者本人が行うことを原則とする。ただし、金銭の適切な管理を行うこと
に支障がある入居者であって、無料低額宿泊所による金銭の管理を希望するものに対し、無料低額宿泊所が、
日常生活に係る金銭を管理することを妨げない。
２　前項ただし書の規定による金銭の管理について必要な事項は、規則で定める。
　　（掲示及び公表）
第27条　無料低額宿泊所は、入居者の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他入居者のサー
ビスの選択に資すると認められる事項を掲示しなければならない。
２　無料低額宿泊所は、運営規程を公表するとともに、毎会計年度終了後３月以内に、貸借対照表、損益計算書
等の収支の状況に係る書類を公表しなければならない。
　　（秘密保持等）
第28条　無料低額宿泊所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らし
てはならない。
２　無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所の職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入居
者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
　　（広告）
第29条　無料低額宿泊所は、当該無料低額宿泊所について広告をする場合は、その内容が虚偽又は誇大なもので
あってはならない。
　　（苦情への対応）
第30条　無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関する入居者の苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦
情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
２　無料低額宿泊所は、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
３　無料低額宿泊所は、その提供したサービスに関し、県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言
に従って必要な改善を行わなければならない。
４　無料低額宿泊所は、県からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を県に報告しなければならない。
５　無料低額宿泊所は、法第83条に規定する運営適正化委員会が行う法第85条第１項の規定による調査にできる
限り協力しなければならない。
　　（事故発生時の対応）
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第31条　無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、当該入
居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
２　無料低額宿泊所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
３　無料低額宿泊所は、入居者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速
やかに行わなければならない。
　　（委任）
第32条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第11条の規定は、令和４年４月１日から施行する。

　長崎県医療施設耐震化臨時特例基金条例を廃止する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第20号
　　　長崎県医療施設耐震化臨時特例基金条例を廃止する条例
　長崎県医療施設耐震化臨時特例基金条例（平成21年長崎県条例第69号）は、廃止する。
　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、公布の日から施行する。
　　（国庫への納付）
２　この条例の施行の際、長崎県医療施設耐震化臨時特例基金に残額があるときは、当該基金の残額を一般会計
歳入歳出予算に計上して、国庫に納付するものとする。

　長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第21号
　　　長崎県薬務関係手数料条例の一部を改正する条例
　長崎県薬務関係手数料条例（平成12年長崎県条例第17号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）
番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～３　略 １～３　略

４ 毒物及び劇物取締法
（昭和25年法律第303
号）第４条第２項の
規定に基づく毒物又
は劇物販売業の登録
の申請に対する審査

略 ４ 毒物及び劇物取締法
（昭和25年法律第303
号）第４条第１項の
規定に基づく毒物又
は劇物販売業の登録
の申請に対する審査

略

５ 毒物及び劇物取締法
第４条第３項の規定
に基づく毒物又は劇
物販売業の登録の更
新の申請に対する審
査

略 ５ 毒物及び劇物取締法
第４条第４項の規定
に基づく毒物又は劇
物販売業の登録の更
新の申請に対する審
査

略

６ 毒物及び劇物取締法
施行令（昭和30年政
令第261号）第35条
第１項の規定に基づ
く毒物劇物営業者の
登録票の書換え交付

毒物劇物営業
者登録票書換
え交付手数料

略 ６ 毒物及び劇物取締法
第４条第１項及び毒
物及び劇物取締法施
行令（昭和30年政令
第261号）第35条の
規定に基づく毒物又
は劇物販売業の登録
票の書換え交付

毒物劇物販売
業登録票書換
え交付手数料

略
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７ 毒物及び劇物取締法
施行令第36条第１項
の規定に基づく毒物
劇物営業者の登録票
の再交付

毒物劇物営業
者登録票再交
付手数料

略 ７ 毒物及び劇物取締法
第４条第１項及び毒
物及び劇物取締法施
行令第36条の規定に
基づく毒物又は劇物
販売業の登録票の再
交付

毒物劇物販売
業登録票再交
付手数料

略

８　略 ８　略

９ 毒物及び劇物取締法
第４条第２項の規定
に基づく毒物又は劇
物の製造業又は輸入
業の登録の申請に対
する審査

略 ９ 毒物及び劇物取締法
第23条の２及び第４
条第２項の規定に基
づく毒物又は劇物の
製造業又は輸入業の
登録の申請に対する
審査

略

10 毒物及び劇物取締法
第４条第３項の規定
に基づく毒物又は劇
物の製造業又は輸入
業の登録の更新の申
請に対する審査

略 10 毒物及び劇物取締法
第23条の２及び第４
条第４項の規定に基
づく毒物又は劇物の
製造業又は輸入業の
登録の更新の申請に
対する審査

略

11 毒物及び劇物取締法
第９条第１項の規定
に基づく毒物又は劇
物の製造業又は輸入
業の登録の変更の申
請に対する審査

略 11 毒物及び劇物取締法
第23条の２及び第９
条第１項の規定に基
づく毒物又は劇物の
製造業又は輸入業の
登録の変更の申請に
対する審査

略

12 毒物及び劇物取締法
第４条第２項の規定
に基づく毒物又は劇
物の製造業又は輸入
業の登録の申請に係
る経由

毒物劇物製造
業又は輸入業
登録申請手数
料

１件 20,700円

13 毒物及び劇物取締法
第４条第４項の規定
に基づく毒物又は劇
物の製造業又は輸入
業の登録の更新の申
請に係る経由

毒物劇物製造
業又は輸入業
登録更新申請
手数料

１件 6,800円

14 毒物及び劇物取締法
第９条第２項におい
て準用する同法第４
条第２項の規定に基
づく毒物又は劇物の
製造業又は輸入業の
登録の変更の申請に
係る経由

毒物劇物製造
業又は輸入業
登録変更申請
手数料

１件 3,200円

12 覚醒剤取締法（昭和
26年法律第252号）
第４条第２項の規定
に基づく覚醒剤施用
機関の指定の申請に
対する審査

覚醒剤施用機
関指定申請手
数料

略 15 覚せい
0 0

剤取締法（昭
和26年法律第252号）
第３条第１項の規定
に基づく覚せい剤施
用機関の指定の申請
に対する審査

覚せい剤施用
機関指定申請
手数料

略

13 覚醒剤取締法第４条
第２項の規定に基づ
く覚醒剤研究者の指
定の申請に対する審
査

覚醒剤研究者
指定申請手数
料

略 16 覚せい
0 0

剤取締法第３
条第１項の規定に基
づく覚せい剤研究者
の指定の申請に対す
る審査

覚せい剤研究
者指定申請手
数料

略

14 覚醒剤取締法第11条
第１項（同法第30条
の５において準用す
る場合を含む。）の
規定に基づく覚醒剤
施用機関、覚醒剤研
究者、覚醒剤原料取

覚醒剤施用機
関、覚醒剤研
究者、覚醒剤
原料取扱者又
は覚醒剤原料
研究者の指定
証再交付手数

略 17 覚せい
0 0

剤取締法第11
条第１項（同法第30
条の５において準用
する場合を含む。）
の規定に基づく覚せ
い剤施用機関、覚せ
い剤研究者、覚せい

覚せい剤施用
機関、覚せい
剤研究者、覚
せい剤原料取
扱者又は覚せ
い剤原料研究
者の指定証再

略
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扱者又は覚醒剤原料
研究者の指定証の再
交付

料 剤原料取扱者又は覚
せい剤原料研究者の
指定証の再交付

交付手数料

15 覚醒剤取締法第30条
の５において準用す
る同法第４条第２項
の規定に基づく覚醒
剤原料取扱者の指定
の申請に対する審査

覚醒剤原料取
扱者指定申請
手数料

略 18 覚せい
0 0

剤取締法第30
条の２の規定に基づ
く覚せい剤原料取扱
者の指定の申請に対
する審査

覚せい剤原料
取扱者指定申
請手数料

略

16 覚醒剤取締法第30条
の５において準用す
る同法第４条第２項
の規定に基づく覚醒
剤原料研究者の指定
の申請に対する審査

覚醒剤原料研
究者指定申請
手数料

略 19 覚せい
0 0

剤取締法第30
条の２の規定に基づ
く覚せい剤原料研究
者の指定の申請に対
する審査

覚せい剤原料
研究者指定申
請手数料

略

17 覚醒剤取締法第４条
第１項及び第５条第
２項（これらの規定
を同法第30条の５に
おいて準用する場合
を含む。）の規定に
基づく覚醒剤製造業
者、覚醒剤原料輸入
業者、覚醒剤原料輸
出業者又は覚醒剤原
料製造業者の指定申
請に係る経由

覚醒剤製造業
者、覚醒剤原
料輸入業者、
覚醒剤原料輸
出業者又は覚
醒剤原料製造
業者の指定申
請手数料

略 20 覚せい
0 0

剤取締法第４
条第１項及び第５条
第２項（これらの規
定を同法第30条の５
において準用する場
合を含む。）の規定
に基づく覚せい剤製
造業者、覚せい剤原
料輸入業者、覚せい
剤原料輸出業者又は
覚せい剤原料製造業
者の指定申請に係る
経由

覚せい剤製造
業者、覚せい
剤原料輸入業
者、覚せい剤
原料輸出業者
又は覚せい剤
原料製造業者
の指定申請手
数料

略

18 覚醒剤取締法第11条
第１項（同法第30条
の５において準用す
る場合を含む。）の
規定に基づく覚醒剤
製造業者、覚醒剤原
料輸入業者、覚醒剤
原料輸出業者又は覚
醒剤原料製造業者の
指定証の再交付申請
に係る経由

覚醒剤製造業
者、覚醒剤原
料輸入業者、
覚醒剤原料輸
出業者又は覚
醒剤原料製造
業者の指定証
再交付手数料

略 21 覚せい
0 0

剤取締法第11
条第１項（同法第30
条の５において準用
する場合を含む。）
の規定に基づく覚せ
い剤製造業者、覚せ
い剤原料輸入業者、
覚せい剤原料輸出業
者又は覚せい剤原料
製造業者の指定証の
再交付申請に係る経
由

覚せい剤製造
業者、覚せい
剤原料輸入業
者、覚せい剤
原料輸出業者
又は覚せい剤
原料製造業者
の指定証再交
付手数料

略

19～29　略 22～32　略

30 医薬品医療機器等法
第11条（同法第38条
及び第40条第１項に
おいて準用する場合
を含む。）及び医薬
品、医療機器等の品
質、有効性及び安全
性の確保等に関する
法律施行令（昭和36
年政令第11号。以下
「医薬品医療機器等
法施行令」という。）
第１条の５第１項若
しくは第45条第１項
の規定に基づく薬局
開設の許可証、医薬
品の販売業の許可
証、高度管理医療機
器等の販売業若しく
は貸与業の許可証若
しくは再生医療等製
品の販売業の許可証
の書換え交付又は薬
事法の一部を改正す
る法律の施行に伴う
関係政令の整備等及
び経過措置に関する
政令（平成21年政令

略 33 医薬品医療機器等法
第11条（同法第38条
及び第40条第１項に
おいて準用する場合
を含む。）及び医薬
品、医療機器等の品
質、有効性及び安全
性の確保等に関する
法律施行令（昭和36
年政令第11号。以下
「医薬品医療機器等
法施行令」という。）
第１条の５第１項若
しくは第45条第１項
の規定に基づく薬局
開設の許可証、医薬
品の販売業の許可
証、高度管理医療機
器等の販売業若しく
は貸与業の許可証若
しくは再生医療等製
品の販売業の許可証
の書換え交付又は薬
事法の一部を改正す
る法律の施行に伴う
関係政令の整備等及
び経過措置に関する
政令（平成21年政令

略
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第２号。次項におい
て「整備政令」とい
う。）附則第３条の
規定によりなおその
効力を有することと
される同令による改
正前の薬事法施行令
第45条第１項の規定
に基づく医薬品の販
売若しくは授与の相
手方の変更の許可証
の書換え交付

第２号。34の項にお
いて「整備政令」と
いう。）附則第３条
の規定によりなおそ
の効力を有すること
とされる同令による
改正前の薬事法施行
令第45条第１項の規
定に基づく医薬品の
販売若しくは授与の
相手方の変更の許可
証の書換え交付

31～73　略 34～76　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県子育て条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第22号
　　　長崎県子育て条例の一部を改正する条例
　長崎県子育て条例（平成20年長崎県条例第45号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

目次
　前文
　第１章及び第２章　略
　第３章　子どもの心と命を守るための取組（第19条－第21

条）
　第４章～第６章　略
　附則

目次
　前文
　第１章及び第２章　略
　第３章　児童虐待やいじめなどの防止（第19条－第21条）

　第４章～第６章　略
　附則

（用語の意味） （用語の意味）
第２条　この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。第２条　この条例で使用する用語の意味は、次のとおりです。
⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
⑶　学校等　保育所、幼稚園、小学校、中学校、義務教育
学校、高等学校、特別支援学校など、実際に子どもを養
育し、または教育する施設をいいます。

⑶　学校等　保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、
特別支援学校など、実際に子どもを養育し、または教育
する施設をいいます。

⑷　略 ⑷　略
（基本的な考え方） （基本的な考え方）

第３条　この条例では、子育てについて次のように考えます。第３条　この条例では、子育てについて次のように考えます。
⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
⑶　子どもは、あらゆる身体的または精神的な暴力やその
他の不当な扱いを受けることはなく、最善の利益が優先
して考慮されます。児童虐待は、子どもへの重大な権利
侵害であり、しつけに際して、体罰を加えることは許さ
れないとの認識のもと、社会全体で、その防止が図られ
なければなりません。また、子どもも社会の一員として
ルールを守り、他の人の権利を尊重することが大切です。

⑶　子どもは、あらゆる身体的または精神的な暴力やその
他の不当な扱いを受けることはなく、最善の利益が考慮
されます。また、子どもも社会の一員としてルールを守
り、他の人の権利を尊重することが大切です。

２　略 ２　略
（保護者の役割） （保護者の役割）

第６条　略 第６条　略
２及び３　略 ２及び３　略
４　保護者は、児童相談所又は市町などが行う子どもの安全
確認措置に協力するとともに、児童相談所又は市町などに
よる指導を受けた場合は、必要な改善等に取り組みます。
（県民の役割） （県民の役割）

第７条　略 第７条　略
２　県民は、県や市町などと連携して、児童虐待やいじめ、 ２　県民は、県や市町などと連携して、児童虐待やいじめ、
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不登校など、子どもに関する問題等の発生予防や早期発見、
早期対応に努めます。

不登校など、子どもに関する問題の発生予防や早期発見、
早期対応に努めます。

（学校等の役割） （学校等の役割）
第８条　略 第８条　略
２　学校等は、県や市町などと連携して、児童虐待やいじめ、
不登校など、子どもに関する問題等の発生予防や早期発見、
早期対応に取り組みます。

２　学校等は、県や市町などと連携して、児童虐待やいじめ、
不登校など、子どもに関する問題の発生予防や早期発見、
早期対応に取り組みます。

　　　第３章　子どもの心と命を守るための取組 　　　第３章　児童虐待やいじめなどの防止
（相談・支援体制の充実） （相談・支援体制の充実）
第19条　県は、市町などと連携して、児童虐待やいじめ、不
登校など、子どもに関する問題等の発生予防や早期発見、
早期対応のために、相談・支援体制の充実に向けた取組を
進めます。

第19条　県は、市町などと連携して、児童虐待やいじめ、不
登校など、子どもに関する問題の発生予防や早期発見、早
期対応のために、相談・支援体制の充実に向けた取組を進
めます。

（関係機関の連携による対応） （児童虐待への対応）
第20条　県は、児童虐待やいじめ、不登校など、子どもに関
する問題等について、児童福祉法（昭和22年法律第164号）
第25条の２の規定により市町が設置する要保護児童対策地
域協議会（次条において「要対協」といいます。）等にお
いて、児童相談所や警察、学校等、市町などの関係機関で
情報共有し、連携して適切に対応します。

第20条　県は、市町などと連携して、虐待を受けた子どもの
ケアや虐待を行った保護者などに適切に対応します。

（市町などへの支援） （市町などへの支援）
第21条　県は、児童虐待やいじめ、不登校など、子どもに関
する問題等に適切に対応するために、要対協や、児童福祉
施設などを支援します。

第21条　県は、児童虐待やいじめ、不登校など、子どもに関
する問題に適切に対応するために、児童福祉法（昭和22年
法律第164号）第25条の２に基づき市町が設置する要保護
児童対策地域協議会や、児童福祉施設などを支援します。

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例
をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第23号

長崎県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する
条例

　長崎県幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例（平成26年長崎県条例
第63号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　　附　則
１～３　略
　　（幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例）
４　副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園について
の第６条第３項の規定の適用については、施行日から起算
して10年を経過する日までの間は、同項の表備考第１号中
「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。
５～12　略

　　　附　則
１～３　略
　　（幼保連携型認定こども園の職員配置に係る特例）
４　副園長又は教頭を置く幼保連携型認定こども園について
の第６条第３項の規定の適用については、施行日から起算
して５年を経過する日までの間は、同項の表備考第１号中
「かつ、」とあるのは、「又は」とすることができる。
５～12　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県魚市場条例を廃止する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第24号
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　　　長崎県魚市場条例を廃止する条例
　長崎県魚市場条例（昭和31年長崎県条例第42号）は、廃止する。
　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和２年６月21日から施行する。
　　（罰則に関する経過措置）
２　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第25号
　　　長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例
　長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例（平成12年長崎県条例第40号）の全部を改正する。
目次
第１章　総則（第１条―第７条）
第２章　魚市場施設の利用及び使用（第８条―第21条）
第３章　魚市場における卸売業務等（第22条）
第４章　業務規程（第23条―第29条）
附則
　　　第１章　総則
　　（目的）
第１条　この条例は、生鮮水産物及び加工品（以下「生鮮水産物等」という。）の公正な取引と円滑な流通を図
るため、卸売市場法（昭和46年法律第35号。以下「法」という。）第13条第１項に基づき長崎県が設置する長
崎県地方卸売市場長崎魚市場（以下「魚市場」という。）の位置、取扱品目、開場の期日及び時間並びにその
使用に関して定めるとともに、法第13条第４項の規定に基づき魚市場の業務の方法及び卸売業者、買受人その
他の卸売市場において売買取引を行う者（以下「取引参加者」という。）が業務に関し遵守すべき事項その他
魚市場の管理について必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより生鮮水産物等の取引
の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって県民等の生活の安定に資することを目的とする。
　　（定義）
第２条　この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　卸売業者　法第２条第４項に規定する者であって、第22条の規定による知事の許可を受けたものをいう。
⑵　買受人　卸売業者から卸売を受けようとする者であって、第22条の規定による知事の承認を受けたものを
いう。
⑶　施設使用者　第９条の規定による魚市場の施設の使用の許可を受けた者をいう。
　　（魚市場の位置）
第３条　魚市場の位置は、長崎市京泊３丁目とする。
　　（取扱品目）
第４条　魚市場において取り扱う品目は、生鮮水産物等とする。
　　（開場の期日）
第５条　魚市場は、次に掲げる日（以下「休業日」という。）を除き、毎日開場する。
⑴　日曜日
⑵　１月１日から同月４日まで及び８月16日
２　知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、休業日に開場し、又は休業日以外の日に休
業することができる。
３　前項の規定により、休業日に開場し、又は休業日以外の日に休業することを定めたときは、その旨を長崎県
公報に登載して公示する。
　　（臨時の休業又は営業）
第６条　卸売業者、買受人又は関連業者（魚市場の機能の向上に資する業務又は魚市場の利用者に便益を提供す
る業務を営む者であって、第22条の規定により知事の承認を受けたものをいう。以下同じ。）が休業日（臨時
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の休業日を含む。）以外の日に休業し、又は休業日に営業しようとするときは、知事の承認を受けなければな
らない。
２　前項の規定による承認をしたときは、その旨を長崎県公報に登載して公示する。ただし、緊急の場合その他
やむを得ない事由のある場合については、魚市場に掲示して公示する。
　　（開場の時間等）
第７条　魚市場の開場の時間は、午前０時から午後５時までとする。ただし、知事が必要があると認めるときは、
これを変更することができる。
２　卸売業者は、前項の開場の時間の範囲内において、せり売又は入札の方法による卸売のための販売開始時刻
及び販売終了時刻を定め、及びこれを変更することができる。この場合においては、知事の承認を受けなけれ
ばならない。
３　第１項ただし書の規定による魚市場の開場時間の変更をしたときは、魚市場に掲示して公示する。
　　　第２章　魚市場施設の利用及び使用
　　（魚市場の利用者）
第８条　魚市場を利用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。
⑴　卸売業者
⑵　買受人
⑶　小売人（卸売業者から卸売を受け、又は買受人から買受けて、一般消費者に生鮮水産物等を販売する者を
いう。）及び業務用買出人（卸売業者から卸売を受け、又は買受人から買受けて、生鮮水産物等の販売又は
提供の業務を営む者に生鮮水産物等を販売する者をいう。）
⑷　出荷者（卸売業者に生鮮水産物等の卸売のための販売を委託し、又は生鮮水産物等を売渡す者をいう。以
下同じ。）
⑸　前各号に掲げる者のほか、魚市場の業務に関連する業務を営む者
　　（魚市場施設の使用者）
第９条　魚市場の施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。
２　前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書に履歴書、住民票及び身元証明書を添付して、知事
に提出するものとする。ただし、出荷者が通過又は上場を目的として魚市場の施設を使用する場合は、この限
りでない。
３　前項の許可申請をしようとする者が卸売業者、買受人又は関連業者以外の者であるときについては、同項の
申請書に買受人の承認に係る申請書の添付書類を添えて知事に提出しなければならない。
　　（使用料）
第10条　施設使用者は、別表により算出した金額に100分の110を乗じて得た額（その額に１円未満の端数がある
ときは、これを切り捨てる。）の使用料を納付しなければならない。ただし、受託物使用料については、同表
に定める額とする。
２　既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他特別の事情により魚市場の施設を使用すること
ができなかったときは、この限りでない。
　　（使用料の減免）
第11条　知事は、災害その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
　　（権利の譲渡及び転貸の禁止）
第12条　施設使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
　　（転用又は現状変更等の禁止）
第13条　施設使用者は、知事の承認を受けた場合を除き、その施設を許可された目的以外の用途に使用し、又は
魚市場の施設の現状に変更を加えてはならない。
　　（損害賠償）
第14条　知事は、故意又は過失により魚市場の施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失した者に対して原状回
復又はその損害の賠償を命ずることができる。
　　（使用の許可の取消し等）
第15条　知事は、施設使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は使用の
停止その他必要な措置を命ずることができる。
⑴　この条例若しくは規則の規定又はこれらに基づく処分若しくはこれに付した条件に違反したとき。
⑵　使用料の納付を怠ったとき。
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２　知事は、災害の予防その他魚市場の施設の管理上必要があると認めるときは、施設使用者に対し、前項に規
定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
　　（免責）
第16条　施設使用者が、魚市場に関する法令又はこの条例若しくは規則の規定に基づいて行う処分によって損害
を受けた場合においては、県はその責を負わない。
　　（魚市場施設使用者の保証金の預託）
第17条　施設使用者は、その許可を受けた日から起算して２月以内に使用料月額（消費税額及び地方消費税額を
除く。）の６倍に相当する保証金を知事に預託しなければならない。ただし、通過若しくは卸売を目的として
卸売場棟又は駐車場の使用許可を受けた者については、この限りでない。
２　前項の保証金は、次に掲げる有価証券をもってこれに代えることができる。
⑴　国債証券
⑵　地方債証券
⑶　日本銀行が発行する出資証券
⑷　特別の法律により、法人が発行する債券
⑸　前各号に掲げるもののほか、知事が相当と認めるもの
３　前項の有価証券の価格は、同項第１号及び第２号に掲げる有価証券にあってはその額面金額、同項第３号及
び第４号に掲げる有価証券にあってはその額面金額の100分の90に相当する額並びに同項第５号に掲げる有価
証券にあってはその額面金額の100分の80に相当する額とする。
　　（保証金の追加預託）
第18条　施設使用者は、前条の規定により預託した保証金について差押命令、仮差押命令の送達を受けた場合そ
の他預託すべき保証金の額に不足を生じた場合は、知事が指定する日までに差押え若しくは仮差押えがされた
金額又は不足する金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
２　施設使用者は、前項の指定する日までに預託を完了しないときは、その日の翌日から預託を完了するまでは、
施設を使用することができない。
３　第１項の規定により預託すべき保証金については、前条第２項及び第３項の規定を準用する。
　　（保証金の充当）
第19条　知事は、施設使用者が使用料その他魚市場に関して県に納付すべき金額の納付を怠ったときは、他の債
権者に先だって保証金をこれに充てることができる。
　　（保証金の返還）
第20条　保証金は、施設使用者がその資格を失った日から１月を経過した後でなければ返還しない。
　　（電灯、電力等の費用の負担）
第21条　施設使用者は、その使用に伴う電気料金、ガス料金、水道料金、県が供給する使用水料金及び汚水処理
に関する費用を負担しなければならない。
　　　第３章　魚市場における卸売業務等
　　（卸売等の許可等）
第22条　魚市場においては、卸売業者は知事の許可を、買受人、取引代理人（買受人を代理して卸売に参加する
者をいう。）及び関連業者は知事の承認を受けなければ、その業務を行ってはならない。
　　　第４章　業務規程
　　（魚市場の業務の基本原則）
第23条　魚市場の業務に従事する職員は、魚市場の業務の運営に関し、取引参加者に対して不当に差別的な取扱
いをしてはならない。
　　（魚市場の業務の方法）
第24条　知事は、法第13条第４項並びに第５項第３号及び第４号の規定に基づき、魚市場における卸売業者の売
買取引の方法、魚市場における売買取引の決済の方法その他の魚市場の業務の方法を業務規程として規則で定
める。
　　（取引参加者の遵守事項）
第25条　知事は、法第13条第４項並びに第５項第５号及び第６号の規定に基づき、魚市場の取引参加者が魚市場
における業務について遵守すべき事項を業務規程として規則で定める。
　　（報告及び検査）
第26条　知事は、前条の規定により定めた事項を取引参加者及び関連業者（以下「取引参加者等」という。）に
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遵守させるため、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、取引参加者
等の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物
件を検査させることができる。
２　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならな
い。
３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
　　（改善措置命令等）
第27条　知事は、取引参加者等に遵守させるため必要があると認めるときは、取引参加者等に対し、その業務若
しくは会計に関し、必要な指示をし、又は改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
　　（監督処分）
第28条　知事は、卸売業者がこの条例若しくは規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中
止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、６月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部又は一
部の停止を命ずることができる。
２　知事は、買受人がこの条例若しくは規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、変
更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第22条の承認を取消し、又は６月以内の期間を定めて買受人
の業務の全部若しくは一部の停止又は６月以内の期間を定めて魚市場への入場の停止を命ずることができる。
３　知事は、関連業者がこの条例若しくは規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には、当該行為の中止、
変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、第22条の承認を取消し、又は６月以内の期間を定めてその
許可に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
４　取引参加者等について、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又
は人の業務に関し、この条例若しくは規則又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、この行為者
に対して６月以内の期間を定めて魚市場への入場を停止するほか、その取引参加者等に対しても、前３項の規
定を適用する。
５　第１項、第２項及び前項において行う卸売業者及び買受人の処分に当たっては、あらかじめ長崎魚市場運営
協議会の意見を聴かなければならない。
６　前項に規定するもののほか、長崎魚市場運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
　　（規則への委任）
第29条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和２年６月21日から施行する。
　　（魚市場の同一性）
２　この条例の施行の際現に存する魚市場は、改正後の長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例（以下「新条例」と
いう。）の規定に基づく魚市場として同一性を持って存続するものとする。
　　（経過措置）
３　この条例の施行の日前に改正前の長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例の規定又は法及び長崎県卸売市場条例
及び長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関する条例を廃止する条例（令和２年長崎県条例第27号）による
廃止前の長崎県卸売市場条例（昭和46年長崎県条例第74号）の規定によってした許可、承認その他の処分又は
申請その他の手続で新条例に相当の規定があるものは、新条例の相当の規定によってした許可、承認その他の
処分又は申請その他の手続とみなす。

別表（第10条関係）

区分 単位 金額

通過
物使
用料

薄箱 遠洋物 １箱につき ４円

沿岸物 ４円

中箱 遠洋物 １箱につき ５円

沿岸物 ４円

養殖用餌料 10キログラムにつき １円
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上記以外のもの １キログラムにつき １円

受託物使用料 受託販売高に100分の110を乗じ
た額に1,000分の3.8を乗じて得
た額

買受人売場使用料 １平方メートル当たり１月につき 500円

関連商品売場使用料 １平方メートル当たり１月につき 1,100円

現場詰所使用料 １平方メートル当たり１月につき 450円

事務室使用料 １平方メートル当たり１月につき 500円

第一駐車場使用料 １台１月につき 4,000円

第二駐車場屋根付部分使用料 １台１月につき 970円

魚かん置場使用料 １平方メートル当たり１月につき 125円

コンテナヤード使用料 １平方メートル当たり１月につき 100円

発送ターミナル使用料 施設一式当たり１月につき 220,000円

定温冷蔵庫使用料 施設一式当たり１月につき 150,000円

備考　１　通過物使用料及び受託物使用料は、毎日集計し、１円未満の端数は小数点第１位を四捨五入して積
算する。

　　　２　海水処理施設・荷揚コンベア等は卸売場の附帯施設とし、受託物使用料に含める。

　長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第26号
　　　長崎県漁港管理条例の一部を改正する条例
　長崎県漁港管理条例（昭和35年長崎県条例第25号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（占用の許可等） （占用の許可等）
第12条　略 第12条　略
２　略 ２　略
３　第１項の占用の期間は、10年を超えることができない。
ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限
りでない。

３　第１項の占用の期間は、１月（工作物の設置を目的とす
る占用にあっては、３年）を超えることができない。ただ
し、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りで
ない。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県卸売市場条例及び長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関する条例を廃止する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第27号
　　　長崎県卸売市場条例及び長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関する条例を廃止する条例
　次に掲げる条例は、廃止する。
　⑴　長崎県卸売市場条例（昭和46年長崎県条例第74号）
　⑵　長崎県卸売市場審議会の組織及び運営に関する条例（昭和46年長崎県条例第68号）
　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和２年６月21日から施行する。
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　　（附属機関の設置に関する条例の一部改正）
２　附属機関の設置に関する条例（昭和29年長崎県条例第13号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

附属機関
の属する
執行機関

附属機関 担任する事務
附属機関
の属する
執行機関

附属機関 担任する事務

知事 略 知事 略

長崎県卸売市場審議会 卸売市場の整備計画に関する
事項その他卸売市場に関する
重要事項の調査審議及び意見
の答申に関する事務

略 略

略 略

　長崎県立都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第28号
　　　長崎県立都市公園条例の一部を改正する条例
　長崎県立都市公園条例（昭和35年長崎県条例第39号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第７条関係）
　　有料公園施設

別表第１（第７条関係）
　　有料公園施設

都市公園名 有料公園施設の名称 都市公園名 有料公園施設の名称

略 略

長崎県立総合運動公園 陸上競技場
補助競技場

テニスコート
野球広場
ソフトボール場
水泳プール
ローンボウルス場

長崎県立総合運動公園 陸上競技場
補助競技場
サッカー場
テニスコート
野球広場
ソフトボール場
水泳プール
ローンボウルス場

略 略

別表第２（第11条関係）
　　使用料
　１　公園施設を設ける場合

別表第２（第11条関係）
　　使用料
　１　公園施設を設ける場合

都市公園名 単位 金額 都市公園名 単位 金額

略 略

長崎県立総合運動
公園

１平方メートル
１月につき

140円 長崎県立総合運動
公園

１平方メートル
１月につき

130円

　２及び３　略 　２及び３　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、別表第１長崎県立総合運動公園の項の改正規定は、同
年６月１日から施行する。
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　長崎県港湾整備事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第29号
　　　長崎県港湾整備事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県港湾整備事業の設置等に関する条例（昭和42年長崎県条例第６号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除）
第６条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法
律第67号）第243条の２の２第８項の規定により港湾整備
事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会
の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る
賠償額が50万円以上である場合とする。

第６条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法
律第67号）第243条の２第４項の規定により港湾整備事業
の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同
意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償
額が50万円以上である場合とする。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第30号
　　　長崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県災害危険住宅の移転促進等の助成に関する条例（昭和47年長崎県条例第57号）の一部を次のように改正
する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（定義） （定義）
第２条　この条例において「災害危険住宅」とは、次に掲げ
る住宅をいう。

第２条　この条例において「災害危険住宅」とは、次に掲げ
る住宅をいう。

⑴～⑷　略 ⑴～⑷　略
⑸　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進
に関する法律第４条第１項に規定する基礎調査を完了
し、第３号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
内に、既に建築されている住宅

⑹　国のがけ地近接等危険住宅移転に係る事業に着手した
時点から過去３年間に災害救助法（昭和22年法律第118
号）の適用を受けた地域内に、既に建築されている住宅
（災害危険住宅の移転に対する補助） （災害危険住宅の移転に対する補助）

第４条　県は、市町村が災害危険住宅の所有者又は居住者に
対し、当該災害危険住宅の移転に要する経費を補助した場
合は、予算の範囲内において当該市町村の補助した額の２
分の１以内の額（災害危険住宅１戸につき24万3,000円を
限度とする。）を、市町村に対し補助するものとする。

第４条　県は、市町村が災害危険住宅の所有者又は居住者に
対し、当該災害危険住宅の移転に要する経費を補助した場
合は、予算の範囲内において当該市町村の補助した額の２
分の１以内の額（災害危険住宅１戸につき20万円を限度と
する。）を、市町村に対し補助するものとする。

２　略 ２　略

　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

　長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第31号
　　　長崎県建築関係手数料条例の一部を改正する条例
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　長崎県建築関係手数料条例（平成12年長崎県条例第16号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係）
番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額 番号 事務の名称 手数料の名称 区分 単位 金額

１～71　略 １～71　略

72 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
12条第１項の規定
に基づく計画の建
築物エネルギー消
費性能適合性判定
又は法第13条第２
項の規定に基づく
計画の建築物エネ
ルギー消費性能適
合性判定に対する
審査

建築物エネル
ギー消費性能
適合性判定手
数料

⑴　評価手法が
国土交通大臣
の定める簡易
な評価方法の
場合
　ア及びイ　略

略 72 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
12条第１項の規定
に基づく計画の建
築物エネルギー消
費性能適合性判定
又は法第13条第２
項の規定に基づく
計画の建築物エネ
ルギー消費性能適
合性判定に対する
審査

建築物エネル
ギー消費性能
適合性判定手
数料

⑴　評価手法が
モデル建物法
の場合

　ア及びイ　略

略

⑵　略 ⑵　略

73 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
12条第２項の規定
に基づく計画の変
更の建築物エネル
ギー消費性能適合
性判定に対する審
査若しくは軽微な
変更に関する証明
又は法第13条第３
項の規定に基づく
計画の変更の建築
物エネルギー消費
性能適合性判定に
対する審査

計画変更建築
物エネルギー
消費性能適合
性判定又は軽
微な変更に関
する証明手数
料

⑴　評価手法が
国土交通大臣
の定める簡易
な評価方法の
場合
　ア及びイ　略

略 73 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
12条第２項の規定
に基づく計画の変
更の建築物エネル
ギー消費性能適合
性判定に対する審
査若しくは軽微な
変更に関する証明
又は法第13条第３
項の規定に基づく
計画の変更の建築
物エネルギー消費
性能適合性判定に
対する審査

計画変更建築
物エネルギー
消費性能適合
性判定又は軽
微な変更に関
する証明手数
料

⑴　評価手法が
モデル建物法
の場合

　ア及びイ　略

略

⑵　略 ⑵　略

74 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
29条第１項の規定
に基づく建築物エ
ネルギー消費性能
向上計画の認定の
申請（当該申請に
併せて、法第30条
第２項の規定に基
づく審査の申出を
行う場合を除く。）
に対する審査

建築物エネル
ギー消費性能
向上計画認定
申請手数料

⑴及び⑵　略 74 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
29条第１項の規定
に基づく建築物エ
ネルギー消費性能
向上計画の認定の
申請（当該申請に
併せて、法第30条
第２項の規定に基
づく審査の申出を
行う場合を除く。）
に対する審査

建築物エネル
ギー消費性能
向上計画認定
申請手数料

⑴及び⑵　略

⑶　住宅以外の
部分で評価手
法が国土交通
大臣の定める
簡易な評価方
法の場合
　ア及びイ　略

略 ⑶　住宅以外の
部分で評価手
法がモデル建
物法の場合

　ア及びイ　略

略

⑷及び⑸　略 ⑷及び⑸　略

74の２　略 74の２　略

75 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
31条第１項の規定
に基づく建築物エ
ネルギー消費性能
向上計画の変更の
認定の申請（当該
申請に併せて、法

建築物エネル
ギー消費性能
向上計画変更
認定申請手数
料

⑴及び⑵　略 75 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
31条第１項の規定
に基づく建築物エ
ネルギー消費性能
向上計画の変更の
認定の申請（当該
申請に併せて、法

建築物エネル
ギー消費性能
向上計画変更
認定申請手数
料

⑴及び⑵　略

⑶　住宅以外の
部分で評価手
法が国土交通
大臣の定める
簡易な評価方
法場合
　ア及びイ　略

略 ⑶　住宅以外の
部分で評価手
法がモデル建
物法の場合

　ア及びイ　略

略

⑷～⑹　略 ⑷～⑸　略
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第30条第２項の規
定に基づく審査の
申出を行う場合を
除く。）に対する
審査

第30条第２項の規
定に基づく審査の
申出を行う場合を
除く。）に対する
審査

76 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
36条第１項の規定
に基づく建築物の
エネルギー消費性
能に係る認定の申
請に対する審査

建築物のエネ
ルギー消費性
能に係る認定
申請手数料

⑴及び⑵　略 76 建築物のエネルギ
ー消費性能の向上
に関する法律（以
下この項において
「法」という。）第
36条第１項の規定
に基づく建築物の
エネルギー消費性
能に係る認定の申
請に対する審査

建築物のエネ
ルギー消費性
能に係る認定
申請手数料

⑴及び⑵　略

⑶　一戸建て住
宅で評価手法
が仕様基準又
は国土交通大
臣の定める簡
易な評価方法
の場合
　ア及びイ　略

略 ⑶　一戸建て住
宅で評価手法
が仕様基準の
場合

　ア及びイ　略

略

⑷　共同住宅等
で評価手法が
仕様基準又は
国土交通大臣
の定める簡易
な評価方法の
場合
　ア及びイ　略

⑷　共同住宅等
で評価手法が
仕様基準の場
合

　ア及びイ　略

⑸　一戸建て住
宅又は共同住
宅等で評価手
法が性能基準
と仕様基準又
は国土交通大
臣の定める簡
易な評価方法
の併用の場合

⑸　一戸建て住
宅又は共同住
宅等で評価手
法が性能基準
と仕様基準の
併用の場合

⑹　住宅以外の
部分で評価手
法が国土交通
大臣の定める
簡易な評価方
法の場合
　ア及びイ　略

⑹　住宅以外の
部分で評価手
法がモデル建
物法の場合

　ア及びイ　略

⑺及び⑻　略 ⑺及び⑻　略

　備考 　備考
１～８　略
９　69の項⑵又は70の項⑵の規定に基づく審査の申出が
あり、一次エネルギーの計算を標準計算として共用部
分を除いた住宅部分のみの省エネ性能を評価した場合
の手数料の金額は、住宅部分のうち共用部分を除いた
住戸部分のみを住戸の数の対象とした金額とする。
10　74の項⑵又は75の項⑵の規定に基づく審査の申出が
あり一次エネルギーの計算を標準計算とした場合、又
は76の項⑷又は⑸の規定に基づく申出があり国土交通
大臣の定める簡易な評価方法により省エネ性能を評価
した場合において共用部分を除いた住宅部分のみの省
エネ性能を評価したときの手数料の金額は、住宅部分
のみを床面積の対象とした金額とする。

１～８　略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第32号
　　　長崎県特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例
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　長崎県特定公共賃貸住宅条例（平成７年長崎県条例第25号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（入居の手続） （入居の手続）
第11条　略 第11条　略
２～５　略 ２～５　略
６　第１項第１号の連帯保証人の極度額は、次条第１項の規
定により知事が定めた家賃の24月分とする。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行し、改正後の長崎県特定公共賃貸住宅条例の規定は、同日以後に提出
を受けた請書に係る連帯保証人について適用する。

　長崎県営住宅条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第33号
　　　長崎県営住宅条例の一部を改正する条例
　長崎県営住宅条例（平成９年長崎県条例第31号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（入居者資格） （入居者資格）
第６条　県営住宅（改良住宅を除く。この項及び次項におい
て同じ。）の入居者は、次（被災市街地復興特別措置法（平
成７年法律第14号）第21条に規定する者又は福島復興再生
特別措置法（平成24年法律第25号）第39条第１項に規定す
る居住制限者にあっては第４号及び第５号）に掲げる条件
を具備する者でなければならない。
　⑴～⑸　略
２及び３　略

第６条　県営住宅（改良住宅を除く。この項及び次項におい
て同じ。）の入居者は、次（被災市街地復興特別措置法（平
成７年法律第14号）第21条に規定する者又は福島復興再生
特別措置法（平成24年法律第25号）第29条第１項に規定す
る居住制限者にあっては第４号及び第５号）に掲げる条件
を具備する者でなければならない。
　⑴～⑸　略
２及び３　略

（子育てに適する県営住宅への期限付き入居） （子育てに適する県営住宅への期限付き入居）
第８条の２　略
２～４　略
５　子育てに適する県営住宅の入居者は、有効期間の満了日
までに当該子育てに適する県営住宅を明け渡さなければな
らない。この場合において、当該日後に明け渡した者に対
し、知事は、当該日の翌日から明渡し日までの間につき、
毎月、近傍同種の住宅の家賃（毎年度、公営住宅法施行令
第３条に規定する方法により算出した額とする。以下同
じ。）の額の２倍に相当する額以下で知事が定める額の金
銭を徴収することができる。
６及び７　略

第８条の２　略
２～４　略
５　子育てに適する県営住宅の入居者は、有効期間の満了日
までに当該子育てに適する県営住宅を明け渡さなければな
らない。この場合において、当該日後に明け渡した者に対
し、知事は、当該日の翌日から明渡し日までの間につき、
毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額以下
で知事が定める額の金銭を徴収することができる。

６及び７　略
（住宅入居の手続） （住宅入居の手続）

第13条　略 第13条　略
２～４　略 ２～４　略
５　第１項第１号の連帯保証人の極度額は、第18条第１項、
第３項又は第４項の規定により決定した家賃の24月分とす
る。
（収入の申告等） （収入の申告等）

第17条　略 第17条　略
２　前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則（昭
和26年建設省令第19号）第７条の規定による方法によるも
のとする。

２　前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則（昭
和26年建設省令第19号）第８条の規定による方法によるも
のとする。

３　知事は、第１項の規定による収入の申告又は公営住宅法
第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法
施行規則第９条で定める方法により把握した入居者の収入

３　知事は、第１項の規定による収入の申告に基づき収入の
額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
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に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知する
ものとする。
４及び５　略 ４及び５　略
（家賃の決定） （家賃の決定）

第18条　県営住宅（改良住宅を除く。以下この項において同
じ。）の家賃は、毎年度、前条第３項の規定により認定さ
れた収入（同条第４項及び第５項の規定により更正された
場合は、その更正後の収入。第34条において同じ。）に基
づき、近傍同種の住宅の家賃以下で公営住宅法施行令第２
条に規定する方法により算出した額とする。ただし、県営
住宅の入居者からの収入の申告がない場合において、第41
条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者
が正当な理由なくその請求に応じないときは、当該入居者
に係る県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

第18条　県営住宅（改良住宅を除く。以下この項において同
じ。）の家賃は、毎年度、前条第３項の規定により認定さ
れた収入（同条第４項及び第５項の規定により更正された
場合は、その更正後の収入。第34条において同じ。）に基
づき、近傍同種の住宅の家賃（第３項の規定により定めら
れたものをいう。以下同じ。）以下で公営住宅法施行令第
２条に規定する方法により算出した額とする。ただし、県
営住宅の入居者からの収入の申告がない場合において、第
41条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居
者が正当な理由なくその請求に応じないときは、当該入居
者に係る県営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

２　略

３　略

２　略
３　第１項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公営住宅法
施行令第３条に規定する方法により算出した額とする。
４　略

４　知事は、県営住宅の入居者（介護保険法（平成９年法律
第123号）第５条の２第１項に規定する認知症である者、
知的障害者福祉法（昭和35年法律第37号）にいう知的障害
者その他の公営住宅法施行規則第８条で定める者に該当す
る者に限る。）が第１項に規定する収入の申告をすること
及び公営住宅法第34条の規定による報告の請求に応じるこ
とが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかか
わらず、当該入居者の県営住宅の毎月の家賃を、毎年度、
公営住宅法施行令第２条で定めるところにより、公営住宅
法第34条の規定による閲覧の請求その他の公営住宅法施行
規則第９条に定める方法により把握した当該入居者の収入
及び当該県営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年
数その他の事項に応じ、かつ近傍同種の住宅の家賃以下で
定めることができる。
（家賃の変更） （家賃の変更）
第23条　知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第
18条第３項に規定する改良住宅の家賃を変更し、又は同項
の規定にかかわらず別に定めることができる。
　⑴～⑶　略
２　略

第23条　知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第
18条第４項に規定する改良住宅の家賃を変更し、又は同項
の規定にかかわらず別に定めることができる。
　⑴～⑶　略
２　略

（収入超過者に対する家賃等） （収入超過者に対する家賃等）
第36条　収入超過者は、第34条第１項の規定による認定に係
る期間（当該収入超過者が当該認定に係る期間中に県営住
宅の明渡しをした場合にあっては、当該認定の効力が生じ
る日から当該明渡しの日までの間）、毎月、第18条第１項
及び第４項の規定にかかわらず、次項に規定する方法によ
り算出した額を家賃として支払わなければならない。

第36条　収入超過者は、第34条第１項の規定による認定に係
る期間（当該収入超過者が当該認定に係る期間中に県営住
宅の明渡しをした場合にあっては、当該認定の効力が生じ
る日から当該明渡しの日までの間）、毎月、第18条第１項
の規定にかかわらず、次項に規定する方法により算出した
額を家賃として支払わなければならない。

２　知事は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超
過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、公営住
宅法施行令第８条第２項（同条第３項において読み替えて
準用する場合を含む。）に規定する方法によらなければな
らない。

２　知事は、前項の家賃を算出しようとするときは、収入超
過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、公営住
宅法施行令第８条第２項に規定する方法によらなければな
らない。

３及び４　略 ３及び４　略
（高額所得者に対する家賃等） （高額所得者に対する家賃等）
第38条　高額所得者は、第34条第２項の規定による認定の効
力が生じる日から前条第１項の期限が到来する日までの間
（当該高額所得者が当該期間中に県営住宅の明渡しをした
場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡
しの日までの間）、毎月、第18条第１項及び第４項並びに
第36条第１項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃
を家賃として支払わなければならない。

第38条　高額所得者は、第34条第２項の規定による認定の効
力が生じる日から前条第１項の期限が到来する日までの間
（当該高額所得者が当該期間中に県営住宅の明渡しをした
場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡
しの日までの間）、毎月、第18条第１項及び第36条第１項
の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃を家賃として
支払わなければならない。
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２及び３　略 ２及び３　略
（収入状況の報告の請求等） （収入状況の報告の請求等）
第41条　知事は、第18条第１項若しくは第４項、第36条第１
項若しくは第38条第１項の規定による家賃の決定、第22条
（第36条第４項又は第38条第３項において準用する場合を
含む。）の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免
若しくは徴収猶予、第26条第２項の規定による敷金の減免
若しくは徴収猶予、第37条第１項の規定による明渡しの請
求、第39条の規定によるあっせん等又は第45条の規定によ
る県営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるとき
は、県営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者
若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を請
求し、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその
内容を記録させることを求めることができる。

第41条　知事は、第18条第１項、第36条第１項若しくは第38
条第１項の規定による家賃の決定、第22条（第36条第４項
又は第38条第３項において準用する場合を含む。）の規定
による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収猶
予、第26条第２項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶
予、第37条第１項の規定による明渡しの請求、第39条の規
定によるあっせん等又は第45条の規定による県営住宅への
入居の措置に関し必要があると認めるときは、県営住宅の
入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇
主、その取引先その他の関係人に報告を請求し、又は官公
署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させ
ることを求めることができる。

（県施行建替事業に係る家賃の特例） （県施行建替事業に係る家賃の特例）
第46条　知事は、前条の申出をした入居者を新たに整備され
た公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公
営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えること
となり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると
認めるときは、第18条第１項若しくは第４項、第36条第１
項又は第38条第１項の規定にかかわらず、公営住宅法施行
令第12条の規定により当該入居者の家賃を減額するものと
する。

第46条　知事は、前条の申出をした入居者を新たに整備され
た公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公
営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えること
となり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると
認めるときは、第18条第１項、第36条第１項又は第38条第
１項の規定にかかわらず、公営住宅法施行令第11条の規定
により当該入居者の家賃を減額するものとする。

（県営住宅の用途廃止による他の県営住宅への入居の際の
家賃の特例）

（県営住宅の用途廃止による他の県営住宅への入居の際の
家賃の特例）

第47条　知事は、公営住宅法第44条第３項（住宅地区改良法
第29条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ
る県営住宅の用途の廃止による県営住宅（公営住宅及び改
良住宅に限る。以下この条において同じ。）の除却に伴い
当該県営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合に
おいて、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅
の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安
定を図るため必要があると認めるときは、第18条第１項若
しくは第４項、第36条第１項又は第38条第１項の規定にか
かわらず、公営住宅法施行令第12条で定めるところにより、
当該入居者の家賃を減額するものとする。

第47条　知事は、公営住宅法第44条第３項（住宅地区改良法
第29条第１項において準用する場合を含む。）の規定によ
る県営住宅の用途の廃止による県営住宅（公営住宅及び改
良住宅に限る。以下この条において同じ。）の除却に伴い
当該県営住宅の入居者を他の県営住宅に入居させる場合に
おいて、新たに入居する県営住宅の家賃が従前の県営住宅
の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安
定を図るため必要があると認めるときは、第18条第１項、
第36条第１項又は第38条第１項の規定にかかわらず、公営
住宅法施行令第11条で定めるところにより、当該入居者の
家賃を減額するものとする。

（住宅の明渡請求） （住宅の明渡請求）
第50条　略 第50条　略
２　略 ２　略
３　知事は、第１項第１号の規定に該当することにより同項
の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に
対し、入居した日から請求の日までの間については、近傍
同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額
との差額に利息が生じた最初の時点における法定利率の割
合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の
翌日から当該県営住宅の明渡しを行う日までの間について
は、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額
以下で知事が定める額の金銭を徴収することができる。

３　知事は、第１項第１号の規定に該当することにより同項
の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に
対し、入居した日から請求の日までの間については、近傍
同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額
との差額に年５分の割合による支払期後の利息を付した額
の金銭を、請求の日の翌日から当該県営住宅の明渡しを行
う日までの間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の
額の２倍に相当する額以下で知事が定める額の金銭を徴収
することができる。

４～６　略 ４～６　略
（家賃） （家賃）
第61条　第58条の規定により使用に供される公営住宅の毎月
の家賃は、第18条第１項若しくは第４項、第36条第１項又
は第38条第１項の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居
者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知
事が定める。

第61条　第58条の規定により使用に供される公営住宅の毎月
の家賃は、第18条第１項、第36条第１項又は第38条第１項
の規定にかかわらず、当該公営住宅の入居者の収入を勘案
し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で知事が定める。

２　略 ２　略
３　第１項の近傍同種の住宅の家賃については、第18条第３
項の規定を準用する。この場合において、「第１項」とあ
るのは「第61条第１項」と読み替えるものとする。

（準用） （準用）
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第62条　第58条の規定による公営住宅の使用については、前
３条に定めるもののほか、第４条、第５条、第８条から第
10条まで、第13条から第16条まで、第22条、第24条から第
33条まで、第41条、第44条から第47条まで、第49条、第50
条及び第75条の規定を準用する。この場合において、第８
条第１項中「前２条」とあるのは「第60条」と、第24条第
１項中「第37条第１項若しくは第44条第１項」とあるのは
「第44条第１項」と、第41条第１項中「第18条第１項若し
くは第４項、第36条第１項若しくは第38条第１項の規定に
よる家賃の決定、第22条（第36条第４項又は第38条第３項
において準用する場合を含む。）の規定による家賃、割増
賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第26条第２項
の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予、第37条第１項
の規定による明渡しの請求、第39条の規定によるあっせん
等又は第45条の規定による県営住宅への入居の措置」とあ
るのは「第61条の規定による家賃の決定」と読み替えるも
のとする。

第62条　第58条の規定による公営住宅の使用については、前
３条に定めるもののほか、第４条、第５条、第８条から第
10条まで、第13条から第16条まで、第22条、第24条から第
33条まで、第41条、第44条から第47条まで、第49条、第50
条及び第75条の規定を準用する。この場合において、第８
条第１項中「前２条」とあるのは「第60条」と、第24条第
１項中「第37条第１項若しくは第44条第１項」とあるのは
「第44条第１項」と、第41条第１項中「第18条第１項、第
36条第１項若しくは第38条第１項の規定による家賃の決
定、第22条（第36条第４項又は第38条第３項において準用
する場合を含む。）の規定による家賃、割増賃料若しくは
金銭の減免若しくは徴収猶予、第26条第２項の規定による
敷金の減免若しくは徴収猶予、第37条第１項の規定による
明渡しの請求、第39条の規定によるあっせん等又は第45条
の規定による県営住宅への入居の措置」とあるのは「第61
条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

（駐車場の使用の手続） （駐車場の使用の手続）
第67条　駐車場使用決定者は、決定のあった日から10日以内
に、次に掲げる手続をしなければならない。

第67条　駐車場使用決定者は、決定のあった日から10日以内
に、次に掲げる手続をしなければならない。

⑴　独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の
収入を有する者で、知事が適当と認める連帯保証人の連
署する請書を提出すること。

⑴　請書を提出すること。

⑵　略 ⑵　略
２及び３　略 ２及び３　略
４　第１項第１号の請書に連署する連帯保証人の極度額は、
第69条第１項の規定により知事が定めた使用料の24月分と
する。

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
　　（経過措置）
２　改正後の長崎県営住宅条例第13条第５項及び第67条第４項の規定は、施行日以後に提出を受けた請書に係る
連帯保証人について適用する。

　長崎県営交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第34号
　　　長崎県営交通事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
　長崎県営交通事業の設置等に関する条例（昭和41年長崎県条例第51号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　（議会の同意を要する賠償責任の免除）
第７条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法
律第67号）第243条の２の２第８項の規定により交通事業
の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同
意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償
額が50万円以上である場合とする。

　　（議会の同意を要する賠償責任の免除）
第７条　法第34条において準用する地方自治法（昭和22年法
律第67号）第243条の２第４項の規定により交通事業の業
務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を
得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が
50万円以上である場合とする。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日
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長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第35号
　　　市町村立学校県費負担教職員定数条例及び県立学校職員定数条例の一部を改正する条例
　　（市町村立学校県費負担教職員定数条例の一部改正）
第１条　市町村立学校県費負担教職員定数条例（昭和32年長崎県条例第４号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　（定数）
第２条　市町村立学校県費負担教職員（以下「教職員」とい
う。）の定数は、9,089人とする。

　　（定数）
第２条　市町村立学校県費負担教職員（以下「教職員」とい
う。）の定数は、9,080人とする。

　　（県立学校職員定数条例の一部改正）
第２条　県立学校職員定数条例（昭和32年長崎県条例第５号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

　　（定数）
第３条　職員の定数は、次のとおりとする。
　⑴　中学校及び高等学校の職員　2,809人
　⑵　特別支援学校の職員　1,228人

　　（定数）
第３条　職員の定数は、次のとおりとする。
　⑴　中学校及び高等学校の職員　2,837人
　⑵　特別支援学校の職員　1,221人

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第36号
　　　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部を改正する条例
　義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和46年長崎県条例第77号）の一部を
次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（趣旨） （趣旨）
第１条　この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）
第24条第５項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
（昭和31年法律第162号）第42条並びに公立の義務教育諸学
校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法
律第77号。以下「給特法」という。）第３条及び第６条の
規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員（市町村立の
義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与
負担法（昭和23年法律第135号）第１条及び第２条に規定
する者を含む。）の給与その他の勤務条件について特例を
定めるものとする。

第１条　この条例は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）
第24条第５項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
（昭和31年法律第162号）第42条並びに公立の義務教育諸学
校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和46年法
律第77号）第３条及び第６条の規定に基づき、義務教育諸
学校等の教育職員（市町村立の義務教育諸学校等の教育職
員のうち市町村立学校職員給与負担法（昭和23年法律第
135号）第１条及び第２条に規定する者を含む。）の給与そ
の他の勤務条件について特例を定めるものとする。

（教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等） （教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等）
第７条　教育職員については、正規の勤務時間（職員の勤務
時間、休暇等に関する条例（平成７年長崎県条例第６号。
以下「職員勤務時間条例」という。）第２条から第５条ま
で（市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関
する条例（平成７年長崎県条例第28号。以下「市町村立学
校職員勤務時間条例」という。）の規定により例によるこ
ととされる場合を含む。）の規定による勤務時間をいう。
この項及び第８条において同じ。）の割振りを適正に行い、
原則として時間外勤務（正規の勤務時間を超えて勤務する
ことをいい、次に掲げる日における正規の勤務時間中に勤

第７条　教育職員については、正規の勤務時間（職員の勤務
時間、休暇等に関する条例（平成７年長崎県条例第６号。
以下「職員勤務時間条例」という。）第２条から第５条ま
で（市町村立学校県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関
する条例（平成７年長崎県条例第28号。以下「市町村立学
校職員勤務時間条例」という。）の規定により例によるこ
ととされる場合を含む。）の規定による勤務時間をいう。
この項において同じ。）の割振りを適正に行い、原則とし
て時間外勤務（正規の勤務時間を超えて勤務することをい
い、次に掲げる日における正規の勤務時間中に勤務するこ
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務することを含む。次項において同じ。）を命じないもの
とする。

とを含む。次項において同じ。）を命じないものとする。

⑴及び⑵　略 ⑴及び⑵　略
２及び３　略 ２及び３　略
　（教育職員の業務量の適切な管理等）
第８条　教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学
校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員が正規の
勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切
な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための
措置を講ずるものとする。
２　前項の措置については、給特法第７条に規定する指針に
基づき、教育職員の服務監督を行う教育委員会が規則で定
める。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県文化財保護条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第37号
　　　長崎県文化財保護条例等の一部を改正する条例
　　（長崎県文化財保護条例の一部改正）
第１条　長崎県文化財保護条例（昭和36年長崎県条例第16号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（滅失、毀損等） （滅失、き損等）
第９条　県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しく
は毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき
は、所有者（管理責任者がある場合は、その者）は、速や
かに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

第９条　県指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しく
はき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたとき
は、所有者（管理責任者がある場合は、その者）は、速や
かに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

（管理又は修理に関する勧告） （管理又は修理に関する勧告）
第13条　県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指
定有形文化財が滅失し、毀損し、又は盗み取られるおそれ
があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責
任者に対し、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設
の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができ
る。
２　教育委員会は、県指定有形文化財が毀損している場合に
おいて、その保存のため必要があると認めるときは、所有
者又は管理責任者に対し、その修理について必要な勧告を
することができる。
３及び４　略

第13条　県指定有形文化財の管理が適当でないため当該県指
定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれ
があると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責
任者に対し、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設
の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができ
る。
２　教育委員会は、県指定有形文化財がき損している場合に
おいて、その保存のため必要があると認めるときは、所有
者又は管理責任者に対し、その修理について必要な勧告を
することができる。
３及び４　略

（現状変更等の制限） （現状変更等の制限）
第15条　県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はそ
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委
員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更に
ついて教育委員会規則で定める維持の措置を執る場合及び
保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微である場合
は、あらかじめ、その旨を、現状変更について非常災害の
ために必要な応急措置を執った場合はその旨を教育委員会
に届け出ることをもって足りる。

第15条　県指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はそ
の保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委
員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更
について教育委員会規則で定める維持の措置を執る場合及
び保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微である場合
は、あらかじめ、その旨を、現状の変更について非常災害
のために必要な応急措置を執った場合はその旨を教育委員
会に届け出ることをもって足りる。

２　教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その
許可の条件として同項の現状変更又は保存に影響を及ぼす
行為に関し必要な指示をすることができる。

２　教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その
許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼ
す行為に関し必要な指示をすることができる。

３　第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わな
かったときは、教育委員会は、許可に係る現状変更若しく

３　第１項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わな
かったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若し
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は保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り
消すことができる。

くは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取
り消すことができる。

４　略 ４　略
（損失の補償） （損失の補償）
第20条　第18条第１項又は第３項の規定により出品し、又は
公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、
又は毀損したときは、県は、その県指定有形文化財の所有
者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、当
該県指定有形文化財が所有者又は管理責任者の責に帰すべ
き事由によって滅失し、又は毀損した場合は、この限りで
ない。

第20条　第18条第１項又は第３項の規定により出品し、又は
公開したことに起因して当該県指定有形文化財が滅失し、
又はき損したときは、県は、その県指定有形文化財の所有
者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、当
該県指定有形文化財が所有者又は管理責任者の責に帰すべ
き事由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りで
ない。

（公開） （公開）
第27条　略
２　前項の場合には、第18条第４項及び第５項の規定を、前
項の規定により公開したことに起因して当該県指定無形文
化財の記録が滅失し、又は毀損した場合には、第20条の規
定を準用する。

第27条　略
２　前項の場合には、第18条第４項及び第５項の規定を、前
項の規定により公開したことに起因して当該県指定無形文
化財の記録が滅失し、又はき損した場合には、第20条の規
定を準用する。

（現状変更等の制限） （現状変更等の制限）
第38条　県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更
し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき
は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、
現状変更について教育委員会規則で定める維持の措置を執
る場合及び保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微で
ある場合は、あらかじめ、その旨を、現状変更について非
常災害のために必要な応急措置を執った場合はその旨を教
育委員会に届け出ることをもって足りる。
２及び３　略

第38条　県指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更
し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするとき
は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、
現状の変更について教育委員会規則で定める維持の措置を
執る場合及び保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微
である場合は、あらかじめ、その旨を、現状の変更につい
て非常災害のために必要な応急措置を執った場合はその旨
を教育委員会に届け出ることをもって足りる。
２及び３　略

第41条　県指定有形文化財を損壊し、毀棄し、又は隠匿した
者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。

第41条　県指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した
者は、５万円以下の罰金又は科料に処する。

２　前項に規定する者が、当該県指定有形文化財の所有者で
あるときは、15万円以下の罰金又は科料に処する。

２　前項に規定する者が、当該県指定有形文化財の所有者で
あるときは、２万円以下の罰金又は科料に処する。

第42条　県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はそ
の保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、毀損し、
又は衰亡するに至らしめた者は、30万円以下の罰金又は科
料に処する。

第42条　県指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はそ
の保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、
又は衰亡するに至らしめた者は、５万円以下の罰金又は科
料に処する。

２　前項に規定する者が、当該史跡名勝天然記念物の所有者
であるときは、15万円以下の罰金又は科料に処する。

２　前項に規定する者が、当該史跡名勝天然記念物の所有者
であるときは、２万円以下の罰金又は科料に処する。

第42条の２　第15条又は第38条の規定に違反して、教育委員
会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで
県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現
状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、
又は教育委員会の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行
為の停止の命令に従わなかった者は、15万円以下の罰金又
は科料に処する。

第42条の２　第15条又は第38条の規定に違反して、教育委員
会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで
県指定有形文化財若しくは県指定史跡名勝天然記念物の現
状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、
又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす
行為の停止の命令に従わなかった者は、３万円以下の罰金
若しくは科料に処する。

　　（附属機関の設置に関する条例の一部改正）
第２条　附属機関の設置に関する条例（昭和29年長崎県条例第13号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第１条関係） 別表（第１条関係）

附属機関の属
する執行機関 附属機関 担任する事務 附属機関の属

する執行機関 附属機関 担任する事務

略 略

教育委員会 略 教育委員会 略

長崎県文化財保護
審議会

文化財保護法第190条第３項
の規定による文化財の保存及
び活用に関する重要事項の調
査審議及び建議に関する事務

長崎県文化財保護
審議会

文化財保護法第190条第２項
の規定による文化財の保存及
び活用に関する重要事項の調
査審議及び建議に関する事務
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　　（長崎県文化財保護審議会条例の一部改正）
第３条　長崎県文化財保護審議会条例（昭和50年長崎県条例第46号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（趣旨） （趣旨）
第１条　この条例は、文化財保護法（昭和25年法律第214号）
第190条第４項の規定に基づき、長崎県文化財保護審議会
（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事
項を定めるものとする。

第１条　この条例は、文化財保護法（昭和25年法律第214号）
第190条第３項の規定に基づき、長崎県文化財保護審議会
（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な事
項を定めるものとする。

　　（長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例の一部改正）
第４条　長崎県教育委員会の事務処理の特例に関する条例（平成14年長崎県条例第58号）の一部を次のように改
正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（市町村が処理する事務の範囲等） （市町村が処理する事務の範囲等）
第２条　次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄
に掲げる市町村が処理することとする。

第２条　次の表の左欄に掲げる事務は、それぞれ同表の右欄
に掲げる市町村が処理することとする。

事務 市町村 事務 市町村

１　略 １　略

２　長崎県文化財保護条例（昭和36年長崎県条例第16
号）の施行に係る事務のうち別に教育委員会規則で
定めるもの

略 ２　長崎県文化財保護条例（昭和36年長崎県条例第16
号。以下この項において「条例」という。）に基づ
く事務のうち次に掲げるもの（⑴のアからカまでに
掲げるものについては、県指定史跡名勝天然記念物
の指定に係わる地域内であって、その地域が２以上
の市町村の区域に及ばないものに限る。⑵及び⑶に
おいて同じ。）　

略

⑴　条例第38条第１項の規定による現状変更又は保
存に影響を及ぼす行為のうち次に掲げる事項の許
可に関すること
ア　小規模建築物（階数が２以下で、かつ、地階
を有しない木造又は鉄骨造の建築物であって、
建築面積（増築又は改築にあっては、増築又は
改築後の建築面積）が120平方メートル以下の
ものをいう。イにおいて同じ。）で３月以内の
期間を限って設置されるものの新築、増築、改
築又は除却
イ　小規模建築物の新築、増築、改築又は除却（増
築、改築又は除却にあっては、建築の日から50
年を経過していない小規模建築物に係るものに
限る。）であって、指定に係る地域の面積が150
ヘクタール以上である県指定史跡名勝天然記念
物に係る都市計画法（昭和43年法律第100号）
第８条第１項第１号の第一種低層住居専用地域
又は第二種低層住居専用地域におけるもの
ウ　工作物（建築物を除く。以下このウにおいて
同じ。）の設置、改修若しくは除却（改修又は
除却にあっては、設置の日から50年を経過して
いない工作物に係るものに限る。）又は道路の
舗装若しくは修繕（それぞれ土地の掘削、盛土、
切土その他土地の形状の変更を伴わないものに
限る。）　
エ　条例第36条に規定する県指定史跡名勝天然記
念物の管理に必要な施設の設置、改修又は除却
オ　埋設されている電線、ガス管、水管又は下水
道管の改修
カ　木竹の伐採（県指定名勝又は県指定天然記念
物の指定に係る木竹については、危険防止のた
め必要な伐採に限る。）　
キ　県指定天然記念物に指定された動物の個体の
保護若しくは生息状況の調査又は当該動物によ
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る人の生命若しくは身体に対する危害の防止の
ため必要な捕獲及び当該捕獲した動物の飼育又
は当該捕獲した動物への標識若しくは発信機の
装着
ク　県指定天然記念物に指定された動物の動物園
又は水族館相互間における譲受け又は借受け
ケ　県指定天然記念物に指定された鳥類の巣で電
柱に作られたもの（現に繁殖のために使用され
ているものを除く。）の除却
コ　アからケまでに掲げるもののほか条例の施行
に係る事務のうち規則に基づく事務であって別
に規則で定めるもの

⑵　条例第38条第２項において準用する条例第15条
第２項の規定による指示（前号アからコまでに掲
げる事項に係るものに限る。）　
⑶　条例第38条第２項において準用する条例第15条
第３項の規定による停止命令又は許可の取消し
（第１号アからコまでに掲げる事項に係るものに
限る。）　

　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例中第１条及び第４条の規定は令和２年４月１日から、第２条及び第３条の規定は公布の日から施行
する。
　　（罰則に関する経過措置）
２　第１条の規定の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　長崎県立対馬歴史民俗資料館条例を廃止する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第38号
　　　長崎県立対馬歴史民俗資料館条例を廃止する条例
　長崎県立対馬歴史民俗資料館条例（昭和52年長崎県条例第７号）は、廃止する。
　　　附　則
　　（施行期日）
１　この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。
　　（経過措置）
２　施行日前の行為に基づく原状回復義務又は損害賠償責任については、この条例による廃止前の長崎県立対馬
歴史民俗資料館条例第６条の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。

　警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第39号
　　　警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例の一部を改正する条例
　警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例（昭和29年長崎県条例第24号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表 別表

署名 位置 管轄区域 署名 位置 管轄区域

長崎県長崎
警察署

長崎市 長崎市の内、五島町、万才町、樺島町、
江戸町、築町、賑町、栄町、魚の町、
桜町、興善町、桶屋町、金屋町、古町、
勝山町、中町、筑後町、恵美須町、西
坂町、御船蔵町、八千代町、銭座町、

長崎県長崎
警察署

長崎市 長崎市の内、五島町、万才町、樺島町、
江戸町、築町、賑町、栄町、魚の町、
桜町、興善町、桶屋町、金屋町、古町、
勝山町、中町、筑後町、恵美須町、西
坂町、御船蔵町、八千代町、銭座町、
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上銭座町、天神町、浜平一丁目、浜平
二丁目、幸町、茂里町の一部（街区符
号１番、２番及び３番）、目覚町、緑町、
宝町、新地町、梅香崎町、中新町、稲
田町、十人町、館内町、籠町、本石灰
町、丸山町、寄合町、船大工町、西小
島一丁目、西小島二丁目、東小島町、
油屋町、高平町、中小島一丁目、中小
島二丁目、上小島一丁目、上小島二丁
目、上小島三丁目、上小島四丁目、上
小島五丁目、愛宕一丁目、愛宕二丁目、
愛宕三丁目、愛宕四丁目、弥生町、八
つ尾町、白木町、彦見町、風頭町、桜
木町、矢の平一丁目、矢の平二丁目、
矢の平三丁目、矢の平四丁目、鍛冶屋
町、浜町、万屋町、銅座町、古川町、
銀屋町、東古川町、八幡町、麴屋町、
寺町、諏訪町、桜馬場一丁目、桜馬場
二丁目、伊勢町、新大工町、夫婦川町、
下西山町、馬町、出来大工町、大井手
町、今博多町、上西山町、伊良林一丁
目、伊良林二丁目、伊良林三丁目、中
川一丁目、中川二丁目、新中川町、本
河内一丁目、本河内二丁目、本河内三
丁目、本河内四丁目、鳴滝一丁目、鳴
滝二丁目、鳴滝三丁目、片淵一丁目、
片淵二丁目、片淵三丁目、片淵四丁目、
片淵五丁目、木場町、西山本町、西山
一丁目、西山二丁目、西山三丁目、西
山四丁目、立山一丁目、立山二丁目、
立山三丁目、立山四丁目、立山五丁目、
上町、玉園町、八百屋町、炉粕町、出
島町、大黒町、尾上町、元船町、芒塚
町、宿町、界一丁目、界二丁目、網場
町、潮見町、春日町、矢上町、平間町、
高城台一丁目、高城台二丁目、現川町、
田中町、東町、かき道一丁目、かき道
二丁目、かき道三丁目、かき道四丁目、
かき道五丁目、かき道六丁目、松原町、
古賀町、つつじが丘一丁目、つつじが
丘二丁目、つつじが丘三丁目、つつじ
が丘四丁目、つつじが丘五丁目、鶴の
尾町、中里町、船石町、川内町、上戸
石町、戸石町、牧島町、茂木町、田上
一丁目、田上二丁目、田上三丁目、田
上四丁目、三景台町、早坂町、北浦町、
飯香浦町、太田尾町、田手原町、宮摺
町、大崎町、千々町、稲佐町、曙町、
光町、弁天町、旭町、江の浦町、平戸
小屋町、丸尾町、大鳥町、水の浦町、
大谷町、飽の浦町、秋月町、入船町、
塩浜町、岩瀬道町、東立神町、西立神
町、西泊町、木鉢町一丁目、木鉢町二
丁目、みなと坂一丁目、みなと坂二丁
目、淵町、梁川町、竹の久保町、宝栄
町、岩見町、春木町、福田本町、小浦
町、大浜町、小江町、小瀬戸町、神ノ
島町一丁目、神ノ島町二丁目、神ノ島
町三丁目

上銭座町、天神町、浜平一丁目、浜平
二丁目、幸町、茂里町の一部（街区符
号１番、２番及び３番）、目覚町、緑町、
宝町、新地町、梅香崎町、中新町、稲
田町、十人町、館内町、籠町、本石灰
町、丸山町、寄合町、船大工町、西小
島一丁目、西小島二丁目、東小島町、
油屋町、高平町、中小島一丁目、中小
島二丁目、上小島一丁目、上小島二丁
目、上小島三丁目、上小島四丁目、上
小島五丁目、愛宕一丁目、愛宕二丁目、
愛宕三丁目、愛宕四丁目、弥生町、八
つ尾町、白木町、彦見町、風頭町、桜
木町、矢の平一丁目、矢の平二丁目、
矢の平三丁目、矢の平四丁目、鍛冶屋
町、浜町、万屋町、銅座町、古川町、
銀屋町、東古川町、八幡町、麹屋町、
寺町、諏訪町、桜馬場一丁目、桜馬場
二丁目、伊勢町、新大工町、夫婦川町、
下西山町、馬町、出来大工町、大井手
町、今博多町、上西山町、伊良林一丁
目、伊良林二丁目、伊良林三丁目、中
川一丁目、中川二丁目、新中川町、本
河内一丁目、本河内二丁目、本河内三
丁目、本河内四丁目、鳴滝一丁目、鳴
滝二丁目、鳴滝三丁目、片淵一丁目、
片淵二丁目、片淵三丁目、片淵四丁目、
片淵五丁目、木場町、西山本町、西山
一丁目、西山二丁目、西山三丁目、西
山四丁目、立山一丁目、立山二丁目、
立山三丁目、立山四丁目、立山五丁目、
上町、玉園町、八百屋町、炉粕町、出
島町、大黒町、尾上町、元船町、芒塚
町、宿町、界一丁目、界二丁目、網場
町、潮見町、春日町、矢上町、平間町、
高城台一丁目、高城台二丁目、現川町、
田中町、東町、かき道一丁目、かき道
二丁目、かき道三丁目、かき道四丁目、
かき道五丁目、かき道六丁目、松原町、
古賀町、つつじが丘一丁目、つつじが
丘二丁目、つつじが丘三丁目、つつじ
が丘四丁目、つつじが丘五丁目、鶴の
尾町、中里町、船石町、川内町、上戸
石町、戸石町、牧島町、茂木町、田上
一丁目、田上二丁目、田上三丁目、田
上四丁目、三景台町、早坂町、北浦町、
飯香浦町、太田尾町、田手原町、宮摺
町、大崎町、千々町、港湾法（昭和25
年法律第218号）による長崎港の港湾
区域（深堀、香焼地区臨海工業用地以
南の海面を除く。）　

長崎県大浦
警察署

長崎市 長崎市の内、常盤町、松が枝町、大浦
町、相生町、椎の木町、高丘一丁目、
高丘二丁目、南町、南が丘町、八景町、
星取一丁目、星取二丁目、東山手町、
下町、東山町、大浦東町、日の出町、
元町、川上町、出雲一丁目、出雲二丁
目、出雲三丁目、上田町、小曽根町、
浪の平町、南山手町、古河町、東琴平
一丁目、東琴平二丁目、小菅町、国分

長崎県大浦
警察署

長崎市 長崎市の内、常盤町、松が枝町、大浦
町、相生町、椎の木町、高丘一丁目、
高丘二丁目、南町、南が丘町、八景町、
星取一丁目、星取二丁目、東山手町、
下町、東山町、大浦東町、日の出町、
元町、川上町、出雲一丁目、出雲二丁
目、出雲三丁目、上田町、小曽根町、
浪の平町、南山手町、古河町、東琴平
一丁目、東琴平二丁目、小菅町、国分
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町、西琴平町、戸町一丁目、戸町二丁
目、戸町三丁目、戸町四丁目、戸町五
丁目、小ケ倉町一丁目、小ケ倉町二丁
目、小ケ倉町三丁目、新小が倉一丁目、
新小が倉二丁目、ダイヤランド一丁目、
ダイヤランド二丁目、ダイヤランド三
丁目、ダイヤランド四丁目、土井首町、
磯道町、平瀬町、毛井首町、三和町、
京太郎町、鹿尾町、古道町、草住町、
米山町、平山町、平山台一丁目、平山
台二丁目、竿浦町、江川町、鶴見台一
丁目、鶴見台二丁目、末石町、柳田町、
八郎岳町、上戸町、上戸町一丁目、上
戸町二丁目、上戸町三丁目、上戸町四
丁目、新戸町一丁目、新戸町二丁目、
新戸町三丁目、新戸町四丁目、大山町、
深堀町一丁目、深堀町二丁目、深堀町
三丁目、深堀町四丁目、深堀町五丁目、
深堀町六丁目、大籠町、香焼町、伊王
島町一丁目、伊王島町二丁目、高島町、
以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高
浜町、南越町、野母町、脇岬町、蚊焼
町、川原町、為石町、椿が丘町、藤田
尾町、布巻町、晴海台町、宮崎町

町、西琴平町、戸町一丁目、戸町二丁
目、戸町三丁目、戸町四丁目、戸町五
丁目、小ケ倉町一丁目、小ケ倉町二丁
目、小ケ倉町三丁目、新小が倉一丁目、
新小が倉二丁目、ダイヤランド一丁目、
ダイヤランド二丁目、ダイヤランド三
丁目、ダイヤランド四丁目、土井首町、
磯道町、平瀬町、毛井首町、三和町、
京太郎町、鹿尾町、古道町、草住町、
米山町、平山町、平山台一丁目、平山
台二丁目、竿浦町、江川町、鶴見台一
丁目、鶴見台二丁目、末石町、柳田町、
八郎岳町、上戸町、上戸町一丁目、上
戸町二丁目、上戸町三丁目、上戸町四
丁目、新戸町一丁目、新戸町二丁目、
新戸町三丁目、新戸町四丁目、大山町、
深堀町一丁目、深堀町二丁目、深堀町
三丁目、深堀町四丁目、深堀町五丁目、
深堀町六丁目、大籠町、香焼町、伊王
島町一丁目、伊王島町二丁目、高島町、
以下宿町、野母崎樺島町、黒浜町、高
浜町、南越町、野母町、脇岬町、蚊焼
町、川原町、為石町、椿が丘町、藤田
尾町、布巻町、晴海台町、宮崎町、港
湾法による長崎港の港湾区域の一部
（深堀、香焼地区臨海工業用地以南の
海面）　

長崎県稲佐
警察署

長崎市 長崎市の内、稲佐町、曙町、光町、弁
天町、旭町、江の浦町、平戸小屋町、
丸尾町、大鳥町、水の浦町、大谷町、
飽の浦町、秋月町、入船町、塩浜町、
岩瀬道町、東立神町、西立神町、西泊
町、木鉢町一丁目、木鉢町二丁目、み
なと坂一丁目、みなと坂二丁目、淵町、
梁川町、竹の久保町、宝栄町、岩見町、
春木町、福田本町、小浦町、大浜町、
小江町、柿泊町、手熊町、上浦町、小
江原一丁目、小江原二丁目、小江原三
丁目、小江原四丁目、小江原五丁目、
式見町、向町、相川町、見崎町、牧野
町、園田町、四杖町、小瀬戸町、神ノ
島町一丁目、神ノ島町二丁目、神ノ島
町三丁目

長崎県浦上
警察署

長崎市 長崎市の内、浜口町、松山町、大橋町、
岡町、橋口町、上野町、平野町、平和
町、本尾町、江平一丁目、江平二丁目、
江平三丁目、高尾町､茂里町の一部（街
区符号４番）､ 川口町､ 岩川町、坂本
一丁目、坂本二丁目､ 坂本三丁目、立
岩町、富士見町、城山町、城栄町、油
木町、青山町、金堀町、城山台一丁目、
城山台二丁目、花園町、若草町、昭和
一丁目、昭和二丁目、昭和三丁目、三
川町、西山台一丁目、西山台二丁目、
川平町、けやき台町、三ツ山町、畦別
当町、住吉町、住吉台町、若葉町、文
教町、千歳町、中園町、赤迫一丁目、
赤迫二丁目、赤迫三丁目、花丘町、泉
町､ 泉一丁目、泉二丁目、泉三丁目、
大手一丁目、大手二丁目、大手三丁目、
家野町､ 三芳町、江里町、緑が丘町、
清水町､ 白鳥町、西町、錦一丁目、錦
二丁目、錦三丁目、音無町、柳谷町、
若竹町、西北町、岩屋町、葉山一丁目、
葉山二丁目、エミネント葉山町、滑石
一丁目、滑石二丁目、滑石三丁目、滑
石四丁目、滑石五丁目、滑石六丁目、

長崎県浦上
警察署

長崎市 長崎市の内、浜口町、松山町、大橋町、
岡町、橋口町、上野町、平野町、平和
町、本尾町、江平一丁目、江平二丁目、
江平三丁目、高尾町､茂里町の一部（街
区符号４番）､ 川口町､ 岩川町、坂本
一丁目、坂本二丁目､ 坂本三丁目、立
岩町、富士見町、城山町、城栄町、油
木町、青山町、金堀町、城山台一丁目、
城山台二丁目、花園町、若草町、昭和
一丁目、昭和二丁目、昭和三丁目、三
川町、西山台一丁目、西山台二丁目、
川平町、けやき台町、三ツ山町、畦別
当町、住吉町、住吉台町、若葉町、文
教町、千歳町、中園町、赤迫一丁目、
赤迫二丁目、赤迫三丁目、花丘町、泉
町､ 泉一丁目、泉二丁目、泉三丁目、
大手一丁目、大手二丁目、大手三丁目、
家野町､ 三芳町、江里町、緑が丘町、
清水町､ 白鳥町、西町、錦一丁目、錦
二丁目、錦三丁目、音無町、柳谷町、
若竹町、西北町、岩屋町、葉山一丁目、
葉山二丁目、エミネント葉山町、滑石
一丁目、滑石二丁目、滑石三丁目、滑
石四丁目、滑石五丁目、滑石六丁目、
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北栄町、北陽町、大園町、虹が丘町、
大宮町、本原町、小峰町、扇町、石神
町、辻町、三原一丁目、三原二丁目、
三原三丁目、横尾一丁目、横尾二丁目、
横尾三丁目､横尾四丁目、横尾五丁目、
女の都一丁目、女の都二丁目、女の都
三丁目、女の都四丁目、柿泊町、手熊
町、上浦町、小江原一丁目、小江原二
丁目、小江原三丁目、小江原四丁目、
小江原五丁目、式見町、向町、相川町、
見崎町、牧野町、園田町、四杖町

北栄町、北陽町、大園町、虹が丘町、
大宮町、本原町、小峰町、扇町、石神
町、辻町、三原一丁目、三原二丁目、
三原三丁目、横尾一丁目、横尾二丁目、
横尾三丁目､横尾四丁目、横尾五丁目、
女の都一丁目、女の都二丁目、女の都
三丁目、女の都四丁目

略 略

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。

　長崎県監査委員条例の一部を改正する条例をここに公布する。
　　令和２年３月27日

長崎県知事　中村　法道　
長崎県条例第40号
　　　長崎県監査委員条例の一部を改正する条例
　長崎県監査委員条例（昭和39年長崎県条例第31号）の一部を次のように改正する。
　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

（議員のうちから選任する監査委員の数） （議員のうちから選任する監査委員の数）
第２条　法第196条第１項及び第６項の規定により議員のう
ちから選任する監査委員の数は、２人とする。

第２条　法第196条第１項の規定により議員のうちから選任
する監査委員の数は、２人とする。

（請求又は要求による監査の着手） （請求又は要求による監査の着手）
第５条　法第75条第１項、第98条第２項及び第242条第１項
の規定による請求に基づく監査並びに第199条第６項及び
第７項、第235条の２第２項並びに第243条の２の２第３項
の規定による要求に基づく監査は、請求又は要求を受けた
日から10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、
特別の理由がある場合は、この限りでない。

第５条　法第75条第１項、第98条第２項及び第242条第１項
の規定による請求に基づく監査並びに第199条第６項及び
第７項、第235条の２第２項並びに第243条の２第３項の規
定による要求に基づく監査は、請求又は要求を受けた日か
ら10日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特
別の理由がある場合は、この限りでない。

　　　附　則
　この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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